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１．事業実施の背景と主旨

 

2000 年より開始された成年後見制度は 12 年の歳月を経ようとしている。成年後見制度は「措置から契約

へ」というシステム転換が生じていく中で、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十

分な利用者の法的手続きを行い、適切なサービスを選択し、契約することができるよう、従来の「禁治産・準禁

治産制度」に代わって成年後見制度が導入された。 

 法務省によると平成 24 年の 1 年間で成年後見関係事件の申立は 34,689 件で前年比 10.5%増と年々、

成年後見制度の利用者が増えていることが示されている。また成年後見人と本人との関係も、従来の親族が

なる場合に対して、第三者後見人の選任が 51.5%になっている。 

 なかでも社会福祉協議会が選任された数は 402 件となっており、社会福祉協議会の選任も少なくない。 

関連制度として判断能力が不十分な人の福祉サービス利用援助及び日常的金銭管理を主な内容とする

日常生活自立支援事業が社会福祉法に「福祉サービス利用援助事業」として位置付けられており、都道府県

社会福祉協議会（以下、社協）が実施主体となって全国で実施している。 

さらに社会貢献の意欲を持った市民の選任も 118 件となっている。今後はこの市民後見人のバックアップも

社会福祉協議会に期待されるところであろう。 

そこで本報告書では社会福祉協議会、特に市町村社会福祉協議会に焦点をあて、今後、成年後見関係

事業に取り組む社会福祉協議会が効率よく準備を進められるよう、事業実施準備・人材養成・他機関他職種

連携の方法について調査研究を行ったものである。 

この内容は厚生労働省・社会福祉推進事業「法人後見のあり方に関する他職種との連携についての調査・

研究」の採択を受け、全国の成年後見関連事業実施社協への質問紙調査、インタビュー調査の結果を参考

に作成した。 

 本報告書が今後の市町村社協の成年後見事業実施準備を効率的に進めることに貢献できることを願い、ま

た市町村社協の成年後見事業実施が地域住民の権利擁護に寄与し、社会福祉協議会が目指す地域福祉

の推進につながっていくことを願ってやまない。 
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２．事業取り組み概要

 

(1)法人後見受任に向けた家庭裁判所との協議 
成年後見の受任をするにあたって選任をする家庭裁判所と協議を行う。またその際に必要な提出書類や

受任の際のシステムについて検討した。 
 

(2)法人後見実施社協へのアンケート調査 
現在、法人後見事業を実施している市町村社会福祉協議会を対象に法人後見のあり方に関する協議、法

人後見受任をするにあたっての準備過程、社会福祉協議会職員の研修、市民後見人養成のための研修及
び他職種との連携の実態について調査した。 

 
(3)他市の成年後見センターへのインタビュー調査 

アンケート調査の結果を踏まえ、さらに詳細を調査するため、法人後見実施社協を訪問し、法人後見受任
をするにあたっての準備過程、社会福祉協議会職員の研修、市民後見人養成のための研修及び他職種との
連携の実態についてインタビューを実施した。 

 
(4)他市の成年後見センターへの実務研修 

法人後見受任の実務を経験することで、より準備内容、研修に必要な内容、他職種との連携の実態につい
て調査を深めるため、先進地社協で実務研修（実習）を行った。 

 
(5)法人職員向け研修カリキュラム作成及び研修実施 

法人後見事業を実施するにあたっての研修内容を検討するため、法人内の職員を対象に研修のカリキュラ
ムを作成し、研修を実施した。 

 
(6)市民後見人実務養成講座修了生フォローアップ研修カリキュラム作成及び実施 

市民後見人が後見活動を実施するにあたっての研修内容を検討するため、本市で実施した市民後見人実
務養成講座の修了生を対象に研修のカリキュラムを作成し、研修を実施した。 

 
(7)成年後見センター設立準備委員会への参加 

法人後見受任の拠点となる成年後見センター（仮称）を設立する際、内容を検討するため設立準備委員
会に参加した。市民後見人との役割分担や要項等について検討した。 
 
(8)法人後見の受任 

法人後見を実施するにあたり、必要な準備等を一般化するため、１件の受任を行った。 

 
(9)法人後見を実施している社協及び今後、実施予定の社協向けに調査報告会を実施 

法人後見事業を実施するにあたっての準備過程や人材養成、他職種連携について報告し、他の社協に活
用されることで法人後見実施が普及するためのきっかけとする。 

    
(10)法人後見に取り組んでいる法人との意見交換及び今後、連携していくためのネットワーク構築 

現在、法人後見事業を実施している社協を対象に意見交換会を開催。課題について共有するとともに今後、
連携していくことができるネットワーク構築のきっかけとする。 
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1 事業実施準備マニュアル 

 

 ここでは法人後見を実施するにあたっての準備内容について提示する。 

 

(1)対象圏域における成年後見ニーズの把握 

 

 まず、対象とする圏域において成年後見制度のニーズがどういうものか調査をしておく必要がある。内部での

合意形成や社協が拠点を置く住民の理解においてもこのニーズ把握は重要である。ここではそのニーズを知る

べき 低限の項目を提示する。 

 

①制度対象者数の把握 

・人口等 

・高齢化率 

・療育手帳数 

・精神障害者保健福祉手帳数 

 

これらの項目からは成年後見制度の対象となる認知症高齢者・知的障害者・精神障害者の数とその中に

おける成年後見人の必要数を予測するのに役立つ。 

さらに見守りが重要と考えられる単身世帯の数や所得分布などを活用すると社会福祉協議会の成年後見

支援の対象者がより予測しやすいであろう。さらに人口動態から将来の人口を予測し、今後 3 年から 5 年間の

必要量の予測もしていけると計画化しやすく予算にも反映しやすいと考えられる。 

 

②顕在ニーズの把握 

  

・日常生活自立支援事業の利用者数 

 

今回の調査では成年後見事業実施社協に対し、日常生活自立支援事業の契約件数を質問している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業実施準備マニュアル
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日常生活自立支援事業の契約件数をお聞きします。 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 9 6.1% 

５～９件 10 6.8% 

１０～１４件 6 4.1% 

１５～１９件 10 6.8% 

２０～２４件 8 5.4% 

２５～２９件 11 7.4% 

３０～４９件 22 14.9% 

５０～９９件 32 21.6% 

１００～４９９件 26 17.6% 

５００件以上 3 2.0% 

無回答 11 7.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 も多いのは、「50～99 件」で 32 社協 21.6%、次いで「100～499 件」で 26 社協 17.6%、「30～49 件」で

22 社協 14.9%となっている。 
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・管轄裁判所支部における申立件数 

・首長申立数 

 

実際に判断能力が不十分な人に対し、対象地域内でどのような状況かを知ることも必要。日常生活自立支

援事業の利用者は社協の成年後見支援につながる可能性が高く、また認知症の進行による移行が予測され

る人が多く利用している。 

 

下のホームページには都道府県別の申立件数や首長申立の件数が記載されている。 

 

ホームページ「成年後見事件の概況」 

（http://www.courts.go.jp/vcms_lf/koukengaikyou_h24.pdf） 

 

 可能であれば対象地域内で成年後見受任をしている専門職数やその専門職が担っている数なども把握して

おくとより効果がある。 

 

(2)事業実施における組織内の合意 

  

次に新規事業として成年後見事業を実施するには内部の理解は必要不可欠である。また様々な社協内の

機関とも連携が必要となってくるため、内部の理解を事前に求めておくことは必要である。ここでは内部の理解

に 低限必要な項目を提示する。 

 

①計画への記載 

・地域福祉活動計画 

・事業計画 

 

 ５カ年の社協の活動の指針となる地域福祉活動計画への反映は重要で、成年後見事業は日常生活自立

支援事業との連携に止まらず、市民後見人養成事業、死後の事務、身元保証など様々な事業への発展が考

えられる。そのため、５カ年の計画には方向性を示しておく必要がある。また毎年の事業計画へは実施する内

容のみの記載に止めておく。 

 

②組織内の理解 

・理事会・評議員会での説明（定款変更承認含む） 

・職員研修での説明 

・定款変更 

 

 

 定款変更をする上でも新規事業を進める上でも理事会・評議員会や事務局職員の理解は重要である。その

ため、職員研修における成年後見事業の必要性と概要、理事会・評議員会での事業説明は必須である。 
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今回の調査では成年後見事業実施社協に対し、法人内の整備内容について質問している。 

 

法人内の整備はどのようなものを実施しましたか。 

 

（上段：社協数 下段：％）   

（複数回答）   

合
計 

定
款
変
更 

地
域
福
祉
活
動
計
画
へ
の
位
置
づ
け 

担
当
職
員
の
配
置 

理
事
会
・評
議
員
会
へ
の
説
明 

実
施
要
綱
の
整
備 

事
業
計
画
へ
の
位
置
づ
け 

そ
の
他 

無
回
答 

148 80 75 109 129 127 116 10 6 

100.0

% 
54.1% 50.7% 73.6% 87.2% 85.8% 78.4% 6.8% 4.1% 

 

 
（N=148） 

 

も多いのは、「理事会・評議員会への説明」で 129 社協 87.2%、次いで「実施要綱の整備」で 127 社協

85.8%、「事業計画への位置づけ」で 116 社協 78.4%となっている。事前の法人内の整備として事業計画に位

置付け、理事会・評議員会に通した上で、実施要綱の整備や担当職員を配置することが求められていること

が推察される。また社協内部の職員への研修も行われている。 
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センター長 

・行政や家裁との交渉

・職員のスーパービジ

ョン 

・管理業務 

日常生活自立支援事業 

専門員 

・利用者との契約・支

援計画作成 

・生活支援員の養成・

管理 

成年後見事業担当職員

・後見受任業務 

・相談受付 

・制度啓発 

・市民後見人の養成・

管理 

事務職員 

・出納管理 

・財産管理 

○○社会福祉協議会 

  権利擁護センター 

(3)社協内部の体制整備 

①ヒト 

・資格職の配置（社会福祉士等） 

・相談援助経験者の配置 

・雇用形態（正規常勤） 

・専従か兼務か（専従もしくは日常生活自立支援事業とのみ兼務） 

 

 担当職員の配置や雇用形態、その職員の経験など成年後見事業を進める上で重要となってくる人材につい

ては 重要課題であると推察される。 

 状況が許せば社会福祉士・精神保健福祉士等で一定以上の相談援助経験と権利擁護についての高い意

識を持った者が望ましく、正規職員を専従で従事させることが求められる。 

 

体制例～ 

 

 

 

 

 その他、センター長や所長として非常勤の法律職を置く場合もあれば、日常生活自立支援事業とは切り離し

た運営体制にしている場合、死後の支援等も同じセンター内で運営している場合も見られた。 

本調査では主となる担当者の資格・雇用形態・相談援助経験・兼務の状況について質問している。 
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主となる担当職員の持っている資格はどれですか。 

 

（複数回答）   

  社協数 割合（%） 

社会福祉士 125 84.5% 

精神保健福祉士 36 24.3% 

介護支援専門員 61 41.2% 

看護師・保健師 3 2.0% 

ホームヘルパー 24 16.2% 

社会福祉主事 84 56.8% 

介護福祉士 33 22.3% 

教員免許 8 5.4% 

持っていない 3 2.0% 

その他 10 6.8% 

無回答 1 0.7% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

も多いのは、「社会福祉士」で 125 社協 84.5%、次いで「社会福祉主事」で 84 社協 56.8%、「介護支援

専門員」で 61 社協 41.2%となっている。ほとんどの社協が主たる担当職員として社会福祉士を配置していると

見られる。 
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主となる担当職員の雇用形態。 

 

  社協数 割合（%） 

正規職員 125 84.5% 

非正規常勤 12 8.1% 

非正規非常勤 0 0.0% 

その他 1 0.7% 

無回答 10 6.8% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

も多いのは、「正規職員」で 125 社協 84.5%、次いで「非正規常勤」で 12 社協 8.1%、「その他」で 1 社協

0.7%となっている。ほとんどの社協が主たる担当職員は正規職員を配置していると見られる。 
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法人後見事業担当職員の中で一番長い相談援助業務経験年数（法人後見事業携わる前）の方

はどのくらいの期間の経験年数ですか。 

 

  社協数 割合（%） 

１年未満 3 2.0% 

１年以上３年未満 10 6.8% 

３年以上５年未満 12 8.1% 

５年以上１０年未満 33 22.3% 

１０年以上 82 55.4% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 

 も多いのは、「10 年以上」で 82 社協 55.4%、次いで「5 年以上 10 年未満」で 33 社協 22.3%、「3 年以上

5 年未満」で 12 社協 8.1%となっている。半数以上の社協が 10 年以上の経験者を担当職員として配置してい

る。 
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②モノ 

・個人ファイル 

 （帳票・基本情報・財産ファイル） 

・通帳入れ・印鑑入れ 

・金庫 

・携帯電話 

・事務机・椅子 

・相談室 

 

 個人ファイルには情報のみにとどまらず、帳票や財産管理の資料などの様々な書類の保管が必要となる。ま

た通帳や印鑑を管理するためのケースや金庫なども必要であり、その取り出しが効率的にできるようネームシ

ールなどの活用も必要である。また個人情報管理・財産管理・日々の業務の記録、家庭裁判所への報告など

を効率的に行うことのできるパソコンシステムの整備も必要である。さらに 24 時間の緊急連絡用の携帯電話を

準備し、事務所不在時も連絡が取れる体制が必要である。 

 

③カネ 

 

事業実施にあたっては予算を準備しておく必要があるが予算の多くを占めるものは人件費であると推察され

る。人件費については相談対応、広報活動、受任数や他機関連携などの業務量を積み上げ、必要な時間数

を算定しておく。 その他、必要物品についても計算しておく。 

開始時は後見報酬を見込むことは難しいが後見報酬・補助金・利用支援事業による報酬助成など予算を

見込んでおくことは必要である。 

費用面においては書類取得の際の小口現金（立替金）等が必要となるため、予算化が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



成年後見センター業務時間数

時間数 準備時間数
相談受理 300 100 90分×相談件数　30分×相談件数

申立支援 80 20 120分×申立件数　　30分×申立件数　

家庭裁判所での面接同席（親族） 160 20 4時間×同席回数　30分×同席回数

成年後見啓発講座（講演会等） 4 30

後見人選定後の支援体制構築 20 20

出前講座 48 24 4時間×回数　2時間×回数

市民後見人実務養成講座 30 100 1日の時間数×10回　10時間×回数

市民後見人実践者講座 18 24 3時間×6回　　4時間×6回

受任検討委員会 12 30 2時間×6回

後見終了時 100 100 10時間×終了回数　10時間×終了回数

運営管理委員会 6 18 2時間×3回　6時間×3回

事業計画書の計画・報告 30 0

市民後見人登録試験 10 40

普及啓発・広報書類作成 12

金融機関交渉 15 15

様式作成 24

消耗品購入 12 12

車両保険 5 5

損害保険 5 5

支援員時給計算事務 48

文書管理 36

申立支援等補助 80

事業報告書の作成・報告 30 0

成年後見あり方検討会 6 18 2時間×3回　6時間×3回

研修参加 7.5時間×参加回数

家庭裁判所との事務連絡会 3 10 3時間×1回　10時間×1回

合計 1094 591 1685
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後見受任時間数

1件あたり受任件数合計
家庭裁判所による調査 4
成年後見登記 4
登記事項証明書の申請 3
情報収集 3
アセスメント 20
財産目録 8
後見事務計画書 20
財産の引き受け 10
年間収支予定表の作成 10
定期訪問 48
見守り体制の構築 20
緊急時の対応 10
後見業務記録の作成 24
記録保管用ファイルの作成 12
金融機関への届出 10
各種減免制度の確認 8
郵便物の確認・管理 12
預金口座の管理 12
公共料金・税金・利用料の支払い 20
食品・衣料品・日用品等の購入 24
年金・保護費等の受領確認 6
収入申告書等の作成 10
預貯金の入出金・現金出納簿の記入 24
居住環境、近隣関係に関する配慮 10
医療機関・医師との医療契約 4
医療機関への移動の手配 12
健康診断及び受診結果や治療方針について説明を受ける 20
受診状況や入院中の生活状況の把握 12
適切なサービスの利用検討・選定・利用申込 20
サービスの利用に関する契約の締結 20
サービスの利用・提供状況のモニタリング 12
サービスに関する苦情申立、事故への対応 20
福祉・保健施設への入所検討・選定・入所申込 20
入所に関する契約 5
施設への入所時の対応 12
サービスの利用・提供状況及び居住環境に関するモニタリング 20
施設内における金銭管理状況の確認 20
入所中の自宅の管理 20
施設からの退所 8
教育・リハビリに関する事務 10
財産関係の預かり品、現金等の管理 10
日常的に使用する預貯金の通帳等の保管 10
現金の管理・保管 10
預かり物品の棚卸 10
株券等有価証券の管理 10
保険に関する事務 10
税金の申告 10
遺産分割または相続の承認・放棄 30
登記、供託等の申請 30
財産の処分 40
紛争処理に対する後見人等の職務状況の報告 30
家庭裁判所に対する後見人等の職務状況の報告 30
後見報酬付与の申立 4
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死後の事務 20
管理の計算 8
財産の引き渡し 20
市への相続人調査依頼 8
弁護士、司法書士への依頼 10
相続財産管理人選任の申立てについて 10
終了の登記及び閉鎖登記事項証明書交付申請 8
家庭裁判所への報告 4
死亡診断書の取得、死亡届の手続き 4
遺体の引き取り、火葬、埋葬、納骨 30
生前に確定した債務の清算 10
家庭裁判所報告書作成 5
報酬付与申立て 5
報酬助成申請事務 12
合計 955 0

時間数は目安であるが、業務内容とその時間数については人件費を算定する際に必要と

なる。
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・市町村 

 

市町村から制度の相談や普及啓発について受託している社協もあり、また補助を受けている社協も見られ

た。特に市民後見人の体制整備については市町村の責任となるため、市町村との交渉が必要である。 

 

老人福祉法の第 32 条 2 において定められている。 

 

法人後見事業について行政との関係。 

 

  社協数 割合（%） 

委託 14 9.5% 

補助 45 30.4% 

その他 74 50.0% 

無回答 15 10.1% 

合計 148 100.0% 

 

 「委託」で 14 社協 9.5%、「補助」で 45 社協 30.4%、「その他」で 74 社協 50.0%となっている。 

委託や補助は約 40%の社協に見られるが、その他の中で独自事業や自主財源という回答も多く見られた。独

自の予算を組むことができる場合も想定されるが財源の課題は多くの社協が持つものであろう。 

 

・国（市民後見推進事業） 

厚生労働省ホームページ 

「市民後見推進事業」 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shiminkouken/index.

html） 

市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。  

(1)研修の実施  

(2)後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦  

(3)その他必要な措置(※) 

(※)例えば、研修を修了した者を登録する名簿の作成や、市町村長が推薦した後見人等を支援

都道府県は、市町村の措置の実施に関し助言その他の援助を行うよう努めるものとすること。

することなどの措置が考えられる  
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成年後見制度の普及啓発 

成年後見制度に関わる相談 

市民後見人の養成及び登録 

市民後見人の相談 

市長申し立て事務 

法人後見事業 

 

 成年後見制度の相談や普及啓発、市民後見人の養成・登録・活用などは委託となり得るが、社協の法人後

見事業については補助となる場合が多い。 

 法人後見についても低所得者や市長申し立て案件についての受任など市民のセーフティネットとなり得るた

め、補助の要請についても検討する必要がある。 

 

・後見報酬 

 

全国社会福祉協議会地域福祉権利擁護に関する検討委員会の報告書によると後見報酬月額 2 万円～

3 万円と回答している社協が も多い。 

江田市の例では 1 件あたり年間 250,000 円とされており、10 件で 2,500,000 円と予測される。 

 

以上の例等を参考にしながら、見積もっていく必要があるが報酬がないという場合も見られるため、後見報

酬による予算化は慎重な検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

・ファンドレイジング 

ここでは近年、注目されているファンドレイジングの成年後見事業の活用について山口県宇部市の一口後

見人プロジェクトについて紹介する。 

 

内容 
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「市民後見推進事業」については市町村への財源であるため、行政との協議の上で市民後見人養成や市

民への啓発講座などへの活用を検討し提案していく。活用例としては市民後見人の養成講座、市民への制度

啓発のための講演会、運営委員への謝金、パソコンソフトの開発などがある。 

 

委託と補助については委託として受ける内容と、補助を受け実施していく内容を精査する必要がある。委託

と補助の業務内容について一例を示す。 

 

内容 



一口後見人プロジェクトの取組について 

 

社会福祉法人 山口県共同募金会／社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

 主任主事  久 津 摩  和 弘  

 

１． 一口後見人プロジェクトとは？ 

 

 一口後見人プロジェクトとは、社会福祉協議会がファンドレイジングを学んだ市民のボランティア（市民ファンドレイ

ザー）と一緒に、担当者の配置を含めた、法人後見を行うための財源の確保を行い、成年後見人等の受け皿のセ

ーフティネット整備をしようというプロジェクトである。集まった寄付金は、赤い羽根共同募金を通じて助成され、社会

福祉協議会の法人後見受任体制の整備・拡充のために使われる。赤い羽根共同募金を活用したプロジェクトだが、

寄付集め自体が目的ではなく、ゴールはあくまで地域福祉課題の解決である。一人一人の市民が小さな支援を行

い、町中のみんなが一口の後見人となろうという想いを込めて「一口後見人プロジェクト」という名称とした。山口県

内のモデル指定第一弾となった宇部市社会福祉協議会では、プロジェクトを立ち上げ、山口県社会福祉協議会が

示している後見支援員を活用した法人後見の受任体制（図 1）に沿って体制づくりをして、お金がない方や困難事

例などの専門職後見人の受任が難しいケース、若い方などの長期支援が必要なケース、ニーズに対して絶対的に

足りない成年後見人・保佐人・補助人（以下、「成年後見人等」という）の受け皿づくりなどへの対策を行うこととし

た。 

障害者の家族など、「是が非でもこの社会課題を解決したい」と願っている市民や、協力していただけることになっ

た企業の職員等で、一口後見人プロジェクト実行委員会を組織し、ボランティアである実行委員が、欧米の非営利

組織の資金調達のプロであるファンドレイザーが学ぶ知識「ファンドレイジング」に関する講座を受け、「市民ファンドレ

イザー」として、社会福祉協議会と一緒に地域福祉課題の解決をするための活動もしている。市民ファンドレイザー

は自身に合った手法でファンドレイジングを行い、企業は営利組織から見て赤字となる社会貢献ではなく、ビジネス

と福祉が両立できる企画を一緒につくり、無理なく、積極的な動きができるようにしている。 

プロジェクトは、2012 年度からの 5 ヵ年計画とし、プロジェクト終了後も継続的に安定的な事業実施ができるように

するため、期間内に寄付つき自販機を 100 台設置する計画だ。1 台年間平均 4 万円の寄付の計算で、100 台設

置して年間 400 万円の寄付を見込んでいる。また、寄付つき自販機に加え、毎月 1,000 円の寄付（12,000 円／

年）となるマンスリースポンサーや、寄付つき商品・企画をする企業なども募集し、継続支援が期待できる財源を増

やしていく。そして、これらの安定性の高い財源で足場を固めていきながら、法人後見の受任件数も増やして後見

報酬も得られるようにしていき、財源の基盤がしっかりするまでは、現金寄付や募金箱の設置なども行いながら、市

民ファンドレイザーであるボランティアの実行委員が支援を行っていく予定としている。 

 山口県共同募金会としてはこの宇部市社会福祉協議会におけるモデル事業を、中央共同募金会の「新たな募金

手法（ファンドレイジング）の開発に向けた改革モデル事業」にも登録して共同募金運動期間の延長を行い、1 月か

ら 3 月を主な募金期間として、それ以外を準備期間とし、プロジェクトを開始した。 
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２． プロジェクトを始めた背景 

  

山口県社会福祉協議会は、平成 15 年 8 月に山口県法人成年後見支援センターを設置し、県内の法人後

見支援を行ってきた。また、平成 19 年からは成年後見人等の受け皿として、後見支援員を活用した法人

後見受任体制（図 1）の整備を推進してきた。 

また、山口県社会福祉協議会で実施した山口県の地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）に

おける成年後見制度要移行者の最新の調査（平成 22 年度調査）では、全利用者 912 人中 35％の 317 人

の利用者が成年後見制度への移行が必要であり、うち 218 名は第三者後見の受け手の確保が困難な法人

後見のニーズであるという調査結果がでた。これは氷山の一角であり、地域にはさらに多くのニーズが

眠っていると予想されたものの、現実には、この 218 名の要移行者ですら、県内に十分な受け皿がない

状況であった。さらに、山口県においては、成年後見人等を受任する弁護士、司法書士、社会福祉士な

どの専門職後見人の数も少ない。これらの専門職後見人の受け皿が一杯になってしまった場合、山口県

における成年後見制度の課題解決機能が機能しなくなってしまい、法的トラブルや身上監護における問

題を抱えるケースなどへの対応に支障がでてしまうことを懸念する声もあり、新たな受け皿としての県

内の社会福祉協議会における法人後見の実施、受任体制の拡充が求められていた。 

このような現状もあり、山口県では平成 25 年 12 月末現在で、1 県 13 市 6 町中、1 県と 9 市（下関市、

宇部市、萩市、下松市、岩国市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市）の社会福祉協議会が法人後

見を行い、さらに県社会福祉協議会では後見監督も受任し、約半分の社会福祉協議会で法人後見を実施

する状況となった。後見支援員を活用した法人後見受任体制の普及を始めた 6 年前の平成 19 年 4 月と比

べると、法人後見を実施する社会福祉協議会の数は 5 倍になった。 

しかし、法人後見への取組を始める地域が増える一方、県内の社会福祉協議会は、行政に要望は出し

ているものの、事業として法人後見に関する財政的支援を行政から受けることはできていない。行政か

らの補助金・委託金等の金額も年々減って、財政的に苦しくなっている社会福祉協議会も多いなかで、

法人後見を受任している社会福祉協議会は、手弁当でニーズへの対応を行わざるを得ない厳しい状況だ。

当然、専任職員の配置も困難であり、地域福祉権利擁護事業の専門員や複数の事業を掛け持っている福

祉活動専門員等が、忙しいなか、既存の業務に加えて、法人後見業務も兼任で行っているのが現状だ。
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その結果、担当職員は業務過多となって、数件のケースの受任で手一杯になってしまい、多くのニーズ

への対応は困難な状況となっている。このような財政状況もあり、法人後見に取り組んでいない社会福

祉協議会も、受任にはなかなか踏み切れないところが多く、受任の要請があっても体制の整備ができな

いことを理由に断ったケースもあった。 

そこで、社会福祉協議会が地域のニーズに十分に対応していくためには、法人後見を担当するスタッ

フを充実させるための人件費の確保（特に 1 人目の担当者の人件費）が不可欠であるということで、行

政の財源だけに頼らないファンドレイジングを行っていくモデル事業を、市町を指定して実施すること

になった。 

 

３． プロジェクト立ち上げの流れ 

 

モデル指定は、法人後見を実施しており、行政からの支援の目途が立っていない社会福祉協議会であ

ったこと、コミュニティソーシャルワーカーには必要不可欠な知識として、職場内研修でファンドレイ

ジング研修を行ったり、市外でのファンドレイジング講座にも積極的に職員を派遣するなど、職員教育

にファンドレイジングを積極的に取り入れていたこと、加えて、地域においても、社会福祉協議会の法

人後見の実施を強く望む団体、関係者がいることなどを考慮し、宇部市社会福祉協議会で実施すること

にした。そして、山口県社会福祉協議会において地域福祉権利擁護事業と法人後見支援を担当した経験

があり、ファンドレイジングの講師や実践の経験もある筆者がアドバイザーとなって、実施主体の宇部

市社会福祉協議会と協議を行いながら、立ち上げを進めることとした。 

ファンドレイジングの戦略を考えるにあたり、担当課となる地域福祉課の業務量を確認したところ、

既存の業務のみですでに手一杯となっている状況であった。そのため、社会福祉協議会の職員のみでフ

ァンドレイジングを実施するよりも負担が少なく、効果的でもあることから、社会福祉協議会はコーデ

ィネーター役にまわり、「法人後見を実施してほしい」と望む市民を集めて、一緒に社会課題の解決をし

ていく運動を作っていく手法がいいのではないかという話となった。当事者などからの言葉の方が説得

力があるということや、寄付とボランティアの関係で、ボランティアをしている人の方が、ボランティ

アをしていない人よりも寄付をしている割合は多く、また寄付額も大きい傾向があるというデータがあ

ったことも理由の一つだ。また、何もかも社会福祉協議会だけで行うのではなく、市民が自分の町の地

域福祉課題を解決する支援を行う方が、本来の社会福祉協議会の姿に相応しいのではないかという意見

もあり、地域の住民や団体等を巻き込むファンドレイジングである「コミュニティ・ファンドレイジン

グ」の手法による募金活動を行うことに決めた。また、コミュニティ・ファンドレイジングは、協力し

てほしい支援者等について、実際のファンドレイジングの方法などを検討する前の段階で巻き込むこと

や、是が非でもその社会課題を解決したいという人をスタッフ以外に 5～10 人程度作ることなどが重要

であるとされていることから、具体的なファンドレイジングの計画を考える前の早めの段階で、強いニ

ーズを持っている支援者の巻き込みを行うことにした。 

同じ想いを持って動いてもらえるボランティアを集めるために、まず、専門職や家族会などが集まっ

て成年後見制度の勉強会や知的障害者の家族からの相談を受けるなどの活動をしていた任意団体へのア

プローチをすることとした。団体のメンバーのなかに、「社会福祉協議会で法人後見をしてほしい。」と

話されていた方がいたことも理由の一つだ。団体の定例会で企画の説明をしたところ、数人のメンバー

が参加することになった。そして、賛同していただけることになったメンバーの方々とさらに口コミで
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仲間を集め、約 20 人程度で、ボランティア中心のプロジェクト実行委員会を組織した。実行委員は、福

祉関係者だけに絞らず、知的障害者の家族、福祉施設役職員、社会福祉士、国立・私立大学教授、社会

保険労務士、市役所職員に加え、市議会議員、銀行の CSR 担当、印刷会社社長、塗料総合商社社長、飲

料水メーカー営業担当、広告代理店職員、デザイナーなど多岐に渡った。企業の方々には、積極的な動

きをしてもらうために、あえてビジネスと両立できる支援をしてほしいということを伝えた。そして、

毎月第 4 木曜日の 18 時から実行委員会を行うこととして、2012 年 10 月から協議を始めた。 

ファンドレイジングでは、募金の計画を考える前に、どんな社会課題を解決したいのか、ミッション

は何なのか、なぜその社会課題を解決する必要があるのか、解決方法は本当に有効な手段か、いくら必

要で、どのような財源確保計画でいけばうまくいくのかなど、ファンドレイジングの柱となる情報を、

組織内で共有化を図ったり、市民からも共感が得られるよう示せるようにしておく必要がある。そのた

め、社会福祉協議会の法人後見受任体制の整備・拡充による成年後見人等の受け皿のセーフティネット

整備というミッションの確認、ニーズ状況、成年後見制度に関わるあらゆる課題の状況、なぜ成年後見

人等の受け皿づくりを優先的に始める必要があるのか、なぜ社会福祉協議会なのかなどについても協議

を行った。また、受け皿づくりの手法としている後見支援員を活用した法人後見体制（図 1）についても、

「なぜ、この手法なのか」ということをはっきりさせるために、市民後見と比べても市民の負担は軽減

されたうえで同等のキャパシティが得られ、権限の乱用も防ぐことができるなどといった、他の方法と

比較した説明等も行った。さらに、法人後見の体制整備を行っていくためには 1 人目の担当者の人件費

の確保が一番の課題であり、それができれば、お金のないケースと合わせて財産があるケースも受任し

て後見報酬の安定化を図ったり、事務局レベルでも継続できるファンドレイジングを行うことで、ある

程度軌道に乗ってくる可能性があることなどの情報共有も図った。 

また、福祉業界においては、まだまだ、「なぜ、福祉なのにお金のことを考えるのか？」などいった、

お金のことをタブー視する考え方が根強い。募金活動を始めた後で「そもそも、福祉でお金集めをして

いいのか。」という議論に戻ってしまったり、募金活動を行うメンバーが「自分たちは悪いことをしてい

るのではないか。」などと、ファンドレイジングの行為自体に疑問を持ってしまう可能性もある。そのた

め、欧米などの非営利組織には福祉業界であってもファンドレイザーやディベロップメント・オフィサ

ーという資金調達担当者がおり、使命を果たすためにファンドレイジングを行うことは当たり前である

こと、日本の福祉業界においても社会課題を解決するためには欧米に習っていく必要もあることなどの

情報も全体で共有し、福祉でも社会課題を解決するためにお金を集めることは間違っていないという共

通認識も図った。 

そして、これらのファンドレイジングの柱となる部分の共通認識を図り、募金手法を決め、財源計画

案を参考に進めていくことを実行委員会で決めると、自然と積極的にファンドレイジングを行うメンバ

ーがでてくるようになった。 

 また、実行委員会のメンバー向けにファンドレイジング研修を行い、ファンドレイジングの「基礎理

論」「個人の支援者へのアプローチ方法」「企業と協働した寄付つき商品・企画のつくり方」については

筆者が講義し、さらに、東京の大手企業に勤める山口県出身者の 3 人のファンドレイジングの専門家に

も協力いただき、「プロボノ」「NPO マーケティング」「システム・マネジメント」の視点によるセミナー

も行って、「市民ファンドレイザー」としての学びの場も作って動き方の道筋も見えたことで、その動き

はさらに活発なものとなっていった。 
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４． ファンドレイジングの実践 

 

実行委員会で協議を行い、プロジェクトの寄付チャンネルは主に、「現金寄付」「募金箱」「月 1,000 円

寄付のマンスリースポンサー登録」「寄付つき自販機設置」「企業等の寄付つき商品・企画実施」の 5 種

類とした。実行委員は自身に合った無理のない手法でファンドレイジングを行ったり、ときには自身や

所属団体による協力もあった。なかでも、寄付つき自販機の設置先探しと、寄付つき商品・企画の実施

企業・団体探しは、多くの動きが見られた。 

寄付つき自販機は、実行委員が所属している団体の施設内の設置や、実行委員の本業に関係するネッ

トワークからの紹介による設置、飲料水メーカーの営業担当である実行委員のアプローチによる設置な

どが主となった。実行委員である国立大学教授は、大学の副学長や事務局に交渉し、競争入札でしか設

置がなかった大学医学部の校舎内に寄付つき自販機を 2 台ほど設置する了解をとり、同学部の学生が考

えたデザインでフルパッケージされた自販機が設置された。フルパッケージにかかる費用は設置する 2

社の飲料水メーカーが支援した。また、福祉施設の役員である実行委員も、自身の福祉施設に設置した。

社会保険労務士の実行委員は、本業のネットワークを活用して交渉し、複数の企業から設置の了解を得

た。飲料水メーカーの実行委員は、自らが宇部市内で営業をする際に積極的に寄付つき自販機を紹介し、

「宇部市の福祉のために使われるのであれば。」ということで、様々な企業や団体の協力が得られること

となった。宇部市の福祉が良くなることが他社との差別化に繋がり、営業トークにも使えるようになっ

たため、本業とプロジェクトへの協力を両立させることができ、積極的な動きを無理なく行うことがで

きた。結果、平成 25 年 12 月末現在で 13 台の自販機が市内に設置されている。 

寄付つき商品・企画は、実行委員の所属する会社で取り組んだり、社会保険労務士や市議会議員等の

企業と関わりがある実行委員が交渉するケースが主となった。仕組みとしては、山口県共同募金会が全

国初で実施している、様々な企業等と本業にメリットがある寄付つき商品・企画を創る「募金百貨店プ

ロジェクト」のシステムを活用した。社長が実行委員である印刷会社では、1 回名刺交換するごとに 1

円が寄付される「寄付つき名刺」（名刺 100 枚購入につき、100 円を寄付）を自社で始めた。ペンキを扱

う塗料総合商社の社長は、ペンキ 1 塗り（1 メートル四方）につき 1 円を寄付し、町に幸せをもたらす

家や会社を作る「寄付つきペンキ」を始めた。市役所の食堂では、プロジェクトを応援する「寄付つき

カレー」が販売されており、障害者が働く福祉施設では「寄付つき弁当」を始めた。実行委員の教授が

所属する私立大学では、有名文房具メーカーとコラボし、オープンキャンパス等のイベントで配ったり、

売店で販売するオリジナルデザインの「寄付つきシャーペン」を作成した。結果、飲料水メーカーの寄

付つき自販機の企画を含め、宇部市内では 9 つの企業・団体から協力を得ることになった。 

その他、現金寄付では、実行委員や社会福祉協議会の声掛けから、団体、企業等による協力が多かっ

たが、なかには自身で 100 万円の高額寄付をした実行委員もいた。マンスリースポンサーも、まずは自

分たちからと実行委員から登録した。 

また、直接のファンドレイジング以外の支援の動きもでてきた。市議会議員は市長や市職員との橋渡

し役となり、市からのプロジェクトへのバックアップも得られることになった。広告代理店やデザイナ

ーは、プロジェクトのロゴのデザインを作って寄付したほか、プロジェクトのホームページも無料で作

成するという話もでてきており、実行委員の動きはファンドレイジングだけに留まらない支援にまで広

がってきている。 
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５． まとめ 

 

ファンドレイジングは、寄付を集めるだけでなく、社会課題を一緒になって解決していこうという仲

間を集めていくことから、アメリカではフレンドレイジングとも言われている。支援者が社会課題を解

決しようとする仲間の一員となり、自分で何かできるときはボランティアとしてサポートし、専門家等

に任せた方がいいときは寄付をしながら、社会課題が解決されるまで、一緒に解決に繋がるあらゆる活

動をしていく。本プロジェクトにおいても、その流れを作っているからこそ、ボランティアとして関わ

っている実行委員は、社会貢献が目的の一般的なただのボランティアではく、社会福祉協議会による法

人後見の安定的な仕組みを、是が非でも作り出そうとする仲間として、募金活動だけに留まらない動き

を見せるようになっている。また、実行委員の積極的な動きが実現できているのは、もともとの強い想

いに加えて、早めの巻き込みを行って当事者意識が生まれたことや、ファンドレイジングの柱をはっき

りさせたこと、福祉における財源確保の考え方の整理などを行ったことも理由であるが、最も重要な要

素となっているのは「楽しさ」である。本プロジェクトをコーディネートするにあたって一番気を付け

ているのも「楽しさ」だ。ファンドレイジングは、「ファン＝支援者・楽しさ」の度合いを「レイジング

＝上げる」ことが大切であるとも言われ、「ファン度レイジング」という言葉も日本で生まれている。寄

付つき自販機に自分たちで考えたオリジナルデザインのラッピングができる楽しさ、企業とコラボして

ワクワクする企画を創れる楽しさ、全国のモデルになる企画を創ってやろうという楽しさ、そしてなに

よりも、じぶんの住む町を自分たちの力で良くしていくことができるという楽しさを全体で共有できる

ようにコーディネートすることで、実行委員の強いモチベーションを保つことができ、積極的な動きに

繋げることができている。 

山口県内では、事業として行政からの法人後見に関する財政的支援を受けている社会福祉協議会はな

いが、行政以外の財源を積極的に確保して事業推進し、ニーズへの対応を行おうとする動きも、いまま

でほとんどなかった。なかには、「行政から支援が得られない場合は諦めるしかない。」「行政がお金を出

すべきで、行政がださないならやるべきではない」と言う社会福祉協議会の職員もいた。だが、社会福

祉協議会の本来の仕事は、「行政から財源を得て事業を行うこと」ではなく、「地域福祉課題を解決する

こと」「困っている人々を支援すること」である。行政から財政的支援が得られないのであれば、他の資

金をかき集めてでも事業を作り、体制を充実させ、ニーズへの対応を図っていかなければならない。行

政の役割は大切だが、行政もないものはないため、行政の財源だけに頼り切った福祉には限界がある。

山口県のような財政的に厳しい地方自治体であれば、なおさらだ。だからこそ、本プロジェクトは、フ

ァンドレイジングの知識を基礎とし、社会福祉協議会職員を始め、ボランティアである実行委員もファ

ンドレイジングを学び、全体で共通理念を持って動けるように意識統一を図ったうえで、行政の財源だ

けに依存しない地域福祉課題の解決を進めている。 

一口後見人プロジェクトは、福祉関係者が行政の財源だけに頼らず、本来の使命を果たすことができ

るようにするための、一つのモデルになればと願い、作り上げてきた企画でもある。昨年は準備期間が

非常に短く、単発の寄付が中心となったものの、137 万円の寄付が集まった。本来必要な額まではまだ

遠く及ばないが、支援者である実行委員の積極的な動きに希望も見えた。昨年度から始めて、実施期間

はあと 4 年であるが、安定的な法人後見の事業推進ができる基盤を、市民と一緒にしっかり作っていき

たい。 
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ボランティアコーディネート
• 事務局機能（連絡調整&資
材作成&定例会開催など）

• 市民ファンドレイザーの支援
者へのアプローチ同行

• 市民ファンドレイザー養成研
修会開催
• SNS運営 等

ファンドレイジング
アプローチ

•

•

•

•

支援者

企業・団体

現金寄付

寄付つき商品・企画
の実施

自販機設置協力

募金箱設置協力

市民

市町村社協

ファンドレイジング＆
プログラムコーディネート

• 解決する社会課題と対策手

法の提案

• ファンドレイジング戦略提案

&アドバイス&全体調整

• ファンドレイジング講師

• 市民ファンドレイザーの支援

者へのアプローチ同行　等

「地域福祉課題解決に向けたコミュニティ・ファンドレイジングアプローチ図」
（県共募のコーディネートによる地域福祉課題解決 イメージ図）

県共募

市民ファンドレイザー
（実行委員会）

当事者家族、専門職、福祉
施設、大学、行政職員、議
員、企業等の市民のボラン
ティアにより構成

毎月の実行委員会定例会
に出席し、社会課題の解決
手法やファンドレイジングに
関する協議を行う

市民（個人）に対し、現金寄
付、マンスリースポンサー
登録についてのアプローチ
を行う

企業に対し、現金寄付、募金
箱設置、寄付つき自販機設
置、寄付つき商品・企画の実
施に関するアプローチを行う

個人

マンスリースポンサー
登録

現金寄付

― 23 ―



単価 17 円 28 円 42 円 

オプション 

（感染症補償） 
1 円

 

延活動従事者数目安 5日×52週×5名（専門員数） 法定・指定休日を除いて計算 

年間保険料目安 23,400 円 37,700 円 55,900 円 

例：年間延活動従事

者数 
99 日×5 名（専門員数）=495 名 

例：年間保険料 8,910 円 14,355 円 21,285 円 

 

□上乗せ保険 

加入先：日本興亜損保 

加入プラン：プラン 3 

 

 プラン 1 プラン 2 プラン 3 プラン 4 

補償額 1,000 万円 3,000 万円 5,000 万円 1 億円 

年間保険料 81,500 円 136,800 円 172,000 円 298,000 円 

  

財産管理をするため、不測の事態に備えて損害保険への加入が必要である。この損害補償の加入につい

ては受任する対象者の財産も想定に入れて検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④事務 

・損害保険 

被後見人等の財産を管理するため、その管理する金額などに見合った損害保険への加入が必要である。

ここでは先進地の社協が加入している保険について紹介する。 

 

□福祉サービス総合補償 

加入先：全国社会福祉協議会 

加入プラン：C プラン+オプション（感染症補償） 

 

 A プラン B プラン C プラン 
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・記録などの様式整備 

日々の記録や預かり証、職員の証明書など成年後見支援で活用する様式について一式を揃えておく必要

がある。必要な書式例について示す。 

 

申立関連 

申立に必要な書類のチェック表 

診断書 

診断書附表 

申立書附表 

候補者質問票 

財産目録 

収支予定表（月間及び年間） 

書類交付申請書 

申立費用の上申書 

登記されていないことの証明申請書 

 

実務関連 

登記事項証明申請書 

管理物件引受書 

後見事務計画書 

支援計画 

活動記録 

事務報告書 

財産目録（再掲） 

後見事務報告書 

報酬付与申立書 

登記申請書 

事務終了報告書 

管理財産引継書 

財産受領書 
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・規程集 

 要綱や規程については社協の中における成年後見事業の位置づけにもよるが事業やセンター全体に関する

もの、運営委員会や受任検討委員会などの委員会に関するもの、アドバイザー等の他の専門職との連携に関

するもの、市民後見人に関するもの、日常生活自立支援事業に関するものなどが必要である。また実務マニ

ュアルなどの実務の決まりごとを示すものも必要である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤その他の体制 

・受任システム 

 相談や受任の依頼があってからどのようなしくみで進めていくかを決めておく必要がある。今回は一例を示し

ておく。 

事業実施 

に関すること 

委員会 

に関すること 

アドバイザー 

に関すること 

市民後見人 

に関すること 

相談から開始までのシステム例

発
見
・
相
談

申
立

後
見
人
等
推
薦

受
任
検
討
委
員
会

審
判

後
見
業
務
開
始

・審判書が届き、14日
後以降に審判確定証
明書が最寄りの家庭
裁判所で取得できる
ようになる（印紙150
円）。
・登記番号通知書が
届く。

・後見登記事項証明書
取得
・任命証書作成
・社協の印鑑証明書取
得
・全部履歴事項証明書
取得
・金融機関の名義及び
印鑑変更
※書類取得費用は立て
替え金で対応
・家族への就任お知ら
 せ発送
・預かり証で財産預か
り

・家族・行政機関・包
括・相談支援事業所よ
り相談受付。
・申立手続きについて
は司法書士・弁護士に
つなぐ。もしくは市長
申立につなぐ。

・本人・親族・市長が
申立を家庭裁判所に
する。
・候補人に社協が載る
場合は申立書の写し
をもらっておく。
・社協の登記を渡す。
・候補人として面談に
参加。

・後見人等推薦依頼
書が届く。

・社協で受任するかど
うかを14日以内に後
見人等候補者推薦書
で回答する。
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適切な後見人等候補がいないこと 70.7% 

首長申立であること 42.5% 

生活保護受給世帯あるいは住民税非課税世帯等十分な資力がないこと 26.0% 

申立て時に日常生活自立支援事業の利用者であること 28.7% 

特に受任要件は定めず、必要に応じて受任している 16.6% 

その他 33.7% 

 

・標準担当件数 

一人の担当職員が持つ件数を決めておく。これは受任数の検討や予算協議にも有効に活用できる。 

 

例えば・・・ 

 後見受任 日常生活自立支援事業 

山鹿市 10 件 25 件 

広島県江田市 15 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

・受任対象 

 

自身の社協が受任する対象を決めておく必要がある。それぞれの市町村の状況や他の職種の受任状況に

よるが以下のような設定をしている社協も多く見られる。 

 

・適切な後見人等候補がいないこと 

・市長申し立てであること 

・生活保護受給世帯または十分な資力がないこと 

・申立時に日常生活自立支援事業の利用者であること 

・申立中もしくは申立前にセンターに相談があること 

 

 

全国社会福祉協議会地域福祉権利擁護に関する検討委員会の報告書によると受任要件について質

問している。 

 

受任要件 回答割合 
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標準担当件数について本調査の結果は以下のとおりである。 

 

職員一人あたりの担当受任件数は何人に設定していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 26 17.6% 

５～９件 18 12.2% 

１０～１４件 7 4.7% 

１５～１９件 4 2.7% 

２０～２４件 2 1.4% 

２５～２９件 0 0.0% 

３０件以上 1 0.7% 

無回答 90 60.8% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 も多いのは、「1～4 件」で 26 社協 17.6%、次いで「5～9 件」で 18 社協 12.2%、「10～14 件」で 7 社協

4.7%となっている。 
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(4)外部交渉 

①家庭裁判所への書類提出 

 後見受任を始めるには予め、家庭裁判所に書類を提出しておく必要がある。 

 

例としては以下のようなものがある。 

 

社会福祉協議会定款 

社協の登記事項証明書 

社協の印鑑証明書 

賠償責任保険の書類 

研修体制の書類 

社協内部の受任担当者名簿 

法律職のバックアップ体制を示す書類 

日常生活自立支援事業様式 

 

提出書類についてはそれぞれの家庭裁判所によって異なるため、確認する必要があるが、以下の調査結

果を参考に準備をしておく必要がある。 

本調査では社協がどのような手続きを家庭裁判所に求められたかを質問している。 
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受任するにあたって家庭裁判所に求められた手続きはどのようなものがありましたか。 

（上段：社協数 下段：％） 

（複数回答） 
合
計 

社
協
内
の
現
地
調
査 

定
款
の
提
出 

現
在
事
項
全
部
証
明
書
提
出 

印
鑑
証
明
書
提
出 

賠
償
責
任
保
険
の
書
類
提
出 

内
部
研
修
体
制
の
資
料
提
出 

後
見
受
任
体
制
の
組
織
図 

後
見
関
係
様
式
の
提
出 

法
律
職
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
示
す
書
類
提
出 

法
人
後
見
事
業
要
綱
提
出 

そ
の
他 

無
回
答 

148 3 79 98 31 30 14 45 25 15 47 50 15 

100.0% 2.0% 53.4% 66.2% 20.9% 20.3% 9.5% 30.4% 16.9% 10.1% 31.8% 33.8% 10.1% 

 

（N=148） 

も多いのは、「現在事項全部証明書提出」で 98 社協 66.2%、次いで「定款の提出」で 79 社協 53.4%、

「その他」で50社協33.8%となっている。その他の回答では決算書や事業報告、役員名簿など内部の体制を

示すものが多く見られた。成年後見事業を実施する上で管理体制を示す必要性が示唆されている。 
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・金融機関への説明 

 本人の財産を引き出すなどの行為が発生するため、管轄区域内の金融機関には社会福祉協議会にて成年

後見事業に取り組むことを説明し、手続きの流れについて確認しておく必要がある。 

本インタビュー調査では本人の預金を引き出す場合には 

 

・社協の登記事項証明 

・成年後見登記事項証明書 

・職員証明書 

以上３点の提示を求められている場合が多かった。金融機関によって必要書類が異なるため、それぞれの金

融機関に確認しておく必要がある。また出金伝票を多数用意しておくことなども必要である。 

証明書には有効期限があるため、発行手数料の立替金の準備や原本が必要か複製でよいかの確認もして

おく必要がある。 

 

②広報 

 

 成年後見制度の対象者は自身で相談に行くことや情報を収集することが困難な場合が少なくない。そのた

め、関係者や市民に対し成年後見制度や社協が成年後見の相談や受任をしていることを広報する必要があ

る。 

 

・市民  

 市民が相談に来ることができる窓口の紹介や活用例などを「老い支度」「終活」など、わかりやすい入り口から

チラシ配布や講演会等の方法を活用して広報していく必要がある。 

 

・障害者相談支援事業所 

 知的障害者や精神障害者の支援をしている障害者相談支援事業所に広報をしておくことで成年後見制度

を活用した支援を普及させることにつながる。 

 

・地域包括支援センター 

高齢者の支援をしている、さらに高齢者虐待の対応もしている地域包括支援センターに広報をしておくこと

で成年後見制度を活用した支援を普及させることにつながる。 

 

・福祉事務所 

 保護受給者は身寄りがなく、成年後見制度が必要でも報酬の負担ができない場合が少なくない。社協が担

い手として選任される場合も予測される。 

 

・消費生活相談窓口 

 消費者被害の相談の対応をしている消費生活相談窓口には成年後見制度による取消権の行使が必要な

相談者も少なくないと考えられる。 



その他にも多くの広報が必要であり、また広報媒体もチラシの各種相談窓口での設置や、ホームページ掲

載、社協だよりへの掲載などから、SNS を活用した発信なども検討する必要がある。また日常生活自立支援事

業の相談経路や現在受任している専門職の相談経路を参考にしながら広報をしておく必要がある。 

 先進地である山鹿市社協では平成 22 年度にやまが成年後見センター設立記念「成年後見研修会及びシ

ンポジウム」を開催している。2 日間にわたって開催されており、医療従事者向けなど広報対象を変えている。 

本調査の広報についても結果は以下のとおりである。 
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広報は誰に対して行っていますか。 

（複数回答）    

 社協数 割合（%） 

成年後見制度関係者 49 33.1% 

一般市民 93 62.8% 

民生委員等の地域の役員 65 43.9% 

高齢者 31 20.9% 

ケアマネジャー 59 39.9% 

地域包括支援センター 69 46.6% 

障害者支援機関 55 37.2% 

生活保護ケースワーカー 30 20.3% 

医療機関 24 16.2% 

福祉関係の事業所 43 29.1% 

消費生活支援センター 11 7.4% 

法律専門職 16 10.8% 

金融機関 12 8.1% 

障害者 16 10.8% 

その他 9 6.1% 

無回答 30 20.3% 

合計 148 100.0% 

（N=148） 

 も多いのは、「一般市民」で 93 社協 62.8%、次いで「地域包括支援センター」で 69 社協 46.6%、「民生委

員等の地域の役員」で 65 社協 43.9%となっている。 
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2 人材育成マニュアル 

 

 ここでは成年後見事業における人材養成のシステムについて提示する。 

 

(1)職員養成 

 

 成年後見事業を担当する職員の養成については知識・技術だけでなく、本人の権利擁護に関わる

ため、高い倫理観なども含めた研修が必要である。また当然ながら市民後見人を養成、バックアッ

プしていく必要があるためそのような技術についても身につける必要がある。以下に職員養成の例

を示す。 

 

①法人職員養成プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成年後見制度の理念と社会福祉協議会の役割の理解 

・倫理について 

・成年後見実務研修及び実習 

・出納事務・管理体制について 

・出前講座・講演会講師研修 

 

事業開始時 

 
・事例検討会の方法 

・市民後見人へのスーパービジョン 

・死後の事務 

・後見信託について 

・任意後見について 

フォローアップ 

２．人材育成マニュアル
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  社協数 割合（%） 

あった 56 37.8% 

なかった 58 39.2% 

その他 26 17.6% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

も多いのは、「なかった」で 58 社協 39.2%、次いで「あった」で 56 社協 37.8%、「その他」で 26 社協 17.6%

となっている。法人職員向けの研修なく、法人後見事業を開始している社協が 40%も見られた。またその他の

回答からは他の団体の研修への参加や担当職員に受任歴があったことが推察される。また他団体と協働で

職員の研修カリキュラムを作成している場合も見られる。 
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・事業開始時 

 事業開始時は成年後見制度の理念及びその中における社会福祉協議会の役割の理解が必要である。実

務研修や実習を通して実務ができるようにすることや、また不正等を防止するためにも倫理の研修と組織とし

て管理体制を明確にするためにも出納実務の研修は押さえておく必要がある。 

 

・フォローアップ 

 事業を実施していく中では様々なケースに出会い、さらなる知識や実践の積み上げが必要である場合が多

い。そのため、定期的な事例検討会や市民後見人へのスーパービジョンの方法、死後事務や後見信託、任意

後見など関連の知識も身につけていく必要がある。 

先進地社協の中には 1 年間に一定の研修を受けなければ成年後見事業を担当できない仕組みの社協も

見られた。 

また司法書士の成年後見センターであるリーガルサポートの更新研修では倫理科目を必修としている。 

 その他、以下の調査結果より、必要とされる項目を時間及び費用と調整の上、組み立てる必要がある。 

本調査では法人職員対象の研修の有無、期間、内容、事例検討会実施の有無について質問している。 

 

事業開始前に法人後見職員対象の研修はありましたか。



研修はどのくらいの期間ありましたか。 

 

  社協数 割合（%） 

１日未満 9 16.1% 

１日以上２日未満 8 14.3% 

２日以上３日未満 4 7.1% 

３日以上５日未満 11 19.6% 

５日以上７日未満 8 14.3% 

７日以上９日未満 5 8.9% 

９日以上 11 19.6% 

無回答 0 0.0% 

合計 56 100.0% 
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（N=56） 

 

 最も多いのは、「3日以上5日未満」「9日以上」で其々11社協19.6%、次いで「1日未満」で9社協16.1%、

「1 日以上～2 日未満」「5 日以上 7 日未満」が 8 社協 14.3%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



法人後見事業担当職員の研修はどのような内容でしたか。 

（複数回答）  

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 39 70.9% 

虐待の対応について 17 30.9% 

実際の後見人への同行 7 12.7% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 10 18.2% 

障害者の特性について 27 49.1% 

認知症高齢者の特性について 27 49.1% 

障害者の制度について 22 40.0% 

高齢者の制度について 19 34.5% 

成年後見制度の基本理念 44 80.0% 

法人後見申立と審判後の実務 37 67.3% 

成年後見監督について 15 27.3% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 19 34.5% 

治療・施術行為の諾否問題 12 21.8% 

遺言・相続について 18 32.7% 

死後の事務について 19 34.5% 

後見信託について 8 14.5% 

相談援助の技術について 18 32.7% 

年金制度について 10 18.2% 

生活保護制度について 10 18.2% 

事例検討 31 56.4% 

その他 15 27.3% 

無回答 1 1.8% 

合計 56 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（N=56） 

70.9%
30.9%

12.7%
18.2%

49.1%
49.1%

40.0%
34.5%

80.0%
67.3%

27.3%
34.5%

21.8%
32.7%
34.5%

14.5%
32.7%

18.2%
18.2%

56.4%
27.3%

1.8%

権利擁護の視点

虐待の対応について

実際の後見人への同行

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行

障害者の特性について

認知症高齢者の特性について

障害者の制度について

高齢者の制度について

成年後見制度の基本理念

法人後見申立と審判後の実務

成年後見監督について

法律扶助や成年後見利用支援事業

治療・施術行為の諾否問題

遺言・相続について

死後の事務について

後見信託について

相談援助の技術について

年金制度について

生活保護制度について

事例検討

その他

無回答
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法人後見事業担当職員研修で学ぶ必要があると思われる内容はどのようなものですか。 

（複数回答）   

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 122 82.4% 

虐待の対応について 95 64.2% 

実際の後見人への同行 68 45.9% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 47 31.8% 

障害者の特性について 97 65.5% 

認知症高齢者の特性について 98 66.2% 

障害者の制度について 96 64.9% 

高齢者の制度について 97 65.5% 

成年後見制度の基本理念 118 79.7% 

法人後見申立と審判後の実務 127 85.8% 

成年後見監督について 72 48.6% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 108 73.0% 

治療・施術行為の諾否問題 100 67.6% 

遺言・相続について 107 72.3% 

死後の事務について 123 83.1% 

後見信託について 69 46.6% 

相談援助の技術について 89 60.1% 

年金制度について 90 60.8% 

生活保護制度について 89 60.1% 

事例検討 98 66.2% 

その他 14 9.5% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（N=148） 
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82.4%
64.2%

45.9%
31.8%

65.5%
66.2%
64.9%
65.5%

79.7%
85.8%

48.6%
73.0%

67.6%
72.3%

83.1%
46.6%

60.1%
60.8%
60.1%

66.2%
9.5%

4.1%

権利擁護の視点

虐待の対応について

実際の後見人への同行

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行

障害者の特性について

認知症高齢者の特性について

障害者の制度について

高齢者の制度について

成年後見制度の基本理念

法人後見申立と審判後の実務

成年後見監督について

法律扶助や成年後見利用支援事業

治療・施術行為の諾否問題

遺言・相続について

死後の事務について

後見信託について

相談援助の技術について

年金制度について

生活保護制度について

事例検討

その他

無回答



 も多いのは、「法人後見申立と審判後の実務」で 127 社協 85.8%、次いで「死後の事務について」で 123

社協 83.1%、「権利擁護の視点」で 122 社協 82.4%となっている。「死後の事務」は実際に実施されている割

合は約 3 割であるが必要性が強く示されている。その他の科目として税金制度や地域特性なども見られる。 
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(2)市民後見人養成 

 

 市民後見人の養成については老人福祉法や障害者の総合支援法の事業としても示されており、市

町村がその市民後見人の支援については責任を持つことが求められているがその養成について社協

が受託する場合が少なくない。また当然ながら専門職の法人職員と違い、基礎知識が乏しい場合も

多いため、研修の担保が必要不可欠である。市民後見人養成の例を示す。 

 

①市民後見人養成プロセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・制度概要 

・倫理について 

・援助技術 

・社会資源の概要 

・対象者の理解 

初級（5 日間） 

 
・事例検討 

・実習 

中級（10 日間） 

 
・作文 

・面接 

 

試験 

 
・生活支援員として実際に訪問する活動 

・日常生活自立支援事業の専門員へ同行 

日常生活自立支
援事業 
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上級専門研修 
（3 日間） 

 

後見支援員実践 

 

個人受任研修 

 

個人受任実践 
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・成年後見人としての実務を学ぶ 

（出納や報告など） 

 

 
・実際に個人受任できるよう就任からの流れを担当職員とともに演習で行

ってみる。 

 

・個人受任した市民後見人の後見監督を行う。 

・市民後見人が実践の中での困りごとを相談できるように相談受付を行う。 

 

 
・法人職員とペアを組み、実際の具体的業務を行う。 

・徐々に実践する業務を増やしていく。 

・担当ケースの事例検討を積み重ねていく。 



初級編 

初級では制度の概要や対象者の理解、関連制度を学び基礎的な知識と技術を身につける。 

中級編 

中級ではより実践的に学ぶため、事例検討や実習を少しずつ入れながら、研修を行う。 

登録試験 

登録試験は初級・中級研修を修了した者から希望者を対象とし、作文及び面接を行う。 

上級専門研修 

市民後見人として個人受任した場合、社協は監督人としてバックアップするため、就任時の事務や 3 カ月

ごとの収支報告、年に 1 回の家裁への報告の同行と、日々の業務の相談を受ける必要がある。 

 

 その他、以下の調査結果より、必要とされる項目を時間及び費用と調整の上、組み立てる必要がある。 

市民後見人の養成についての本調査の結果は以下のとおりである。 

 
市民後見人養成を実施していますか。 

  社協数 割合（%） 

実施している 47 31.8% 

実施していない 100 67.6% 

無回答 1 0.7% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「実施している」で 47 社協 31.8%、「実施していない」で 100 社協 67.6%となっている。市民後見人養成の実

施については約 30%の社協で実施されており、全国でも取り組みは多くない。 

試験合格者を対象に上級専門研修を実施、後見業務を実践レベルで検討していく。 

後見支援員実践 

担当ケースを決め、社会福祉協議会の法人後見受任ケースに対して簡単な見守り等の業務を職員とペ

アで実際に取り組んでいき、徐々にできる業務を増やしていく。担当ケースについて事例検討も実施しながら、

後見業務に対し、十分な知識と実践を備えたら、市民後見人として推薦する。 

市民後見人個人受任 
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市民後見人養成はどのような体制で実施していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

単独で養成研修を実施している 5 10.6% 

生活支援員養成研修と同時に行っている 1 2.1% 

市町村行政の委託で実施している 31 66.0% 

外部の団体に委託して実施している 1 2.1% 

その他 9 19.1% 

無回答 0 0.0% 

合計 47 100.0% 

 

（N=47） 

 

 も多いのは、「市町村行政の委託で実施している」で 31 社協 66.0%、次いで「その他」で 9 社協 19.1%、

「単独で養成研修を実施している」で 5 社協 10.6%となっている。約 60%の社協が行政の委託で実施しており、

単独実施はわずか約 10%となっている。その他の回答では都道府県レベルの養成への参加や NPO 法人との

共催も見られる。 
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市民後見人養成のための研修期間はどのくらいの期間ですか。 

 

  社協数 割合（%） 

１日未満 0 0.0% 

１日以上２日未満 0 0.0% 

２日以上３日未満 0 0.0% 

３日以上５日未満 0 0.0% 

５日以上７日未満 7 15.2% 

７日以上９日未満 8 17.4% 

９日以上 17 37.0% 

その他 14 30.4% 

無回答 1 2.1% 

合計 47 100.0% 

 

（N=47） 

 

  

も多いのは、「9 日以上」で 17 社協 37.0%、次いで「その他」で 14 社協 30.4%、「7 日以上 9 日未満」で

8 社協 17.4%となっている。その他の回答を概観すると基礎編・実務編など段階的に養成研修を実施している

ことが示されている。 
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研修はどのような内容で実施していますか。 

（複数回答）    

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 43 95.6% 

虐待の対応について 28 62.2% 

実際の後見人への同行 13 28.9% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 7 15.6% 

障害者の特性について 41 91.1% 

認知症高齢者の特性について 41 91.1% 

障害者の制度について 41 91.1% 

高齢者の制度について 41 91.1% 

成年後見制度の基本理念 43 95.6% 

法人後見申立と審判後の実務 32 71.1% 

成年後見監督について 21 46.7% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 28 62.2% 

治療・施術行為の諾否問題 26 57.8% 

遺言・相続について 27 60.0% 

死後の事務について 23 51.1% 

後見信託について 7 15.6% 

相談援助の技術について 33 73.3% 

年金制度について 27 60.0% 

生活保護制度について 31 68.9% 

事例検討 35 77.8% 

その他 17 37.8% 

無回答 2 4.2% 

合計 47 100.0% 
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95.6%
62.2%

28.9%
15.6%

91.1%
91.1%
91.1%
91.1%
95.6%

71.1%
46.7%

62.2%
57.8%
60.0%

51.1%
15.6%

73.3%
60.0%

68.9%
77.8%

37.8%
4.2%

権利擁護の視点 (N=47)
虐待の対応について

実際の後見人への同行

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行

障害者の特性について

認知症高齢者の特性について

障害者の制度について

高齢者の制度について

成年後見制度の基本理念

法人後見申立と審判後の実務

成年後見監督について

法律扶助や成年後見利用支援事業

治療・施術行為の諾否問題

遺言・相続について

死後の事務について

後見信託について

相談援助の技術について

年金制度について

生活保護制度について

事例検討

その他

無回答



登録要件 社協数

講座のみ 8

講座修了の上、作文 1

講座修了の上、面接 4

講座修了の上、作文及び面接 18

面接のみ 1

面接及び作文 4

  36

 

 

 

 市民後見人の登録については所定の講座の修了の上に面接や作文を実施していると推察される。 
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（N=47） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

最も多いのは、「権利擁護の視点」「成年後見制度の基本理念」が 43 社協 95.6%、次いで「障害者の特性

について」「認知症高齢者の特性について」「障害者の制度について」「高齢者の制度について」が其々41 社

協 91.1%となっている。市民後見人養成は法人職員と違い専門性が高くないため、障害者や高齢者に関する

内容も多く見られる。また養成研修の内容として、厚生労働省で示されている市民後見人養成のカリキュラム

を活用している社協も見られる。 

 

市民後見人登録についてどのような方法で審査していますか。



市民後見人養成研修にはどのような内容が必要であると思いますか。（複数回答）   

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 116 78.4% 

虐待の対応について 83 56.1% 

実際の後見人への同行 87 58.8% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 49 33.1% 

障害者の特性について 108 73.0% 

認知症高齢者の特性について 108 73.0% 

障害者の制度について 102 68.9% 

高齢者の制度について 102 68.9% 

成年後見制度の基本理念 115 77.7% 

法人後見申立と審判後の実務 90 60.8% 

成年後見監督について 73 49.3% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 86 58.1% 

治療・施術行為の諾否問題 87 58.8% 

遺言・相続について 85 57.4% 

死後の事務について 95 64.2% 

後見信託について 64 43.2% 

相談援助の技術について 106 71.6% 

年金制度について 87 58.8% 

生活保護制度について 88 59.5% 

事例検討 101 68.2% 

その他 24 16.2% 

無回答 26 17.6% 

合計 148 100.0% 
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78.4%
56.1%

58.8%
33.1%

73.0%
73.0%

68.9%
68.9%

77.7%
60.8%

49.3%
58.1%
58.8%

57.4%
64.2%

43.2%
71.6%

58.8%
59.5%

68.2%
16.2%
17.6%

権利擁護の視点

虐待の対応について

実際の後見人への同行

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行

障害者の特性について

認知症高齢者の特性について

障害者の制度について

高齢者の制度について

成年後見制度の基本理念

法人後見申立と審判後の実務

成年後見監督について

法律扶助や成年後見利用支援事業

治療・施術行為の諾否問題

遺言・相続について

死後の事務について

後見信託について

相談援助の技術について

年金制度について

生活保護制度について

事例検討

その他

無回答

 

（N=148） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最も多いのは、「権利擁護の視点」で 116 社協 78.4%、次いで「成年後見制度の基本理念」で 115 社協

77.7%、「障害者の特性について」「認知症高齢者の特性について」が其々108 社協 73.0%となっている。その

他の回答では施設訪問や地域福祉の取り組み状況なども見られる。 



成年後見センター 

成年後見センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭裁判所 後見受任 
成年後見担当職員 

市
民
後
見
人 

市
民
後
見
人 

市
民
後
見
人 

家庭裁判所 後見受任 成年後見担当職員 

市
民
後
見
人 

後見監督 

相談対応 
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 (3)市民後見人の活用 

①活用モデル 

・後見支援員モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見の受任は法人として社協が受任し、その法人に雇用された市民後見人が支援員として活動するし

くみで、法人として受任し、市民後見人の活用ができるため、職員と市民後見人が役割分担をしながら後見業

務を行っていく。市民後見人の安心にはつながるが、市民後見人の直接受任ではないため、市民後見人の権

限が少ない。 

 

・個人受任モデル 

 

 

 

 

 

市民後見人が直接受任し、それを社協が支援するしくみが個人受任であるため、充分な市民後見人の研

修と専門的なバックアップが必要となる。市民後見人の主体性が確保されやすいが不安も大きく、社協が後

見監督人になるなどの支援が必要。 

本調査においても個人受任を支援する社協のインタビューを実施したが、就任時の約 1 カ月間は社協の専

門職が市民後見人に同行し、3 カ月ごとに報告、報酬付与申立なども協力して実施しているとの回答があった。

市民後見人が個人受任をする場合は事例検討や相談できるしくみの構築、市民後見人が対応可能なケース

か否かの判断が必要となる。 

 

②市民後見人の報酬について 

報酬については先進地においても意見が分かれるところである。個人受任の場合、報酬付与申立をしない

とする考え方や申立をし、報酬はすべて市民後見人が受け取るとする考え方がある。 

法人後見の支援員として活動する場合の報酬は時間給とする場合や月額で（施設入所者 1 件 4,000 円/

月）などとする場合も見られる。市民後見人の本人への訪問回数や業務量も勘案した上で検討する必要があ

る。 

 



 
成年後見支援センター設立準備委員会 

司法書士 弁護士 社会福祉士

障害者
支援機関 

学識経験者

地域包括
支援センター 

行 政 

社会福祉

協議会 

家庭裁判所 

協議・意見交換 

社会福祉協議会 法律職及び福祉職 
（後見受任事務所）

成年後見
担当職員 

現場実習 

専門職 講師として実務研修

３．他職種他機関連携マニュアル
 

 

ここでは他職種他機関との実際の連携方法モデルについて提示する。 

 

(1)準備段階での連携 

成年後見センターの設立にあたってはそのあり方についての協議や法律職からの助言も必要である。 

そのため成年後見設立準備委員会を設置。その構成員として成年後見受任経験のある弁護士・司法書士

等の法律職、社会福祉士・精神保健福祉士等の福祉職、精神鑑定等の経験のある精神科医などの委員より、

成年後見センターのあり方について助言をいただくことは有効である。 

また、地域包括支援センターや消費生活相談センター等の普段から権利擁護ニーズに接している人からの

助言も有効であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)職員研修段階での連携 

職員研修において、成年後見制度の理念に詳しい研究職からの講義や家庭裁判所からの説明や実際に

後見業務を行っている法律職や福祉職からの実務の研修やリスク管理について説明、他の成年後見事業実

施社協より、内部システムや他の社協内の他事業との連携についての示唆を得るなどの実践者と連携した研

修は有効である。 
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 (3)市民後見人養成における連携 

市民後見人養成研修についても成年後見制度の理念に詳しい研究職からの講義や家庭裁判所からの説

明や実際に後見業務を行っている法律職や福祉職からの実務の研修やリスク管理について説明、他の成年

後見事業実施社協より、市民後見人と社協職員との役割分担などについて研修することは有効である。 

また一部の社協では市民後見人の推薦のための面接に面接官として他の専門職（運営委員会の委員）に

入ってもらったり、他の専門職が後見受任をしている専門職のところへ実務研修に行くなどの連携も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見人 

研修指導 
実務研修 試験・登録

 
成年後見支援センター運営委員会 

司法書士 
弁護士 社会福祉士

障害者
支援機関 

学識経験者

地域包括

支援センター 

行 政 

社会福祉
協議会 

登録審査 
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(4)委員会等の連携 

  

① 受任検討委員会 

受任に対してのリスクや社協で受任できる案件か否かの精査や受任した際の支援方針などを検討する場にし、

専門職からの助言をもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
受任検討委員会 

司法書士 弁護士 社会福祉士

障害者

支援機関 

医　師 

行　政 

社会福祉

協議会 

家庭裁判所 

推薦

依頼 

成年後見支援センター 

検討
依頼 助言 
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② 運営委員会 

 

市民後見人の養成講座やセンター自体の運営、監査など他職種より助言をもらう場として運営委員会が考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 普段の支援における連携（アドバイザー契約等） 

 

受任をしていく中ではさまざまな判断や法律的な知識なども求められる場合がある。常に相談できる関係の

専門職とアドバイザー契約を結んでおくことも必要である。先進地の例として司法書士・税理士と契約している

例が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律職及び福祉職 

（後見受任事務所）

担当職員

相談 

専門職 

指導・助言 

社会福祉協議会 

指導・監査 
報告

成年後見センター 

 
成年後見支援センター運営委員会 

司法書士 
弁護士 

社会福祉士

障害者

支援機関
学識経験者

地域包括

支援センター 

行　政 

社会福祉

協議会 
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 (6)専門職支援等における連携 

 

成年後見の相談を受ける上では認知症ケアの専門職や障害者支援の専門職からの相談等も考えられる。

専門職向けの成年後見研修の際の講師として他職種を迎えたり、また専門職からのケース相談については他

職種を交えた事例検討会を実施するなどの連携が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援専門員 
障害者相談支援機関等 

成年後見センター 

 
事例検討会 

司法書士 弁護士 
社会福祉士

障害者支援機関 

医　師 

行　政 

社会福祉

協議会 

専門職からの成年後見活用相談 専門職向け成年後見研修 

相 談 

事例提出 
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・講演会講師として参加 

・スタッフとして参加  

企画立案 

・法律職・福祉職がペアで対応 

市民向け講演会 成年後見相談会 

 
成年後見支援センター運営委員会 

司法書士 
弁護士 社会福祉士

障害者

支援機関 
学識経験者

地域包括

支援センター 

行　政
 

社会福祉

協議会 

 

(7)市民啓発等における連携 

 

講演会などを実施して市民へ成年後見制度を啓発していく必要がある。その際は市内で成年後見実践をし

ている専門職等に講演会や成年後見紙芝居などを依頼する連携も必要である。また市民啓発講座の際は併

せて成年後見制度に関する相談会を実施するなどして市民からの相談を受ける際も実際に成年後見支援に

携わっている専門職に入ってもらう必要がある。 
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(8)段階に合わせた連携例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設立検討段階 

準備段階 

実施段階 

市民後見人養成
及び支援段階 

 
・現在の後見ニーズ把握 

・成年後見支援センターの必要性の検討 

・成年後見支援センターの運営方法の検討 

・市民後見人活用の検討 

・家庭裁判所との協議 

 

 
・職員研修への講師 

・実習先としての受け入れ 

 

 

 

 
・委員会の設立 

・アドバイザーとしての助言 

・市民啓発の際の講師 

・市民相談会の際の相談対応 

・専門職等からの事例検討会の助言者 

 
・市民後見人養成講座のカリキュラム検討 

・市民後見人養成講座の講師 

・市民後見人の実習先 

・市民後見人の推薦試験の面接官 

・市民後見人の学習会や事例検討の助言者 

・市民後見人の監督人 

・市民後見人の相談会の相談対応 
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法人後見事業を実施する中で連携している人はどのような人ですか。 

 

（上段：社協数 下段：％） 

（複数回答） 
合
計 

利
用
者
の
親
族 

利
用
者
の
近
隣
住
民 

民
生
委
員
な
ど
地
域
の
役
員 

金
融
機
関 

医
療
機
関 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

障
害
者
支
援
機
関 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

生
活
保
護
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー 

司
法
書
士 

弁
護
士 

法
人
後
見
を
実
施
し
て
い
る
他
市
町
村
の
社
会
福
祉
協
議
会 

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会 

そ
の
他 

無
回
答 

148 99 51 81 81 96 91 78 106 86 71 93 62 59 63 5

100.0

% 

66.9

% 

34.5

% 

54.7

%

54.7

% 

64.9

% 

61.5

%

52.7

%

71.6

%

58.1

%

48.0

%

62.8

%

41.9

% 

39.9

% 

42.6

% 
3.4%

 

（N=148） 

も多いのは、「地域包括支援センター」で 106 社協 71.6%、次いで「利用者の親族」で 99 社協 66.9%、

「医療機関」で 96 社協 64.9%となっている。ケアマネジャー及び障害者支援機関は当然ながら、金融機関や

民生委員などの地域役員、利用者の親族、弁護士との連携も多く見られる。その他の回答では行政職員や入

所先も多く見られた。また葬儀会社といった回答も見られ、死後の支援も視野に入れていることが推察される。 
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法人後見審査会や受任検討委員会、運営委員会など他機関他職種から意見等を聴取する委員

会がありますか。 

 

  社協数 割合（%） 

ある 102 68.9% 

ない 31 20.9% 

その他 9 6.1% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

 

（N=148） 

 

 

 

 「ある」で 102 社協 68.9%、次いで「ない」で 31 社協 20.9%、「その他」で 9 社協 6.1%となっている。約 70%

の社協が他の職種から意見を聴取する委員会等の設置をしていることが示されており、意見聴取の場の必要

性が示唆されている。 
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委員構成の一例を以下に示す。 

 

 委員構成 

運営委員会と受任審査委員会 医療関係：医師・病院相談員 

司法関係：弁護士・司法書士 

福祉関係：施設・相談支援事業所・社協 

行政関係：行政書士・行政 

審議委員会 運営委員会 弁護士・司法書士・医師（精神）・民協会長・施設管理者・障

がい相談員・行政・社協事務局長 

法人後見受任審査会 弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士・社協総務課長 

法人後見受任審査等運営委員会 弁護士・医師・社会福祉士・家族会代表・行政担当者 

適正化委員会 学識経験者（地元大学の社会保障法教授）・精神科医・行政（中

心市関係部長）   

監査委員 司法書士・税理士 

運営委員会 弁護士 2 名・社会福祉士・精神障がい者支援事業所管理者・

地域包括支援事業所管理者・行政（中心市所管課長・構成町

村代表所管課長）・市民後見人・社会福祉協議会（構成町村代

表社協事務局長・設置社協理事・事務局長・次長・包括支援

事業所長） 

事例・受任部会 弁護士・社会福祉士・精神障がい者支援事業所管理者・地域

包括支援事業所管理者・行政（中心市市長申立て所管課主

査）・構成町村代表社協事務局長  

市民後見人構成・支援部会 社会福祉士・中心市所管係長・設置社協係長・市民後見人 

調査・研究部会 社会福祉士・構成町村代表社協事務局長・設置社協理事 
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他機関他職種と連携している内容はどのようなものですか。 

 

（上段：社協数 下段：％）      

（複数回答）      

合
計 

被
後
見
人
の
見
守
り 

被
後
見
人
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用 

被
後
見
人
の
法
的
な
手
続
き
等 

被
後
見
人
の
相
続
手
続
き 

そ
の
他 

無
回
答 

148 110 114 84 53 14 11 

100.0% 74.3% 77.0% 56.8% 35.8% 9.5% 7.4% 

 

（N=148） 

も多いのは、「被後見人の他のサービス利用」で 114 社協 77.0%、次いで「被後見人の見守り」で 110 社

協 74.3%、「被後見人の法的な手続き等」で 84 社協 56.8%となっている。これらの意見聴取の場の設定は家

庭裁判所からの信用にも関わるものでもある。 
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1 アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査時期：平成 25 年 9 月 

対 象 ：成年後見事業実施社協（全数） 

調査方法：自計式質問紙法、郵送法 

回収数：149 部 

有効数：148 部 

無効数：1 部 

 

 

 

 

 

 

大牟田市社会福祉協議会 

総合生活支援担当 
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クロス集計及び分析を実施した結果 

 

【雇用・勤務形態別の兼務の有無】＜集計ベース：担当職員 132 人＞（上段：人 下段：%） 

 合計 兼務あり 兼務なし 

132 117 15 
全体 

100.0% 88.6% 11.4% 

121 111 10 
正規職員 

100.0% 91.7% 8.3% 

11 6 5 
非正規常勤 

100.0% 54.5% 45.5% 

0 0 0 
非正規非常勤 

0.0% 0.0% 0.0% 

0 0 0 
その他 

0.0% 0.0% 0.0% 

 雇用・勤務形態別に兼務の有無をみると、兼務ありは正規職員 91.7%、非正規常勤 54.5%、非正規非

常勤 0.0%、その他 0.0%と、正規職員の方が兼務である割合が高くなっている。また、統計的な有意差も

認められた（χ2（1）＝13.84、p<.01）。 

 

【社会福祉士の資格の有無と連携している職種の有無】＜集計ベース：担当職員 143 人＞ 

≪利用者の親族との連携≫                       （上段：人 下段：%） 

 合計 連携あり 連携なし 

143 99 44 
全体 

100.0% 69.2% 30.8% 

122 89 33 社会福祉士の資格 

あり 100.0% 73.0% 27.0% 

21 10 11 社会福祉士の資格 

なし 100.0% 47.6% 52.4% 

 

≪弁護士との連携≫                           （上段：人 下段：%） 

 合計 連携あり 連携なし 

143 93 50 
全体 

100.0% 65.0% 35.0% 

122 84 38 社会福祉士の資格 

あり 100.0% 68.9% 31.1% 

21 9 12 社会福祉士の資格 

なし 100.0% 42.9% 57.1% 

 社会福祉士の資格の有無別に連携している職種の有無をみると、特に利用者の親族と弁護士と連携し

ている割合が高くなっている。また、統計的な有意差も認められた（利用者の親族：χ2（1）＝5.39、

p<.05）（弁護士：χ2（1）＝5.32、p<.05）。 
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【法人後見事業担当職員の研修内容と同研修で学ぶ必要があると回答した内容との比較】 

 

（上段：研修内容 下段：学ぶ必要がある研修内容） 

 

 実際に担当職員が受けた研修内容と学ぶ必要がある内容には差異が見られ、特に「死後の事務につい

て」や「後見監督について」は学ぶ必要があるとされながらも受けていないことが推察される。 
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【法人後見事業担当職員の研修内容と市民後見人養成の研修内容との比較】 

 

（上段：法人後見 下段：市民後見） 

 

 職員と市民後見人の研修内容は特に障害や認知症の特性等の対象者の理解や「相談援助の技術につい

て」などが市民後見人においてのみ高く出ており、専門職はそれらの知識を有した上で成年後見制度関

連の研修を受けていると推察される。 
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【市民後見人養成の研修内容と同研修で必要と回答した内容との比較】 

 

（上段：研修内容 下段：必要な研修内容） 

 

 実際に市民後見人向けに実施した研修内容と学ぶ必要がある内容には差異が見られ、「実際の後見人へ

の同行」や「後見信託について」は差が大きかった。 
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【法人後見事業担当職員の研修で学ぶ必要がある内容と市民後見人養成の研修で必要な内容との比較】 

 

（上段：法人後見 下段：市民後見） 
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職員と市民後見人の学ぶべき研修内容に大きい差は見られないが、市民後見人をバックアップする可

能性が高い担当職員と市民後見人の研修内容は違っている必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 



 
 

結果 

 

問 1 受任するにあたって家庭裁判所に求められた手続きはどのようなものがありましたか。（複数回答） 

（上段：社協数 下段：％） 
合
計 

社
協
内
の
現
地
調
査 

定
款
の
提
出 

現
在
事
項
全
部
証
明
書
提
出 

印
鑑
証
明
書
提
出 

賠
償
責
任
保
険
の
書
類
提
出 

内
部
研
修
体
制
の
資
料
提
出 

後
見
受
任
体
制
の
組
織
図 

後
見
関
係
様
式
の
提
出 

法
律
職
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
示
す
書
類
提
出 

法
人
後
見
事
業
要
綱
提
出 

そ
の
他 

無
回
答 

148 3  79  98 31  30 14 45 25 15 47 50  15  

100.0% 2.0% 53.4% 66.2% 20.9% 20.3% 9.5% 30.4% 16.9% 10.1% 31.8% 33.8% 10.1% 

 

（N=148） 

 

最も多いのは、「現在事項全部証明書提出」で 98 社協 66.2%、次いで「定款の提出」で 79 社協 53.4%、「その

他」で 50 社協 33.8%となっている。その他の回答では決算書や事業報告、役員名簿など内部の体制を示すもの

が多く見られた。成年後見事業を実施する上で管理体制を示す必要性が示唆されている。 
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（「その他」の自由記述） 

 

家庭裁判所の調査官によるヒアリング 2 回 

誓約書提出、謄本提出 

直近の事業報告、決算書 

※後見人・保佐人・補助人候補者事情説明書の添付書類として 

決算書、財産目録、社協パンフレット 

法人後見事業開始前年度、当年度に、事業に取り組む旨、説明に行きました。 

東京家裁の判断により、特に書類を提出することがなくなった。 

事業計画書、事業報告書、収支決算書、収支予算書、後見事務担当者の資格、身分証明

書の写し 

社協内での法人後見業務にあたり不正のないような金銭管理の仕組みについて 

法人後見の実施に向けた内部資料の提出 

未だ受任ケースがない 

登記簿謄本 ※社協における事業内部の事業目的、役員名簿、資産等の調査の為 

決算書、広報紙 

候補者に関する照会書提出（後見業務開始後…事務報告書、財産目録、本人予算収支

表、通帳コピー提出） 

事業実績報告書、決算書 

役員名簿、評議員名簿、職員名簿、予算書、決算書、事業計画書、事業報告書、担当職員

の身分証と資格証の写し 

社協内部の実施体制（担当者等）を聞かれた 

法人後見運営委員会設置要領 

法人全体の組織図 

・法人成年後見人等候補者名簿への登録申請書 

・設立趣旨書 

・役員名簿 

・事業計画書 

・事業報告書 

・事業会計収支予算書 

・年間の受任見込み 

理事会議事録、運営委員会委員名簿、個人情報保護規程、事業報告及び決算書、事業計

画及び予算書 

担当者名簿および資格 

事業計画、予算書、理事会議事録、運営委員名簿 

通常の後見人受任時と同様 

受任実績なし 

地域福祉権利擁護事業関係様式 

広域で行っていて、事務局が他なので特に手続きは行っていません 
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特にありません（かつて他町社協の法人後見人受任の相談を受け町包括職員（社福士）と家

裁に出向いたときは定款、事業計画書等の写しの提出を求められました） 

財産目録、貸借対照表 

財産目録、収支決算書、担当者の資格者証、 

事業報告書、決算書、担当職員の経歴等 

誓約書 

受任の実績なし 

事業内容、資産経営状況他 

上申書、誓約書 

保険対応の有無や、担当職員が社会福祉士であること等を記載した事業の概要、体制を示

す書類 

市より説明 

役員名簿 

回答書 

事業実施するに至った経緯を示した資料 

求められていませんが、自主的に 1～10 までのものをこちらから提出しています。（毎日） 

決算書、候補者に関する照会書、担当職員の資格証明写し 

社会福祉協議会事業報告書 

事業報告書、決算書類 

「後見人等候補者身上書」を提出 

成年後見制度に関する研修受講状況（予定を含む）を記入 

実施がありません 

現在受任件数はない 

事情説明書 
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問 2 法人後見事業実施の準備にどのくらいの期間をかけましたか。 

 

  社協数 割合（%） 

３か月未満 13 8.8% 

３か月以上６か月未満 29 19.6% 

６か月以上１年未満 47 31.8% 

１年以上２年未満 11 7.4% 

２年以上３年未満 32 21.6% 

３年以上 4 2.7% 

無回答 12 8.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「6 か月以上 1 年未満」で 47 社協 31.8%、次いで「2 年以上 3 年未満」で 32 社協 21.6%、「3

か月以上 6 か月未満」で 29 社協 19.6%となっている。約 1 年間の準備期間は必要と思われるが、1 年未満の準

備期間で開始している社協が半数も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 70 ―



 
 

問 3 法人後見事業を実施する中で連携している人はどのような人ですか。 

 

（上段：社協数 下段：％） 

（複数回答） 
合
計 

利
用
者
の
親
族 

利
用
者
の
近
隣
住
民 

民
生
委
員
な
ど
地
域
の
役
員 

金
融
機
関 

医
療
機
関 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

障
害
者
支
援
機
関 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

生
活
保
護
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー 

司
法
書
士 

弁
護
士 

法
人
後
見
を
実
施
し
て
い
る
他
市
町
村
の
社
会
福
祉
協
議
会 

都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会 

そ
の
他 

無
回
答 

148 99 51 81 81 96 91 78 106 86 71 93 62 59 63 5

100.0

% 

66.9

% 

34.5

% 

54.7

%

54.7

% 

64.9

% 

61.5

%

52.7

%

71.6

%

58.1

%

48.0

%

62.8

%

41.9

% 

39.9

% 

42.6

% 
3.4%

 

（N=148） 

 

最も多いのは、「地域包括支援センター」で 106 社協 71.6%、次いで「利用者の親族」で 99 社協 66.9%、「医療

機関」で 96 社協 64.9%となっている。ケアマネジャー及び障害者支援機関は当然ながら、金融機関や民生委員

などの地域役員、利用者の親族、弁護士との連携も多く見られる。その他の回答では行政職員や入所先も多く見

られた。また葬儀会社といった回答も見られ、死後の支援も視野に入れていることが推察される。 
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 （「その他」の自由記述） 

入所施設（特養、老健等） 

入所先の職員 

被後見人が入所している施設の相談員 

社会福祉士、精神科医師 

行政、社会福祉士 

グループホーム等施設職員 

行政 

市長申立担当課及びケースの担当課、被後見人等の入所先施設、行政書士 

入所施設 

市長寿福祉課申立担当者 

施設相談員 

社会福祉士 

市障がい福祉課 

未受託のため該当なし 

社会福祉士 

現在は、実施していない 

行政（高齢、障害、児童、住宅関係）、福祉・介護サービス事業所、不動産屋、産廃業者、葬

儀会社 

関係する市町、市町社協 

準備中なので、主管課との調整中 

被後見人等の家主、近所の商店 

家庭裁判所、成年後見センター 

県障害者権利擁護センター、市担当課、福祉施設、家裁 

社会福祉士会 

介護保険課職員 

入所（入院）先の相談員など 

施設職員 

家庭裁判所、行政 

区長申立事案の中から法人後見を受けている 

施設相談員、市役所高齢課 

市民後見人 

社会福祉士会、家裁、市町村 

保健所保健師 

入所施設管理者 

行政職員 

利用している福祉施設 

介護保険関係施設、寺院、市（行政機関） 

福祉施設関係者、地元の会社 
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高齢・障害者施設長、行政、手をつなぐ親の会 

本人居住の社会福祉施設等 

入所先の施設職員、行政（市役所）他 

社会福祉士、行政書士、高齢者支援機関、介護保険事業者 

裁判所 

社会福祉士会、精神保健福祉士会 

市内入所施設（高齢者） 

行政書士会、税理士会 

介護保険施設 

大家 

市高齢介護課 

行政書士 

行政職員 

行政、社会福祉士、学識経験者 

裁判所 

他市町の行政（障害者福祉担当課） 

法人の顧問弁護士 

運営委員会 

実績がありません 

行政書士、県社会福祉士会、福祉施設 

入所施設長 

行政 

民事法務協会リーガルエイドサポーター 

不動産業者、葬儀会社、行政書士、税理士 

社会福祉士会 
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問 4 法人後見審査会や受任検討委員会、運営委員会など他機関他職種から意見等を聴取する委員会があり

ますか。 

 

  社協数 割合（%） 

ある 102 68.9% 

ない 31 20.9% 

その他 9 6.1% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 

 「ある」で 102 社協 68.9%、次いで「ない」で 31 社協 20.9%、「その他」で 9 社協 6.1%となっている。 

約 70%の社協が他の職種から意見を聴取する委員会等の設置をしていることが示されており、意見聴取の場の必

要性が示唆されている。 
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（「ある」の自由記述） 

 委員構成 

運営委員会と受任審査委員会 

医療関係：医師・病院相談員 

司法関係：弁護士・司法書士 

福祉関係：施設・相談支援事業所・社協 

行政関係：行政書士・行政 

審議委員会 運営委員会 
弁護士、司法書士、医師（精神）、民協会長、施設管理

者、障がい相談員、行政社協事務局長 

法人後見受任審査会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士、社協総務

課長、計 5 名 

成年後見制度推進事業運営委員会   

法人後見受任審査等運営委員会 弁護士、医師、社会福祉士、家族会代表、行政担当者 

  

1 適正化委員会 3 名 学識経験者～地元大学の社会

保障法教授、精神科医 行政～中心市関係部長 

2 監査委員 2 名 司法書士、税理士 

3 運営委員会 18 名 学識経験者（弁護士 2 名）、専門

職（社会福祉士、精神障がい者支援事業所管理者、地

域包括支援事業所管理者）、行政（中心市所管課長、

構成町村代表所管課長）、市民後見人、社会福祉協議

会（構成町村代表社協事務局長、設置社協理事・事務

局長・次長・包括支援事業所長） 

4 事例・受任部会 9 名 運営委員を主なメンバーとして

構成 弁護士、社会福祉士、精神障がい者支援事業所

管理者、地域包括支援事業所管理者、行政（中心市市

長申立て所管課主査）、構成町村代表社協事務局長 

5 市民後見人構成・支援部会 5 名 運営委員を主なメ

ンバーとして構成 社会福祉士、中心市所管係長、設置

社協係長、市民後見人 

6 調査・研究部会 3 名 運営委員を主なメンバーとして

構成 社会福祉士、構成町村代表社協事務局長、設置

社協理事 

権利擁護センター「○○○」運営審議会 学識経験者、弁護士、医師、福祉専門職、行政 

法人後見事業審査会 社会福祉士、弁護士、医師、当事者団体役員 

法人成年後見業務検討委員会 
弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、香川県社協、

地域包括支援センター（行政） 

支援検討委員会 
弁護士、司法書士、医師、学識、社会福祉士、行政、社

協 

法人後見事業運営委員会、法人後見事

業受任審査会 

医師、弁護士、社会福祉士、社協理事、行政福祉関係

課 
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法人後見委員会 

弁護士、医師（精神科医）、社会福祉士、学識経験者、

福祉施設代表、民生委員代表、市役所担当課長、本会

理事 

権利擁護事業審査会 
学識経験者、医師、弁護士、福祉関係者、関係行政機

関の 7 名 

やすらぎ生活支援事業審査会 行政職員、弁護士、県社協職員、民生委員児童委員 

市社会福祉協議会法人後見事業審査会 弁護士、医師、学識経験者、民生委員、行政 

法人後見事業運営審査委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、行

政機関関係者、社会福祉協議会役員、学識経験者 

後見サポートセンター運営委員会 

学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、

福祉施設職員、地域包括支援センター職員、民生委

員、社会福祉事務所長、社協職員 

法人後見受任検討委員会 行政、福祉部（高齢福祉課、障がい福祉課、保健課） 

成年後見運営委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、高齢者担当行政、障

害者担当行政 

権利擁護業務推進委員会 
弁護士、司法書士、医師（精神科）、社会福祉士、社協

理事、事務局長 

福祉後見サポートセンター 

運営委員会、法人後見委員会 
学識経験、法律関係、医師、福祉関係、行政関係 

運営委員会、受任審査会 
医師（精神科）、弁護士、司法書士、障がい者支援機

関、社会福祉士、民生児童委員、社協役員 

権利擁護推進委員会 医師、弁護士、司法書士、行政、社会福祉士 

契約締結審査委員会 
司法書士、事務局長、事務局次長（兼総務課長）、福祉

サービス課長、権利擁護センター長（兼地域福祉課長） 

法人後見運営委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、行政機関関係者、社

会福祉協議会役員、学識経験者 

法人後見受任調整委員会 
学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福

祉施設関係者、所属長 

法人成年後見事業検討委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、医師、民生委員、行

政、地域包括支援センター 

法人成年後見事業検討委員会 
弁護士、司法書士、医師、民生委員、社会福祉士、行

政職、市社協役員 

権利擁護センター運営委員会 

弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、医師、市、介

護支援専門員連絡協議会、学識経験者、その他会長が

認める者 

法人後見受任審査会 弁護士、司法書士、社会福祉士、県社協、市社協役員 
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契約締結審査部会（法人後見支援検討

部会）：県社協主催 

医師、弁護士、学識者、社会福祉士、精神保健福祉士

（法律・医療・福祉等の専門職 5 名） 

法人後見業務適正審査会 学識経験者、弁護士、精神科医師、福祉関係者、市 

成年後見支援事業運営委員会 
弁護士、医師、司法書士、社会福祉士、市福祉部次長 

各 1 名 

市社会福祉協議会 法人後見事業審査

会 

医師、弁護士、高齢者施設代表、障がい者施設代表、

市民代表、行政 

市社会福祉協議会権利擁護センター運

営委員会 

学識経験者、法律関係者、福祉・保健関係者、行政、

社協 

法人成年後見運営委員会 
弁護士、司法書士、医師、税理士、行政書士、民生委

員、行政職員 

法人後見事業運営委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、PSW、行政（福祉課、

地域包括支援センター） 

成年後見事業運営審査委員会 
弁護士、精神科医師、社会福祉士、精神保険センター

保健師、知的障害者更生相談所専門員 5 名 

法人後見運営委員会 
法律、医療、福祉、保健、行政関係者並びに学識経験

者 

法人後見受任委員会 

法律関係者（弁護士、司法書士）、学識経験者（大学教

授）、財務・会計関係者（税理士）、民生委員児童委員、

行政（地域包括支援センター長）、社協理事（事務局

長） 計 7 名 

法人後見受任検討委員会 
司法書士、行政機関関係者、学識経験者、社協役員、

社会福祉士 

法人後見事業運営委員会 法律、医療、福祉関係者、行政関係者 

成年後見センター運営委員会、小委員

会 

学経、弁護士 2、医師 2、司法書士、社会福祉士、町会

長、民生委員、行政 

運営審査委員会 

弁護士 1 名、司法書士 1 名、市福祉事務所長・県社協

部長・社会福祉士 1 名、訪看管理者 1 名、当社協常務

理事 

法人後見審査会 
弁護士 1 名、司法書士 1 名、精神保健福祉士 1 名、社

会福祉士 1 名、行政機関 1 名 

法人後見運営委員会 
行政、社協関係（理事）、司法書士、弁護士、成年後見

センター、（福祉事務所、病院、民生委員） 

法人後見運営審査会 学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、医師 

法人後見運営委員会 
学識経験者、弁護士、医師、司法書士、社会福祉士、

行政、その他（障がい者団体等） 
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法人後見運営委員会 
弁護士、司法書士、行政書士、障害者支援機関、ぱあ

となあ、行政 

成年後見センター運営委員会 
法律関係者、医療保健関係者、学識経験者、行政関係

者、福祉関係者 

成年後見運営委員会 

弁護士 1 名、精神科医 1 名、司法書士 1 名、社会福祉

士 1 名、地域包括支援センター職員 1 名、民生委員 1

名、行政（福祉部長）1 名 

運営審議会 弁護士、司法書士、医師、福祉関係者、行政関係者 

法人成年後見事業検討委員会 
行政書士、社協副会長（町議会議員）、弁護士、行政

（福祉課長）、社会福祉士 

法人後見審査会 弁護士、医師、施設長（障）、社福士、民生委員、行政 

①受任検討委員会 

②業務審査委員会 

①担当課長、係長、担当 

②司法書士、医師、施設長代表者、県社協、行政 

法人後見事業受任検討委員会   

成年後見支援センター運営委員会 
学識経験者、法律福祉職能団体、医療機関、福祉関係

団体、行政機関 

権利擁護センター 市町村職員、司法書士、社会福祉士、医療機関等 

成年後見センター運営委員会 
弁護士（委員長）1、医師 1、税理士 1、社会福祉士 1、

司法書士 1、当センター所長 1 

運営委員会、監視委員会、アドバイザー 

運営委員会：弁護士、司法書士、医師、社会福祉士、

学識経験者 

監視委員会：弁護士、司法書士、医師、社会福祉士、

学識経験者、保健師、施設協議会、金融機関、当事者

団体（高齢者・障害者）、行政（高齢者・障害者） 

アドバイザー：司法書士、税理士 

運営委員会 
弁護士、司法書士、精神科医、高齢者施設長、障害者

施設長、行政 

法人後見事業運営委員会   

運営委員会、受任調整会議 

運営：弁護士、社会福祉士、行政書士、精神科医師、

民生委員、行政、社協事務局長 

受任：法律専門職（弁護士または司法書士）＋事務局 

法人後見運営委員会 
法律関係 2 名、医療関係 2 名、福祉・行政関係 2 名、

学識経験 1 名、 合計 6 名 

法人後見運営委員会 

民生委員などの地域の役員、医療機関、地域包括支援

センター、弁護士、都道府県社会福祉協議会、高齢・障

害者施設長、行政、手をつなぐ親の会 
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成年後見センター運営委員会 

弁護士、司法書士、福祉施設等関係者、市民後見人候

補者、民生委員児童委員、市職員、本会理事、学識経

験者 

成年後見センター 

弁護士、司法書士、社会福祉士、社会保険労務士、税

理士、行政書士、医師、民生委員、行政（高齢者福祉

部局・障害者福祉部局） 

業務監督審査会 
学識経験者、福祉関係者、医師、弁護士の中から 8 人

で構成 

権利擁護センター運営委員会 
学識経験者、弁護士、医師、福祉関係者（高齢者関係・

知的障害者関係）、行政 

成年後見センター運営委員会 

弁護士、司法書士、医師、民生委員協議会長、地域包

括支援センター長、障害者相談支援事業所長、福祉事

務所長、社協常務理事 

法人後見事業検討委員会   

権利擁護推進事業運営委員会 
司法書士、弁護士、社会福祉士、税理士、民生委員、

行政（高齢・障がい）担当課長、社協役員 

業務監督審査会 
弁護士、医師、学識経験者、保健福祉関係従事者、行

政関係者、市民代表等 8 名 

成年後見センター運営委員会 
弁護士、民生委員、MSW、PSW、介護保険施設長、障

害者施設長、医療機関事務長、包括、社協理事 

成年後見事業検討委員会 
弁護士、社協役員、民生委員、社会福祉士、役場関係

職員（福祉課・健康課）、ボランティア 

法人後見事業運営委員会 学識経験者、司法書士、社会福祉士 

法人後見業務審査会 
社会福祉士、弁護士、司法書士、精神科医、精神保健

福祉士、千葉市職員、本会常務理事 

法人後見事業受任審査会 
弁護士、大学講師、司法書士、障害者団体、校区福祉

委員会会長、精神障害者相談支援事業所、行政 

法人後見委員会   

法人後見業務検討会 弁護士、行政書士、行政職員 

成年後見センター法人後見事業運営委

員会 

弁護士1名、司法書士1名、医師1名、民生委員1名、

行政職員 3 名、社協事務局長 1 名、総合相談所所長 1

名 

運営委員会、第三者後見人連絡会 

運営委員会：学識経験者、行政職員、弁護士、医療関

係者、社会福祉士、民生委員、包括支援センター職

員、障害関係団体職員 

第三者後見人連絡会：弁護士、司法書士、社会福祉

士、行政書士、包括職員、行政職員（必要に応じて関係

機関） 
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成年後見事業運営委員会 
司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、包括支援セ

ンター、他市社協職員 

法人後見運営委員会 
弁護士、司法書士、医師、社会福祉士、精神保健福祉

士、行政関係者 

運営委員会 
行政職員、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉

士、学識経験者 

専門職調整委員会、運営委員会（どちら

も法人後見専用ではない） 

調整委員会：県弁護士会、司法書士会 リーガル・サポ

ート、社会福祉士会 ぱあとなあ 

運営委員会：弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、

医師会、民生児童委員協議会、精神保健福祉士会、

金融機関、知的障害者育成会、自立支援協議会、市

行政 

成年後見制度推進機関運営委員会   

法人後見検討委員会 
弁護士、司法書士、社会福祉士、学識経験者、行政

（高齢担当、障害担当） 

法人後見事業運営委員会 
弁護士、医師、地域包括、精神保健福祉士、社会福祉

士、日常生活自立支援事業生活支援員 

権利擁護センター運営等審査会   

運営委員会、審議委員会 

医師、弁護士、行政書士、社会福祉士、地域包括支援

センター、老人福祉施設協議会、相談支援事業所、民

生委員児童委員協議会、行政、社会福祉協議会 

小委員会、運営委員会 

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、県社協、社会

福祉士会、障害者支援センター、地域包括、市町村、

市町村社協、当事者団体、居宅介護支援事業者協議

会、心身障害児者協議会 

法人成年後見事業運営委員会 
社協理事（民児協の会長）、司法書士、社会保険労務

士、医師、社会福祉士、関係行政職員２名 

成年後見支援センター運営委員会 

弁護士会、リーガルサポート、社会福祉士会、精神保健

福祉士協会、医師会、行政書士会の推薦された者、関

係市町の担当課長、関係市村社協の担当者 

業務支援部会、運営委員会 

弁護士、社会福祉士、司法書士、民事法務協会リーガ

ルエイドサポーター、民生委員、市福祉課、市健康長寿

課、県社協 

成年後見等運営委員会 弁護士、医師、社会福祉士、行政 

法人成年後見事業運営委員会 
司法書士１、社会福祉士１、行政２、社協役員１ 計５

名 

運営委員会 学識経験者、福祉関係者、医師、弁護士、行政関係者
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市成年後見サポートセンター運営委員会

司法関係者、医療関係者、福祉関係者、学識関係者、

金融機関関係者、行政関係者、本会役職者、その他本

会会長が必要と認める者 

法人後見運営委員会 
司法書士１名、社会福祉士１名、障害者支援センター２

名、市の高齢担当１名、障害担当１名 

成年後見運営委員会   

 

（「その他」の自由記述） 

 

現在は、実施していないためない 

委員会は現在検討しているが、現顧問弁護士が以前、センター所長をしていたため、バックア

ップ体制はある 

運営委員会を設置する予定 

年に 1 回、市内の関係機関連絡会議がある 

審査会設置に向けて準備中 

社協理事会で 

日常生活自立支援事業審査会を活用 

現在、運営委員会設置要綱を作成中 

運営委員会の準備中 
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問 5 受任依頼があった際はどのように受任を決定していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

受任検討委員会等の委員会で決定 71 48.0% 

担当者が決定 0 0.0% 

社協内で協議して決定 34 23.0% 

あらかじめ定めてある要件に該当すれば決定 10 6.8% 

その他 18 12.2% 

無回答 15 10.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 

 最も多いのは、「受任検討委員会等の委員会で決定」で 71 社協 48.0%、次いで「社協内で協議して決定」で 34

社協 23.0%、「その他」で 18 社協 12.2%となっている。半数の社協が委員会で決定しており、受任に対しても方針

の決定と委員会の設置の必要性が示唆されている。 
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（「その他」の自由記述） 

 

事例受任部会に諮問し、社協（後見センター）で決定 

受任要綱に定めてある対象者の要件に該当していることを条件とし、社協内で協議して決定

する 

取り組み開始したばかりなので、受任依頼の経験がない 

基本的には上記 3、受任に際し判断が難しい場合は上記 1 

現在は、行っていない。以前は、行政からの依頼、社協内協議で受任していた 

受任依頼は受付けていない 

運営審査委員会で適否の審査の後、内部決裁 

申立て前に後見等候補になり得るかを協議。適当であれば、そのまま申立てしてもらい選任を

待つ 

決裁として決定 

今、現在においては新たに受任することはない。今の体制ではできない。（人員、経費的なも

の） 

運営委員会の意見を聞いて、社協が決定 

事務局で決定 

③＋④あらかじめ定めてある要件に該当し、社協内で協議して決定 

社協内で協議後、権利擁護事業運営委員会にて協議、決定 

業務監督審査会で決定 

受任 1 件目については社協内で協議して決定。今後は要綱に沿って決定する予定 

運営委員会で決定する予定 

運営委員会において意見を聞いた後、法人の会長が後見業務を行うことが適当とされた場合
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問 6 他機関他職種と連携している内容はどのようなものですか。     （複数回答）  

（上段：社協数 下段：％）  
        

合
計 

被
後
見
人
の
見
守
り 

被
後
見
人
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用 

被
後
見
人
の
法
的
な
手
続
き
等 

被
後
見
人
の
相
続
手
続
き 

そ
の
他 

無
回
答 

148 110 114 84 53 14 11 

100.0% 74.3% 77.0% 56.8% 35.8% 9.5% 7.4% 

（N=148） 

最も多いのは、「被後見人の他のサービス利用」で 114 社協 77.0%、次いで「被後見人の見守り」で 110 社協

74.3%、「被後見人の法的な手続き等」で 84 社協 56.8%となっている。 

 

（「その他」の自由記述） 

専門職無料相談、後見ネットワーク運営協議会など 

被後見人の疾患の治療方針 

現状、他機関との連携なし 

現在は、被後見人に法的手続きが必要な事案については家裁が受任を認めない方針 

未受託のため該当なし 

現在は、行っていない 

相談 

困ったことがあった時の法律相談 

医療同意など後見人の業務から除外されている手続き 

実務に至っていない為、未定 

適切な医療について 

家庭裁判所 

情報交換 

実績がありません 
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問 7 法人後見事業についてマニュアルを作成していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

作成している 27 18.2% 

作成中 15 10.1% 

作成していない 87 58.8% 

その他 11 7.4% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

最も多いのは、「作成していない」で 87 社協 58.8%、次いで「作成している」で 27 社協 18.2%、「作成中」で 15

社協 10.1%となっている。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

事務要領を作成 

県社協が作成したチェックシートを参考にしている 

受任までのフローチャートは作成しているが、マニュアルはない 

県社協が示したマニュアルを参照している 

県社協作成のマニュアルを利用 

協議中 

法人後見業務要綱を作成 

実施要領を要項と別に規定 

要綱の他、内規に定めている 

ハンドブックを作成した 

フローチャートを作成 

 



 
 

問 8 法人後見事業について行政との関係。 

 

  社協数 割合（%） 

委託 14 9.5% 

補助 45 30.4% 

その他 74 50.0% 

無回答 15 10.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 「委託」で 14 社協 9.5%、「補助」で 45 社協 30.4%、「その他」で 74 社協 50.0%となっている。 

委託や補助は約 40%の社協で見られるが、その他の中で独自事業や自主財源という回答も多く見られた。 

 

（自由記述） 

 

自主財源 

町長申立であるので、相談等は連携している 

運営委員として行政職員を委嘱 

運営委員会委員になってもらっている 

後見報酬収入を除き、高齢者人口割合と受益者負担割合で按分し、負担金を受けている 

本会独自事業 

特になし 

独自財源 

法人後見事業は、社協独自事業、他事業について：委託、補助あり 

成年後見制度利用支援事業助成 

市民後見人の活躍の場としての役割を求められているが、支援はない 

協力しながら事業を進めている 

特にないため、中立に出来る関係 
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本会独自事業として開始 

自主事業 

市長申立の際に連携をとっている 

助成なし 独自事業 

人件費は補助、事業費は委託 

補助、委託等は、なし 

自主事業だが、行政理解のもと、日常生活自立支援事業の専門員を兼務させている 

法人成年後見運営委員会委員として参画 

自主運営 

社協の公益的な自主事業として実施 

成年後見利用支援事業助成金 

市民後見人養成講座：補助養成者を法人後見支援員登録とする 

自主事業 

事業化と補助金の確保に向けて協議中 

包括支援センターとの定例会議の開催 

市長申立てを受任している。法人後見審査委員依頼 

担当課の課長を委員に委嘱 

人件費等は補助 

市民後見人養成研修 

フォローアップ研修 

社協自主事業 

委託は相談業務のみ 法人後見は自主運営 

市町村申立では連携 

人件費にかかわる補助金を全面的に支援していただいている 

資金的支援は無い、一部情報提供のみ 

事務費、事業費については行政が法人のうち特に社協のみに委託助成する合理的理由はな

いと考える。よって法人運営事業中、人件費補助の増額として、行政との協議を整えた。な

お、公益事業に社会福祉事業の寄付金等を用いることは法令上許されないので、当該事業

の収益（主として後見報酬、指定寄付）によらなければならないことに注意されたい 

自主事業なので財源補助等なし 

報酬助成金は有り 

行政担当部長の運営委員会への参加 

連携 

人件費の一部として補助 

地域包括支援センターとの連携 

職員の人件費については、社協全体への補助として、行政より補助金がある 

運営委員会委員として参加 

※法人後見事業は、自主財源のみ 

補助対象外の職員が担当している 
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特に何も支援を受けていない 

無関係 

行政からの補助金はありません 

自主事業として実施 

事務を担当する権利擁護センターの運営に補助金を得ている 

法人後見業務自体には委託等なし。首長申立ての事務や市民後見などの部分的な業務に

ついて委託や補助あり 

市民後見推進事業として受託 

自主財源で運営 

自主財源 

行政と協議中 

現状では、何もないが、今後について委託ないし補助を受けていく方向で調整中 

社協独自 

業務で時々連携するのみ 

地域包括支援センター（直営）と情報交換等 

H２５ 事業としての連携 

包括との連携 

自主事業 

県社協のモデル事業として 
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問 9 法人内の整備はどのようなものを実施しましたか。 

（上段：社協数 下段：％）   

（複数回答）   

合
計 

定
款
変
更 

地
域
福
祉
活
動
計
画
へ
の
位
置
づ
け 

担
当
職
員
の
配
置 

理
事
会
・評
議
員
会
へ
の
説
明 

実
施
要
綱
の
整
備 

事
業
計
画
へ
の
位
置
づ
け 

そ
の
他 

無
回
答 

148 80 75 109 129 127 116 10 6 

100.0% 54.1% 50.7% 73.6% 87.2% 85.8% 78.4% 6.8% 4.1% 

（N=148） 

最も多いのは、「理事会・評議員会への説明」で 129社協87.2%、次いで「実施要綱の整備」で 127 社協85.8%、

「事業計画への位置づけ」で 116 社協 78.4%となっている。事前の法人内の整備として事業計画に位置付け、理

事会・評議員会に通した上で、実施要綱の整備や担当職員を配置することが求められていることが推察される。 

 

（「その他」の自由記述） 

損害賠償保険、後見業務履行補助者の傷害保険への加入 

賠償責任保険への加入 

パンフレットの作成 

家裁への説明及び主務行政当局への説明 

法人内研修会の実施 

第三者 

職員研修会の実施 

法人後見推進委員会の設置 
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問 10 法人後見事業の広報は行っていますか。 

 

  社協数 割合（%） 

定期的に行っている 19 12.8% 

必要に応じて行っている 74 50.0% 

あまり行っていない 24 16.2% 

全く行っていない 22 14.9% 

その他 3 2.0% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「必要に応じて行っている」で 74 社協 50.0%、次いで「あまり行っていない」で 24 社協 16.2%、「全

く行っていない」で 22 社協 14.9%となっている。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

チラシの配布、出前講座の開催 

障害者総合支援法にかかる地域支援事業の一部受託については行政と協議したい。高齢者

については、一部受託が不能のため検討していない 

パンフレットの作成配布により周知 

ホームページへの掲載 
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問 11 広報は誰に対して行っていますか。                         （複数回答）    

 社協数 割合（%） 

成年後見制度関係者 49 33.1% 

一般市民 93 62.8% 

民生委員等の地域の役員 65 43.9% 

高齢者 31 20.9% 

ケアマネジャー 59 39.9% 

地域包括支援センター 69 46.6% 

障害者支援機関 55 37.2% 

生活保護ケースワーカー 30 20.3% 

医療機関 24 16.2% 

福祉関係の事業所 43 29.1% 

消費生活支援センター 11 7.4% 

法律専門職 16 10.8% 

金融機関 12 8.1% 

障害者 16 10.8% 

その他 9 6.1% 

無回答 30 20.3% 

合計 148 100.0% 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「一般市民」で 93 社協 62.8%、次いで「地域包括支援センター」で 69 社協 46.6%、「民生委員等

の地域の役員」で 65 社協 43.9%となっている。 
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（「その他」の自由記述） 

本会会員 

行政 

社協だよりで全戸配布予定 

県社会福祉協議会 

ブログに委員会でのできごとなど掲載することがある 

社協だより 

市保健課、福祉事務所 

出前講座や広報紙、ホームページに記載している 

支援員 
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問 12 事業開始前に法人後見職員対象の研修はありましたか。 

 

  社協数 割合（%） 

あった 56 37.8% 

なかった 58 39.2% 

その他 26 17.6% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

最も多いのは、「なかった」で 58 社協 39.2%、次いで「あった」で 56 社協 37.8%、「その他」で 26 社協 17.6%と

なっている。法人職員向けの研修なく、法人後見事業を開始している社協が 40%も見られた。またその他の回答

からは他の団体の研修への参加や担当職員に受任歴があったことが推察される。 
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（「その他」の自由記述） 

 

別機関により市民後見人（後見業務履行補助者）の勉強会があった 

社会福祉士会主催の研修会等に参加 

社会福祉士会の後見人養成講座受講 

社会福祉士会ぱあとなあ養成講座 

外部の研修に担当者が個別に参加 

すでに必要な研修を受講していた職員を配置した 

社会福祉士会等で行われている研修に積極的に参加した 

社会福祉会での研修 

社会福祉士会が主催する成年後見人養成研修等、外部の研修会に参加 

関係のセミナーに参加 

県社協主催の研修会等へ参加した 

先進地視察等 

市民後見人養成研修に参加 

ぱあとなあの研修を受講 

県社協において法人成年後見スキルアップ研修会を毎年行っているが、毎年同じ内容であ

り、スキルアップには程遠い。一部、明白な誤りも認めるので必要な方のみ参加している 

事業開始後に研修会に参加 

社会福祉士会の福祉関係者向け講座など、担当者が不特定の講座へ積極的に参加した 

社会福祉士会の成年後見人養成研修を受講していることが要件 

社会福祉士会の成年後見人養成研修を受講した 

日常生活自立支援事業の専門員を経験 

個人的にぱあとなあの養成研修を受けた 

県社会福祉士会の養成講座受講 

事業開始後に実施 

先進地視察、講演会参加、自主的に市民後見人養成講座に参加中 

県社協主催研修に参加等（担当者社会福祉士資格有） 

内部研修はないが、受任経験の実務ができていた 
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問 13 研修はどのくらいの期間ありましたか。 

 

  社協数 割合（%） 

１日未満 9 16.1%

１日以上２日未満 8 14.3%

２日以上３日未満 4 7.1%

３日以上５日未満 11 19.6%

５日以上７日未満 8 14.3%

７日以上９日未満 5 8.9%

９日以上 11 19.6%

無回答 0 0.0%

合計 56 100.0%
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（N=56） 

 

 最も多いのは、「3 日以上 5 日未満」「9 日以上」で其々11 社協 19.6%、次いで「1 日未満」で 9 社協 16.1%、「1

日以上 2 日未満」「5 日以上 7 日未満」で其々8 社協 14.3%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

問 14 法人後見事業担当職員の研修はどのような内容でしたか。 

（複数回答）  

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 39 70.9% 

虐待の対応について 17 30.9% 

実際の後見人への同行 7 12.7% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 10 18.2% 

障害者の特性について 27 49.1% 

認知症高齢者の特性について 27 49.1% 

障害者の制度について 22 40.0% 

高齢者の制度について 19 34.5% 

成年後見制度の基本理念 44 80.0% 

法人後見申立と審判後の実務 37 67.3% 

成年後見監督について 15 27.3% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 19 34.5% 

治療・施術行為の諾否問題 12 21.8% 

遺言・相続について 18 32.7% 

死後の事務について 19 34.5% 

後見信託について 8 14.5% 

相談援助の技術について 18 32.7% 

年金制度について 10 18.2% 

生活保護制度について 10 18.2% 

事例検討 31 56.4% 

その他 15 27.3% 

無回答 1 1.8% 

合計 56 100.0% 
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（N=56） 

 

 

 

 最も多いのは、「成年後見制度の基本理念」で44社協80.0%、次いで「権利擁護の視点」で39社協70.9%、「法

人後見申立と審判後の実務」で 37 社協の 67.3%となっている。 

「成年後見制度の基本理念」や「権利擁護の視点」など、基本的な考え方や視点を示す科目が多く実施されて

いる。その他の回答では実際に先進地への視察なども見られる。 
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（「その他」の自由記述） 

社会福祉士会で主催する研修会へ参加 

財産管理の知識 

成年後見制度、法人後見事業に関する出張研修 

家庭裁判所の実務の理解 

先進社協視察（品川後見センター） 

消費者被害への対応 

他市町村の実施している所に研修 

他社協への視察研修 

権利擁護体制の構築 

成年後見制度の概要 

後見人事務の内容 

・公証役場について 

・家庭裁判所の実務について 

・財産法について 

先進地視察 

他の法人後見を行っている事業所の視察 

他方社協から担当者がきて、実際の動き等について聞く 

先進地視察研修及び研修会参加 
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問 15 法人後見事業担当職員研修で学ぶ必要があると思われる内容はどのようなものですか。 

 

（複数回答）   

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 122 82.4% 

虐待の対応について 95 64.2% 

実際の後見人への同行 68 45.9% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 47 31.8% 

障害者の特性について 97 65.5% 

認知症高齢者の特性について 98 66.2% 

障害者の制度について 96 64.9% 

高齢者の制度について 97 65.5% 

成年後見制度の基本理念 118 79.7% 

法人後見申立と審判後の実務 127 85.8% 

成年後見監督について 72 48.6% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 108 73.0% 

治療・施術行為の諾否問題 100 67.6% 

遺言・相続について 107 72.3% 

死後の事務について 123 83.1% 

後見信託について 69 46.6% 

相談援助の技術について 89 60.1% 

年金制度について 90 60.8% 

生活保護制度について 89 60.1% 

事例検討 98 66.2% 

その他 14 9.5% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 
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（N=148） 

 

 

 最も多いのは、「法人後見申立と審判後の実務」で 127 社協 85.8%、次いで「死後の事務について」で 123 社協

83.1%、「権利擁護の視点」で 122 社協 82.4%となっている。「死後の事務」は実際に実施されている割合は約 3

割であるが必要性が強く示されている。その他の科目として税金制度や地域特性なども見られる。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

諸帳簿の記載、報告の実務、施設見学 

研修とは別に、日常生活自立支援事業の担当経験者であること 

税金制度について 

他職種との連携について 

本社協は対象者を社会福祉士有資格者としている 

愚行権について 

憲法、民法、刑法、刑訴法、家事事件手続法等の理解 

後見業務全般は抑えておくべき、細かい手続きについては事例を通して学べばいいかと思い

ます 

任意後見について 

地域特性、クライアント理解、面接技術 
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問 16 社協内で法人後見事業の事例検討が行われていますか。 

 

  社協数 割合（%） 

定期的に行っている 19 12.8% 

必要に応じて行っている 73 49.3% 

行われていない 48 32.4% 

その他 3 2.0% 

無回答 5 3.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「必要に応じて行っている」で 73 社協 49.3%、次いで「行われていない」で 48 社協 32.4%、「定期

的に行っている」で 19 社協 12.8%となっている。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

現時点で受任ケースがないため、回答不可 

H25 年 8 月に団体登録され、受任はこれから 

実績がありません 
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問 17 市民後見人養成を実施していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

実施している 47 31.8% 

実施していない 100 67.6% 

無回答 1 0.7% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 「実施している」で 47 社協 31.8%、「実施していない」で 100 社協 67.6%となっている。市民後見人養成の実施に

ついては約 30%の社協で実施されており、全国でも取り組みは多くない。 
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問 17-1 市民後見人養成はどのような体制で実施していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

単独で養成研修を実施している 5 10.6% 

生活支援員養成研修と同時に行っている 1 2.1% 

市町村行政の委託で実施している 31 66.0% 

外部の団体に委託して実施している 1 2.1% 

その他 9 19.1% 

無回答 0 0.0% 

合計 47 100.0% 

 

（N=47） 

 最も多いのは、「市町村行政の委託で実施している」で 31 社協 66.0%、次いで「その他」で 9 社協 19.1%、「単独

で養成研修を実施している」で 5 社協 10.6%となっている。約 60%の社協が行政の委託で実施しており、単独実施

はわずか約 10%となっている。その他の回答では都道府県レベルの養成への参加や NPO 法人との共催も見られ

る。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

県社協主催の研修会参加後、単独研修を開催 

府が実施している養成講座に参加 

都と連携のもと実施 

都の実施する養成研修に参加 

都道府県社協が市町村の委託を受け広域で実施、市社協も参加 

社協と委託先 NPO 法人とで実施 

都の養成講習修了者に対し実習を行い、登録している 

H２３、２４は単独で養成研修を行った 

NPO 法人と共催、今後は単独で開催予定 
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問 17-2 市民後見人養成のための研修期間はどのくらいの期間ですか。 

 

  社協数 割合（%） 

１日未満 0 0.0%

１日以上２日未満 0 0.0%

２日以上３日未満 0 0.0%

３日以上５日未満 0 0.0%

５日以上７日未満 7 15.2%

７日以上９日未満 8 17.4%

９日以上 17 37.0%

その他 14 30.4%

無回答 1 2.1%

合計 47 100.0%

（N=47） 

最も多いのは、「9 日以上」で 17 社協 37.0%、次いで「その他」で 14 社協 30.4%、「7 日以上 9 日未満」で 8 社

協 17.4%となっている。その他の回答を概観すると段階的に養成研修を実施していることが示されている。 

 

（「その他」の自由記述） 

基礎編と実務編に分けて行っている 

基礎講習 5 日、実務講習 8 日、ヒアリング実習（報告会等を含む）3 日 

県社協が基礎研修 4 日間実施。その後、7 日間の実践研修を市社協で実施 

基礎研修 4 日  実践研修 6 日  フォローアップ研修 1 日 

基礎研修 5 日間、実務研修：5.5 日間、家裁見学 0.5 日間、施設実習（高齢者・障害者）2 日、法

人後見同行実習 0.5 日 

1 年 6 ヶ月 

基礎編 7 日間 実務編 4 日間→選考後、実習へ 

基礎編 7 日、応用編 3 日、実務編 1 日 

2 年間 

平成 25 年 11 月に 2 日間で実施する。成年後見制度をまずは知っていただこうと思い基礎から行う

都の養成講習を含め 11 日前後 

月 1 回実施 

座学で６日間、その後実習をもうける 
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問 17-3 研修はどのような内容で実施していますか。 

（複数回答）    

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 43 95.6% 

虐待の対応について 28 62.2% 

実際の後見人への同行 13 28.9% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 7 15.6% 

障害者の特性について 41 91.1% 

認知症高齢者の特性について 41 91.1% 

障害者の制度について 41 91.1% 

高齢者の制度について 41 91.1% 

成年後見制度の基本理念 43 95.6% 

法人後見申立と審判後の実務 32 71.1% 

成年後見監督について 21 46.7% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 28 62.2% 

治療・施術行為の諾否問題 26 57.8% 

遺言・相続について 27 60.0% 

死後の事務について 23 51.1% 

後見信託について 7 15.6% 

相談援助の技術について 33 73.3% 

年金制度について 27 60.0% 

生活保護制度について 31 68.9% 

事例検討 35 77.8% 

その他 17 37.8% 

無回答 2 4.2% 

合計 47 100.0% 
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（N=47） 

 

 

 最も多いのは、「権利擁護の視点」「成年後見制度の基本理念」で其々43社協95.6%、次いで「障害者の特性に

ついて」「認知症高齢者の特性について」「障害者の制度について」「高齢者の制度について」が其々41 社協

91.1%となっている。市民後見人養成は法人職員と違い専門性が高くないため、障害者や高齢者に関する内容も

多く見られる。また養成研修の内容として、厚生労働省で示されている市民後見人養成のカリキュラムを活用して

いる社協も見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（「その他」の自由記述） 

生活支援員及び法人後見支援員（平成 26 年度制度設計予定）としての活動 

・福祉サービス利用援助事業について 

・市民後見人の意義について 

・市民後見活動の実際について 

・民法について 

・相談機関・社会福祉施設でのヒアリング実習 

・消費者被害 

消費者被害 

施設実習 

消費者被害への対応 

施設実習他は厚労省の基本カリキュラムの内容を中心としている 

①市民後見人概論 

②地域福祉の現状、地域福祉ネットワーク、地域資源など、地域福祉推進に関すること 

後見人による活動報告 

地域の社会資源について 

厚労省推奨カリキュラムを活用 

厚労省の基本カリキュラム 

倫理 

後見人からの実践報告、地域とのかかわり、面接技術（クライアント理解） 

高齢者・障害者施設等実習、福祉サービス利用援助事業同行訪問 

高齢者デイサービス、精神障害者通所施設、活動体験 

原則、生活支援員活動を行う 

地域ケア政策ネットワークの市民後見人養成テキスト使用 
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問 17-4 市民後見人登録についてどのような方法で審査していますか。 

 

（複数回答）  

  社協数 割合（%） 

試験 0 0.0% 

作文 23 48.9% 

面接 26 57.8% 

所定の講座を修了した者 32 68.1% 

登録は未実施 10 21.3% 

その他 5 10.6% 

無回答 0 0.0% 

合計 47 100.0% 

 

（N=47） 

 

 

 最も多いのは、「所定の講座を修了した者」で 32 社協 68.1%、次いで「面接」で 26 社協 57.8%、「作文」で 23 社

協 48.9%となっている。 
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前の設問を再集計した結果 

 

登録要件 社協数

講座のみ 8

講座修了の上、作文 1

講座修了の上、面接 4

講座修了の上、作文及び面接 18

面接のみ 1

面接及び作文 4

  36
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 市民後見人の登録については所定の講座の修了の上に面接や作文を実施していると推察される。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

登録は未実施。今年で養成 2 年目であり終了者がいないため 

現在、検討中 

書類作成 

受講態度 

所定の実習を修了した者 

 

 

 

 

 



 
 

問 18 市民後見人養成研修にはどのような内容が必要であると思いますか。 

 

（複数回答）   

  社協数 割合（%） 

権利擁護の視点 116 78.4% 

虐待の対応について 83 56.1% 

実際の後見人への同行 87 58.8% 

日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 49 33.1% 

障害者の特性について 108 73.0% 

認知症高齢者の特性について 108 73.0% 

障害者の制度について 102 68.9% 

高齢者の制度について 102 68.9% 

成年後見制度の基本理念 115 77.7% 

法人後見申立と審判後の実務 90 60.8% 

成年後見監督について 73 49.3% 

法律扶助や成年後見利用支援事業 86 58.1% 

治療・施術行為の諾否問題 87 58.8% 

遺言・相続について 85 57.4% 

死後の事務について 95 64.2% 

後見信託について 64 43.2% 

相談援助の技術について 106 71.6% 

年金制度について 87 58.8% 

生活保護制度について 88 59.5% 

事例検討 101 68.2% 

その他 24 16.2% 

無回答 26 17.6% 

合計 148 100.0% 
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（N=148） 

 

 

 最も多いのは、「権利擁護の視点」で 116 社協 78.4%、次いで「成年後見制度の基本理念」で 115 社協 77.7%、

「障害者の特性について」「認知症高齢者の特性について」が其々108 社協 73.0%となっている。その他の回答で

は施設訪問や地域福祉の取り組み状況なども見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（「その他」の自由記述） 

 

諸帳簿の記載、報告の実務、施設見学 

面接（人となりを確認するため） 

・相談機関・社会福祉施設でのヒアリング実習 

・消費者被害 

税金制度について 

・他職種との連携について 

・市民後見人としての役割と責任について 

・社会福祉協議会について 

・ボランティア概論 

消費者被害への対応 

認知症高齢者、障害者との接する機会 

後見人の倫理 

地域の社会資源について 

対象者とのコミュニケーション 

厚労省の基本カリキュラム 

倫理 

厚生労働省が定めているカリキュラム 

高齢者・障害者施設等実習、福祉サービス利用援助事業同行訪問 

当該市の現状をテーマにした研修 

・介護保険・高齢者施策への取組状況 

・障害者施策への取組状況 

・地域福祉への取組状況 

倫理観について 

高齢者・障害者施設訪問 
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問 19 貴市町村の人口、高齢化率及び知的・精神障害者数をお聞きします。 

（人口） 

 

  社協数 割合（%） 

１万人未満 8 5.4% 

１～９万人 68 45.9% 

１０～１９万人 26 17.6% 

２０～２９万人 7 4.7% 

３０～３９万人 5 3.4% 

４０～４９万人 9 6.1% 

５０～９９万人 10 6.8% 

１００～１９９万人 5 3.4% 

２００万人以上 3 2.0% 

無回答 7 4.7% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～9 万人」で 68 社協 45.9%、次いで「10～19 万人」で 26 社協 17.6%、「50～99 万人」で 10

社協 6.8%となっている。 
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（高齢化率） 

 

  社協数 割合（%） 

２０％未満 16 10.8% 

２０～２４％ 44 29.7% 

２５～２９％ 41 27.7% 

３０～３４％ 28 18.9% 

３５～３９％ 7 4.7% 

４０％以上 4 2.7% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 最も多いのは、「20～24%」で 44 社協 29.7%、次いで「25～29%」で 41 社協 27.7%、「30～34%」で 28 社協

18.9%となっている。 
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（知的障害者数） 

 

  社協数 割合（%） 

１００人未満 6 4.1% 

１００～４９９人 45 30.4% 

５００～９９９人 22 14.9% 

１０００～４９９９人 40 27.0% 

５０００～９９９９人 7 4.7% 

１００００人以上 3 2.0% 

無回答 25 16.9% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「100～499人」で45社協30.4%、次いで「1000～4999人」で40社協27.0%、「500～999 人」

で 22 社協 14.9%となっている。 
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（精神障害者数） 

 

  社協数 割合（%） 

１００人未満 13 8.8% 

１００～４９９人 53 35.8% 

５００～９９９人 14 9.5% 

１０００～４９９９人 36 24.3% 

５０００～９９９９人 3 2.0% 

１００００人以上 5 3.4% 

無回答 24 16.2% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「100～499人」で53社協35.8%、次いで「1000～4999人」で36社協24.3%、「500～999 人」

で 14 社協 9.5%となっている。 
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問 20 主となる担当職員の持っている資格はどれですか。                    （複数回答）   

  社協数 割合（%） 

社会福祉士 125 84.5% 

精神保健福祉士 36 24.3% 

介護支援専門員 61 41.2% 

看護師・保健師 3 2.0% 

ホームヘルパー 24 16.2% 

社会福祉主事 84 56.8% 

介護福祉士 33 22.3% 

教員免許 8 5.4% 

持っていない 3 2.0% 

その他 10 6.8% 

無回答 1 0.7% 

合計 148 100.0% 

（N=148） 

最も多いのは、「社会福祉士」で 125 社協 84.5%、次いで「社会福祉主事」で 84 社協 56.8%、「介護支援専門員」

で 61 社協 41.2%となっている。ほとんどの社協が主たる担当職員として社会福祉士を配置していると見られる。 

（「その他」の自由記述） 

保育士、2 種幼稚園教諭 

保育士 

2 名…社会福祉士 

1 名…持っていない 

主任介護支援専門員 

サポート者は①③④の資格有り 

手話通訳士 

保育士、幼稚園教諭 

行政書士（未登録）、FP3 級 

幼稚園教諭 

認知症ケア専門士 
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問 21 主となる担当職員の雇用形態。 

 

  社協数 割合（%） 

正規職員 125 84.5% 

非正規常勤 12 8.1% 

非正規非常勤 0 0.0% 

その他 1 0.7% 

無回答 10 6.8% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

最も多いのは、「正規職員」で 125 社協 84.5%、次いで「非正規常勤」で 12 社協 8.1%、「その他」で 1 社協 0.7%

となっている。ほとんどの社協が主たる担当職員は正規職員を配置していると見られる。 

 

（「その他」の自由記述） 

 

2 名…正規職員 

1 名…嘱託員 
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問 22 法人後見事業実施からどのくらいの期間ですか。 

 

  社協数 割合（%） 

１年未満 34 23.0% 

１年以上３年未満 43 29.1% 

３年以上５年未満 28 18.9% 

５年以上１０年未満 31 20.9% 

１０年以上 6 4.1% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「1 年以上 3 年未満」で 43 社協 29.1%、次いで「1 年未満」で 34 社協 23.0%、「5 年以上 10 年

未満」で 31 社協 20.9%となっている。約 70%の社協が 5 年未満、半数以上が 3 年未満である。 
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問 23 法人後見事業担当職員の中で一番長い相談援助業務経験年数（法人後見事業携わる前）の方はどのく

らいの期間の経験年数ですか。 

 

  社協数 割合（%） 

１年未満 3 2.0% 

１年以上３年未満 10 6.8% 

３年以上５年未満 12 8.1% 

５年以上１０年未満 33 22.3% 

１０年以上 82 55.4% 

無回答 8 5.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「10 年以上」で 82 社協 55.4%、次いで「5 年以上 10 年未満」で 33 社協 22.3%、「3 年以上 5

年未満」で 12 社協 8.1%となっている。半数以上の社協が 10 年以上の経験者を担当職員として配置している。 
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問 24 職員一人あたりの担当受任件数は何人に設定していますか。 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 26 17.6% 

５～９件 18 12.2% 

１０～１４件 7 4.7% 

１５～１９件 4 2.7% 

２０～２４件 2 1.4% 

２５～２９件 0 0.0% 

３０件以上 1 0.7% 

無回答 90 60.8% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～4 件」で 26 社協 17.6%、次いで「5～9 件」で 18 社協 12.2%、「10～14 件」で 7 社協 4.7%

となっている。 
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問 25 あなたの事業所内の受任件数と担当職員数をお聞きします。 

（後見） 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 74 50.0% 

５～９件 23 15.5% 

１０～１４件 5 3.4% 

１５～１９件 5 3.4% 

２０～２４件 2 1.4% 

２５～２９件 2 1.4% 

３０件以上 4 2.7% 

無回答 33 22.3% 

合計 148 100.0% 
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（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～4 件」で 74 社協 50.0%、次いで「5～9 件」で 23 社協 15.5%、「10～14 件」「15～19 件」

が其々5 社協 3.4%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（保佐） 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 44 29.7% 

５～９件 9 6.1% 

１０～１４件 2 1.4% 

１５～１９件 1 0.7% 

２０～２４件 0 0.0% 

２５～２９件 0 0.0% 

３０件以上 0 0.0% 

無回答 92 62.2% 

合計 148 100.0% 
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（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～4 件」で 44 社協 29.7%、次いで「5～9 件」で 9 社協 6.1%、「10～14 件」で 2 社協 1.4%と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（補助） 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 20 13.5% 

５～９件 1 0.7% 

１０～１４件 0 0.0% 

１５～１９件 0 0.0% 

２０～２４件 0 0.0% 

２５～２９件 0 0.0% 

３０件以上 0 0.0% 

無回答 127 85.8% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～4 件」で 20 社協 13.5%、次いで「5～9 件」で 1 社協 0.7%となっている。 
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（後見監督） 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 8 5.4% 

５～９件 1 0.7% 

１０～１４件 1 0.7% 

１５～１９件 0 0.0% 

２０～２４件 0 0.0% 

２５～２９件 0 0.0% 

３０件以上 1 0.7% 

無回答 137 92.6% 

合計 148 100.0% 
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（N=148） 

 

 最も多いのは、「1～4 件」で 8 社協 5.4%、次いで「5～9 件」「10～14 件」「30 件以上」が其々1 社協 0.7%となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（担当職員数） 

 

  社協数 割合（%） 

１人 33 22.3% 

２人 40 27.1% 

３人 30 20.3% 

４人 12 8.1% 

５人以上 13 8.8% 

無回答 20 13.5% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「2 人」で 40 社協 27.1%、次いで「1 人」で 33 社協 22.3%、「3 人」で 30 社協 20.3%となっている。 
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問 26 日常生活自立支援事業の契約件数と担当職員数をお聞きします。 

（全契約件数） 

 

  社協数 割合（%） 

１～４件 9 6.1% 

５～９件 10 6.8% 

１０～１４件 6 4.1% 

１５～１９件 10 6.8% 

２０～２４件 8 5.4% 

２５～２９件 11 7.4% 

３０～４９件 22 14.9% 

５０～９９件 32 21.6% 

１００～４９９件 26 17.6% 

５００件以上 3 2.0% 

無回答 11 7.4% 

合計 148 100.0% 

 

（N=148） 

 

 最も多いのは、「50～99 件」で 32 社協 21.6%、次いで「100～499 件」で 26 社協 17.6%、「30～49 件」で 22

社協 14.9%となっている。 

 

 

 

 

 

 

― 127 ―



 
 

（担当専門員数） 

 

  社協数 割合（%） 

１人 37 25.0% 

２人 41 27.7% 

３人 17 11.5% 

４人 20 13.5% 

５人以上 22 14.9% 

無回答 11 7.4% 

合計 148 100.0% 

（N=148） 

 最も多いのは、「2 人」で 41 社協 27.7%、次いで「1 人」で 37 社協 25.0%、「5 人以上」で 22 社協 14.9%となっ

ている。 
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問 27 法人後見事業の主となる担当者は社協内の他の業務と兼務していますか。 

  社協数 割合（%） 

兼務している 124 83.8% 

兼務していない 18 12.2% 

無回答 6 4.1% 

合計 148 100.0% 

 

 

（N=148） 

 「兼務している」で 124 社協 83.8%、次いで「兼務していない」で 18 社協 12.2%となっている。83.8%の社協が兼

務となっており、ほとんどの社協で専従職員配置には至っていない。 
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 最後に、本アンケートについてお気づきのことや、法人後見事業に関することで、ご意見・ご感想等があればお書

きください。 

 

日常生活自立支援事業の延長線上に成年後見制度があると考えているので、今後、成年

後見人を必要とする方が目に見えている。本会は、町長申立の件のみを法人後見人として受

任すべきかどうかを検討して、必要な場合のみ受任を受ける。ケースバイケースである。H19

年に、町長申立で 2 名の方を受任したが、H23 年に 1 名死亡したので、現在は 1 名です。 

（問 24）で特に設定していないと返答させていただいた理由として、社協が受任すべき方々

については、何人であっても受任していかなければならないと考えるからです。しかし、職員だ

けで全て対応していくことは将来的に難しいと考えており、住民さんの協力をいただきながら本

事業を推進していくことはできないか現在、その手法について検討中です。また、このことにつ

いて、定期的に法人後見事業を実施している他市町社協で集まり意見交換を行っています。

法人後見に関する事務については毎回手探り状態である。都道府県単位など広域的な視

点での指標や関係機関との連携体制が構築できればと考える。市民後見人については行政

の役割が大きいと考えており、養成カリキュラムやその後のフォローなど、先駆的に取り組んで

いる自治体を参考にしながら検討を図りたい。法人後見事業を実施する法人どうしの情報交

換、意見交換は重要であり、アンケート調査を通じて各自治体の意識が高まればと思う。 

現在受任件数は 6 件ですが、準備中のケースを含めると倍以上になる予定です。市長申

立てによるものがほとんどで、今後は、受任する条件も細かく検討していく必要を感じています 

・平成 25 年度より事業を開始、事業の対象となる方がいらっしゃいましたが、審判が下りた直

後にお亡くなりになり、現在は受任のケースはありません 

・今後ますます成年後見制度に関わる社協への期待は増すと思いますが、他の機関とうまく

連携し、役割分担をする必要があると思います 

日常生活自立支援事業、生活福祉資金貸付、団体事務（民児協）をすべて主務で兼務し

ております。なかなか大変です…本気で法人後見事業を行おうと思われる社協さんは専任で

職員配置ができるよう、はやい段階で行政とも連携し人件費確保に努められることをすすめま

す。また、家裁は手強いです。もし支部内でまだどこの社協も始められていない状況で法人後

見事業を開始される場合は風当たりが強いと思います。でも他の市町も立ち上げ始めると、家

裁もグッと変わります。初めは大変かもしれませんが、これから事業を開始しようとされている

社協さんにはぜひ頑張ってほしいと思います 

法人後見事業の必要性については、考えて行かなければならない事業であるが、財産管理

等でのトラブルの発生が見込まれる。そのため、弁護士、司法書士等との連携が必要である

が、現状では難しく、法人だけでの対応は、難しい。事業費の捻出と、人員の配置等課題も多

い。現在、成年後見の相談がある場合は、権利擁護事業担当職員、地域包括支援センター

とが連携しながら対応をしている。 

今年度実施予定として準備中。現在対象者の調査を終え、行政と市長申立てをするケー

スの調整をする予定。そのため、まだ実際に受任はしていません。 

補助金の金額について、最近になって期限付きでさらに減額され、1 人分の人件費分もない

ことが分かった。事業試算したところ、運営費が厳しく、市民向けに広報できるほどの体制がつ

くられないため、日常生活支援事業の対象者から必要な人を受任しながら、今後の展開につ

いて検討していくことにしている 
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・法人後見事務に携わる中で、兼務の限界を意識してしまう。相談支援や権利擁護を総合的

に扱う事業セクションを設け、その機能のひとつとして法人後見を位置付けるなど事務局機構

の見直しを局内で提案している 

・受任については、審査会の起動を早期に実現させ、受任検討段階からの専門機関や職種

の連携をスーパービジョンの仕組みを機能させたい 

・後見活動のノウハウを蓄積し、将来的には市民後見人の養成にも取り組みたい 

法人後見の担当となり 4 年半が経過しています。社協で法人後見をスタートさせるにあた

り、これだけは押さえておいたほうがと思ったのは、休日や夜間、年末年始等の対応について

しっかりしたマニュアルづくりと、担当職員のバックアップ体制が必要かと思います。社協の組

織の規模にもよるとは思いますが、通常の業務とは異なった対応が必要となり、もし要綱や内

規等で対応が難しい時は、そのつど家裁のアドバイスを受けながら対応しています 

法人後見については、合併以前に旧町社協で受任対応し、合併にともない新市社協で引

き続き受任対応。その後、被後見人死亡につき終了となり、それ以降受任実績なし。支援内

容としても通帳等の保管と生活保護費受取といったもので実質的な動きも少なかったように聞

いている。（病院入院ケース）今後、本格的な実施に向けて、行政を始めとする関係機関との

連携を図りながら、内部体制の構築が必要と考えています 

・自主事業の為、財源に不安がある 

・後見の必要性が高まる中、受任者不足がある 

・後見申立て支援も必要に応じ行っている（昨年3人）が、担当者が（事務手続き）業務の為、

応じられる件数に限りがある 

・後見センターの必要性が大きい 

市民後見人の活用方法や、法人後見事業の様態などを調査項目に加えていただきたい 

社協の法人後見は、行政の理解と支援なしには成り立たない。社協の理念が先行し過ぎると

法人の経営を圧迫しかねない。行政を如何に巻き込むかが、現在のところ大きな課題であ

る。市民後見人を養成後、どのように活用していくのがベターなのか、東大のように単独 NPO

なのか、品川のように伴走型とでもいうべき NPO なのか。今後の課題として認識している 

受任体制は整えたものの、実績はありません（首長申立をほとんどしてくれないというのも理由

のひとつです） 

私の町の場合、町内の病院内に重心施設がありそこの入院者を3件後見しています。出身

の市町村は大阪 1 名、県内（Ｔ市）1 名、地元 1 名の 3 件ですが施設入所者ですので最初だ

け事務手続きが大変な時もありますが、日頃の事務では福祉サービス利用援助事業の方が

しんどく法人後見の方がよっぽど楽です。（本音）ややこしいのが医的侵襲の問題です。その辺

が医療関係の事務方が理解されていないケースが多いことです。 

後見人は一般人には受け入れ難い事柄が多すぎると思います。様々な事で時間がかかり

すぎるし、多分、仕事として関わっておられない方はとても大変な業務と思います。もっと民間

人に受け入れてもらえるような法律にしないとこのままでは後見人受任者は減る一方だと危惧

しております。 

受任件数も少なく、手探り状態で事業を行っています。本市社協では、主に「日常生活自立

支援事業」からの移行ケースや、市町申立ケースを受任していく方向性です。今後、受任件

数が増加すると思いますので、体制整備やノウハウの蓄積をきちんと行っていきたいと考えて

います。 
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市民後見人養成が市町村の努力義務となっていますが、量より質を求めるよい方法を社

協が提案できるよう模索しています。本アンケート結果報告を待っています 

法人後見も必要だと思うが、まずは成年後見制度に関する身近な相談窓口の確立と、親

族後見人や家族に被後見人がいる人へのフォローについて検討が必要と感じている 

成年後見のニーズが高まる中で、受任者の少ない地域では、身上監護を得意とする社協

が受任することは当然と考えています。成年後見など権利擁護事業全般を社協が狙っていく

ことは、社協の将来につながると思います。広島県では、全市町社協で法人後見が実施され

るよう県の高齢者プランに盛り込んでおり、県社協とともに各市町社協を支援しています。現在

半数近くの社協が実施しています 

調査おつかれさまです。こういった調査は、これから法人後見にとりくもうとされる機関にとっ

て大切なことだと思います。協力できることがあれば、お申しつけ下さい 

”市民後見人”という仕組みについて、本当に地元で機能するのか今のところ懐疑的にみて

います。市民後見人を養成するための準備や、養成後のバックアップ体制、さらに社協が市

民後見人をどのようにサポートしていくのか等を考えると、法人後見を実施する時よりも、より慎

重にすすめるべきだと感じています 

・身寄りが居ない方で、生活保護を受給していない方の場合、死後の始末（お墓の手配、葬

儀の段取り）をできる方がおらず、結果的に後見担当者が担わざる得ない実態に苦慮してい

る。 

・報酬での人件費がまかなえず、財源の確保が難しい 

本会では法人後見は行っていないが、市民後見人の法人後見監督人を受任している。H24

年度より市民後見人の養成研修を実施し、活動支援を行っている 

お電話で確認させていただきましたが、法人後見は未実施のため、市民後見に関する部分

のみ解答しました。また、アンケート内でも回答しましたが、東京都では市民後見人になるため

の基礎講習を実施しており、誰でもそれに参加しています。その基礎講習終了後、後見メンバ

ーとして登録し、月 1 回の研修を生活支援員業務で研鑽を積み、該当事例が出た際に受任

する形をとっています。そのため、独自の研修はこの月 1 回の研修をさしています。もしお求め

になさっている内容と解答内容がくい違ってありましたら申し訳ありません 

法人後見の受任要件として、資力のある方も対象にしているか、教えていただきたい 

当社協では、平成１８年より法人後見事業開始、H２４．４月より成年後見制度総合相談窓

口として K 市成年後見サポートセンターを開所。毎日３０～４０件の新規相談を受けていま

す。センターでは、法人後見に特化するのではなく総合相談をメインにしており、法人後見は事

業開始よりのべ１０件受任。現在６件を受任しております。H２５．７月に市民後見人養成講座

を行い、講座修了者で登録、登録者の中で、雇用希望者に対しては「後見支援員」として雇

用する予定をしています。現段階での職員体制では、法人後見受任ケースを増やすことには

困難な為、後見支援員として受皿を増やして行く予定です 
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法人後見実施社協アンケート 

 

※本アンケートは無記名調査です。 

 

（問 1）受任するにあたって家庭裁判所に求められた手続きはどのようなものがありまし

たか。該当するものすべてに○をつけてください。 
 

１．社協内の現地調査      ２．定款の提出 

３．現在事項全部証明書提出   ４．印鑑証明書提出 

５．賠償責任保険の書類提出   ６．内部研修体制の資料提出 

７．後見受任体制の組織図    ８．後見関係様式の提出 

９．法律職のバックアップ体制を示す書類提出 

10．法人後見事業要綱提出 

11．その他（具体的に                      ） 

 

（問 2）法人後見事業実施の準備にどのくらいの期間をかけましたか。該当するもの 1 つ

に○をつけてください。 
 

１．3 か月未満          ２．3 か月以上 6 か月未満    

３．6 か月以上 1 年未満     ４．2 年以上 3 年未満  

５．3 年以上 
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（問３）法人後見事業を実施する中で連携している人はどのような人ですか。 

    該当する人すべてに○を付けてください。 
 

１．利用者の親族 

２．利用者の近隣住民 

３．民生委員など地域の役員  

４．金融機関 

５．医療機関 

６．ケアマネジャー  

７．障害者支援機関   

８．地域包括支援センター 

９．生活保護ケースワーカー 

10．司法書士 

11．弁護士 

12．法人後見を実施している他市町村の社会福祉協議会 

13．都道府県社会福祉協議会 

14．その他（具体的に                ） 

 

(問 4)法人後見審査会や受任検討委員会、運営委員会など他機関他職種から意見等を聴取

する委員会がありますか。該当するもの 1 つに○を付けてください。 
 

１．ある （具体的な名称：                     ） 

２．ない 

３．その他 （具体的に                       ） 

※あると回答された方は委員構成を教えてください。 

（                                 ） 
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(問 5)受任依頼があった際はどのように受任を決定していますか。該当するもの 1 つに○

を付けてください。 
 

１．受任検討委員会等の委員会で決定 

２．担当者が決定 

３．社協内で協議して決定 

４．あらかじめ定めてある要件に該当すれば決定 

５．その他（                           ） 

 

（問 6）他機関他職種と連携している内容はどのようなものですか。該当するものすべて

に○をつけてください。 
 

１．被後見人の見守り       ２．被後見人の他のサービス利用 

３．被後見人の法的な手続き等   ４．被後見人の相続手続き 

５．その他（                            ） 

 

（問 7）法人後見事業についてマニュアルを作成していますか。該当するもの 1 つに○を

つけてください。 
 

１．作成している           ２．作成中  

３．作成していない 

４．その他（具体的に                      ） 

 

（問 8）法人後見事業について行政との関係について該当するもの 1 つに○をつけてくだ

さい。 
 

１．委託           ２．補助  

３．その他（具体的に                      ） 
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(問 9)法人内の整備はどのようなものを実施しましたか。該当するものすべて に○をつ

けてください。 
 

１．定款変更        ２．地域福祉活動計画への位置づけ    

３．担当職員の配置      ４．理事会・評議員会への説明  

５．実施要綱の整備     ６．事業計画への位置づけ 

７．その他（具体的に                    ） 

 

(問 10)法人後見事業の広報は行っていますか。もっとも近いもの 1 つに○をつけてくだ

さい。 
 

１．定期的に行っている       ２．必要に応じて行っている 

３．あまり行っていない       ４．全く行っていない 

５．その他（具体的に                         ） 

  

（問 11）問 10 で 1～3 と答えた方にお聞きします。広報は誰に対して行っていますか。

該当するものすべてに○をつけてください。 
 

１．成年後見制度関係者       ２．一般市民 

３．民生委員等の地域の役員     ４．高齢者 

５．ケアマネージャー        ６．地域包括支援センター 

７．障害者支援機関         ８．生活保護ケースワーカー 

９．医療機関            10．福祉関係の事業所  

11．消費生活支援センター      12．法律専門職 

13．金融機関            14．障害者 

15．その他 (具体的に                              ) 

 

(問 12）事業開始前に法人後見担当職員対象の研修はありましたか。もっとも近いもの 1

つに○をつけてください。 
 

１．あった    ２．なかった  

３．その他（具体的に                  ） 
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(問 13）問 12 で 1 と答えた方にお聞きします。研修はどのくらいの期間ありましたか。

もっとも近いもの 1 つに○をつけてください。 
 

１．1 日未満   ２．1 日以上 2 日未満   ３．2 日以上 3 日未満 

５．3 日以上 5 日未満   ６．5 日以上 7 日未満 

７．7 日以上 9 日未満   ８．9 日以上 

 

（問 14）問 12 で 1 と答えた方にお聞きします。法人後見事業担当職員の研修はどのよ

うな内容でしたか。該当するものすべてに○をつけてください。 
 

１．権利擁護の視点      ２．虐待の対応について 

３．実際の後見人への同行    

４．日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 

５．障害者の特性について   ６．認知症高齢者の特性について 

７．障害者の制度について   ８．高齢者の制度について 

９．成年後見制度の基本理念   10．法人後見申立と審判後の実務 

11．成年後見監督について    12．法律扶助や成年後見利用支援事業 

13．治療・施術行為の諾否問題  

14．遺言・相続について     15．死後の事務について 

16．後見信託について      17．相談援助の技術について     

18．年金制度について      19．生活保護制度について    

20．事例検討  

21．その他（具体的に                    ） 
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（問 15）法人後見事業担当職員研修で学ぶ必要があると思われる内容はどのようなもの

ですか。該当するものすべてに○をつけてください。 
 

１．権利擁護の視点        ２．虐待の対応について 

３．実際の後見人への同行    

４．日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 

５．障害者の特性について     ６．認知症高齢者の特性について 

７．障害者の制度について     ８．高齢者の制度について 

９．成年後見制度の基本理念   10．法人後見申立と審判後の実務 

11．成年後見監督について    12．法律扶助や成年後見利用支援事業 

13．治療・施術行為の諾否問題  

14．遺言・相続について     15．死後の事務について 

16．後見信託について      17．相談援助の技術について     

18．年金制度について      19．生活保護制度について    

20．事例検討  

21．その他（具体的に                     ） 

 

（問 16）社協内で法人後見事業の事例検討が行われていますか。もっとも近いもの 1 つ

に○をつけてください。 
 

１．定期的に行っている   ２．必要に応じて行っている  

３．行われていない        ４．その他（             ）  

 

 (問 17)市民後見人養成を実施していますか。該当するもの 1 つに○をつけてください。 
 

１．実施している    ２．実施していない  
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以下、問 17 で 1（市民後見人を養成している）と回答された方に質問します。 

※問 17 で２（市民後見人養成を実施していない）と回答された方は問 18 へ進んでくだ

さい。 

(問 17－1)市民後見人養成はどのような体制で実施していますか。該当するもの 1 つに○

をつけてください。 
 

１．単独で養成研修を実施している     

２．生活支援員養成研修と同時に行っている  

３．市町村行政の委託で実施している 

４．外部の団体に委託して実施している 

５．その他（具体的に                       ） 

 

 (問 17－2)市民後見人養成のための研修期間はどのくらいの期間ですか。 

該当するもの 1 つに○をつけてください。 
 

１．1 日未満   ２．1 日以上 2 日未満   ３．2 日以上 3 日未満 

４．3 日以上 5 日未満   ５．5 日以上 7 日未満 

６．7 日以上 9 日未満   ７．9 日以上 

８．その他（                           ） 

 

※段階を追って講座を開催している場合はその他で詳しくご記入ください。 
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(問 17－3) 研修はどのような内容で実施していますか。該当するものすべてに○をつけ

てください。 
 

１．権利擁護の視点        ２．虐待の対応について 

３．実際の後見人への同行    

４．日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 

５．障害者の特性について     ６．認知症高齢者の特性について 

７．障害者の制度について     ８．高齢者の制度について 

９．成年後見制度の基本理念   10．法人後見申立と審判後の実務 

11．成年後見監督について    12．法律扶助や成年後見利用支援事業 

13．治療・施術行為の諾否問題  

14．遺言・相続について     15．死後の事務について 

16．後見信託について      17．相談援助の技術について     

18．年金制度について      19．生活保護制度について    

20．事例検討  

21．その他（具体的に                    ） 

 

(問 17－4)市民後見人登録についてどのような方法で審査していますか。該当するものす

べてに○をつけてください。 
 

１．試験             ２．作文  

３．面接             ４．所定の講座を修了した者  

5．登録は未実施         6．その他（           ） 
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(問 18)市民後見人養成研修にはどのような内容が必要であると思いますか。該当するもの

すべてに○をつけてください。 
 

１．権利擁護の視点        ２．虐待の対応について 

３．実際の後見人への同行    

４．日常生活自立支援事業の生活支援員への同行 

５．障害者の特性について      ６．認知症高齢者の特性について 

７．障害者の制度について      ８．高齢者の制度について 

９．成年後見制度の基本理念    10．法人後見申立と審判後の実務 

11．成年後見監督について     12．法律扶助や成年後見利用支援事業 

13．治療・施術行為の諾否問題  

14．遺言・相続について      15．死後の事務について 

16．後見信託について       17．相談援助の技術について     

18．年金制度について       19．生活保護制度について    

20．事例検討  

21．その他（具体的に                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 141 ―



 
 

最後に 集計のため必要ですので現状についてお答え下さい。 

 

（問 19）貴市町村の人口、高齢化率及び知的・精神障害者数をお聞きします。数字を記

入して下さい。 
 

人口（      ）人     高齢化率（   ）％ 

知的障害者数（    ）人   精神障害者数（    ）人 

 

（問 20）主となる担当職員の持っている資格はどれですか。該当するものすべてに○を

つけてください。 
 

１．社会福祉士       ２．精神保健福祉士 

３．介護支援専門員   ４．看護師・保健師 

５．ホームヘルパー      ６．社会福祉主事 

７．介護福祉士         ８．教員免許 

９．持っていない 

10．その他（具体的に                   ） 

 

（問 21）主となる担当職員の雇用形態。該当するもの 1 つに○をつけてください。 
 

１．正規職員        ２．非正規常勤（契約・嘱託・臨時など） 

３．非正規非常勤         

４．その他（具体的に                                 ） 

 

（問 22）法人後見事業実施からどのくらいの期間ですか。該当するもの 1 つに○をつけ

てください。 
 

１．1 年未満   ２．1 年以上 3 年未満   ３．3 年以上 5 年未満 

４．5 年以上 10 年未満   ５．10 年以上 
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（問 23）法人後見事業担当職員の中で一番長い相談援助業務経験年数（法人後見事業携

わる前）の方はどのくらいの期間の経験年数ですか。該当するもの 1 つに○をつけてくだ

さい。 
 

１．1 年未満   ２．1 年以上 3 年未満   ３．3 年以上 5 年未満 

４．5 年以上 10 年未満   ５．10 年以上 

 

（問 24）職員一人あたりの担当受任件数は何人に設定していますか。数字を記入してく

ださい。 
 

（   ）件 

 

（問 25）あなたの事業所内の受任件数と担当職員数をお聞きします。数字を記入してく

ださい。（平成 25 年 7 月現在） 
 

後見（    ）件   保佐（    ）件   補助（    ）件 

後見監督（     ）件 

担当職員数（    ）人 

 

（問 26）日常生活自立支援事業の契約件数と担当職員数をお聞きします。数字を記入し

てください。（平成 25 年 7 月現在） 
 

全契約件数（    ）件   担当専門員数（   ）人 

 

（問 27）法人後見事業の主となる担当者は社協内の他の業務と兼務していますか。該当

するもの 1 つに○をつけてください。 
 

１．兼務している      ２．兼務していない 
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最後に、本アンケートについてお気づきのことや、法人後見事業に関することで、ご

意見・ご感想等があればお書きください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力、ありがとうございました。 

お手数ですが、本アンケートを、同封している返信用封筒により、9 月 20 日（金）ま

でにご投函いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

本調査の結果報告を希望される方は社協名及びメールアドレスをご記入ください。なお、

ここに記載された内容は公開されることはありません。 

 

社協名（          ）  

担当者名（         ） 

メールアドレス（                 ） 
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当事者
家族会 

当事者
団体

関係
専門職 

赤い羽根共同募金“一口後見人プロジェクト” 

実行委員会 

事務局 宇部市社会福祉協議会 

企 業 福祉施設 

ＮＰＯ
法人 

大 学 社会福祉

協議会 

必要性の共有

方法の学習 

 

目標予算の決定 

個人 

マンスリースポンサー

（1000円/月）の寄付

現金寄付 

企業 

寄付つき商品実施 

募金箱の設置 

現金寄付 

自販機 

寄付つき自販機設置 

３．インタビュー結果

 

 

 

インタビュー結果について特に連携に関するものを紹介する。 

 

(1) 山口県共同募金会 

山口県共同募金会宇部支会では一口後見人プロジェクトというコミュニティ・ファンドレイジン

グの手法を用いた資金の確保に取り組んでいる。 

事業実施準備マニュアルに掲載した「一口後見人プロジェクトの取組について」（執筆：久津摩和弘）

ではその手法の目的や流れについて記してある。 
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1 支援計画作成、役割分担  ○  

2 住所変更等諸手続き  ○ 住所地変更・送付先変更等

3 金融機関等手続き  ○  

4 社会保険等手続き  ○  

5 財産関連調査  ○  

就
任
時
手
続
き
関
連 

6 病院、施設等打合せ、調整 ※ ○  

7 身上監護、定期訪問 ● △ 必要時、事務局同行 

8 支払い（入院費等） ● △ 定期支払以外、事務局対応

9 業務報告、収支報告 ●  センターへの報告 

定
期
業
務 

10 介護計画等確認・同意 ● △  

11 突発的対応 ※ ○  

12 転入院、転入所の本人支援 ※ ○  

13 施設入所等契約手続き、対応 ※ ○  

14 不動産、動産等処分  ○  

随
時
業
務 

15 不動産保存管理（除排雪含む）  ○  

法
務
局

16 登記手続き（変更、終了） ※ ○  

17 就任時報告 ※ ○  

18 随時報告 ※ ○  

19 定期報告（年 1 回）  ○  

20 終了報告  ○  

21 報酬付与の申立  ○  

家
裁
提
出
書
類 

22 居住用不動産処分許可の申立  ○  

23 法定相続人調査  ○  

24 医療同意  ○ 個別に検討 
そ
の
他 

25 死後事務処理等 ※ ○  

 

 

 

●・・・現在行ってもらっている          ※・・・一部行ってもらっている 

 

 

(2) 小樽・北しりべし成年後見センター 

小樽・北しりべし成年後見センターでは近隣市町村との広域センターとしての連携や、スタート

時に元家庭裁判所関係者を雇用したこと、近隣のビルに法律職が事務所を置いており、いつでも相

談できる体制にあることなどが見られた。特に市民後見人とセンター職員との役割分担について紹

介する。 

 

小樽・北しりべし成年後見センター後見業務分担表（現状） 

 

 業務の種類 市民後見人 事務局 業務の概要 
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(3) 福岡市社会福祉協議会 あんしん生活支援センター 

福岡市社会福祉協議会あんしん生活支援センターでは「ずーっとあんしん安らか事業」を実施、  

死後の家財処分や葬祭の実施などと既存の日常生活自立支援事業や市民後見・法人後見事業と一

体的な運営をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずーっとあんしん安らか事業

市民後見・法人後見事業 日常生活自立支援事業 

※併用もしくは以降が可能な方向 

終末期リスクに対し一元的にサービスを提供するしくみ 

⇒「あんしんシステム」 
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■ずーっとあんしん安らか事業の概要 

 
名称 料金 備考 

入会金 15,000 円  

年会費 10,000 円/年  

見守りサービス 無料 電話（1 回/2 週間） 

訪問（1 回/3 カ月） 

入退院時支援サービス 

入退院時付き添い 4,000 円/回 通院の付き添い 

入院時緊急連絡先指定 500 円/回 夜間は業者委託 

入院時預かりサービス 500 円/回  

入院時預金払戻、支払

いサービス 

500 円/回  

入院の荷物準備 500 円/回  

入院中の生活にかかる

事務手続き 

500 円/回  

上記①～⑥のセットサ

ービス 

500 円/回  

預託金 

葬儀実施 

必要経費等の支払 

500,000 円～ 
預託金の 1 割
を執行費用と
する 

直葬できる最低費用が 500,000 円 

残存家財処分サービス 業者見積額  

書類等預かりサービス 

書類等預かり 3,000 円/年 権利証書等 

 

※後見人等がついている場合は後見人等との契約となる。 
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移行 

移行後 

親族後見人 

専門職後見人 

市民後見人 

専門職後見人 

移 行 

専門職後見人 

社会福祉協議会

成年後見センター 

親族後見人

の高齢化

監督 

監督 

市民後見人 

 

(4) 神戸市社会福祉協議会 

神戸市社会福祉協議会では他職種と連携した市民後見人の個人受任支援を行っている。その中で

モデルとして実施しているのが専門職と市民後見人との複数後見から専門的な支援が落ち着いたら

市民後見人の単独受任へ移行するなどの方法である。また専門職後見人から市民後見人へのリレー

や親族後見人から市民後見人へのリレーの検討も行われている。 

いずれにしても市民後見人の単独受任には社協や専門職後見人の監督人としてのバックアップが

求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、被後見人の相続人調査において法テラスの弁護士との連携や「成年後見判定部会」にお

いて市長申し立てに関する助言なども他職種とともに実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

後見開始時 
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(5) 権利擁護センターふちゅう 

権利擁護センターふちゅうでは葬儀・埋葬等の手続き支援を行うあんしん事業や市民後見人の個

人受任を支援している。連携としては他の法人後見実施社協との定期的な会議の実施や他職種との

事例検討会の実施がある。 

 

① 他の社協との定期的な会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都の社会福祉協議会が実施する会議と近隣で実施している会議があり、近隣の会議は事務局持ち

回りとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

○○市成年後見

センター 

○○市成年後見

センター 

○○市成年後見

センター 

○○市成年後見

センター

○○市成年後見

センター 

○○市成年後見

センター

○○市成年後見

センター 

○○市成年後見

センター

○○市成年後見

センター 

成年後見支援推進機関の連絡会 

事務局 東京都社会福祉協議会 

事務局 持ち回り 

近隣成年後見センターネットワーク
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②弁護士・司法書士・社会福祉士等専門家による「事例検討会」の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域包括支援センター等の支援機関が事務局へ相談の上、専門職がそのケースにおける成年後見

の必要性等について検討する事例検討会は成年後見センター以外の支援機関の専門職に対し、成年

後見の活用を促すものであり、社協が担う成年後見センターの役割として極めて重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 司法書士
社会

福祉士 

弁護士・司法書士・社会福祉士等による事例検討会 

事務局 権利擁護センターふちゅう 

社 協 

相談 

・相談ケースにおける成年後見の必要性検討 

・相談ケースにおける市長申し立ての必要性検討 

・市民後見人受任ケースの後見支援の方向性検討 

障害者支援機関 

地域包括支援センター 
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4 実施研修プログラム 

 

(1) 成年後見活用講座 

(2) 市民後見人実務養成講座 

(3) 法人職員向け研修 

(4) 市民後見人フォローアップ研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．実施研修プログラム
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１．研修の目的 
地域社会における権利擁護の推進を図るために、より多くの人に成年後見制度を活

用してもらえることを目的として開催する。 

 

２．開催期日 
    平成２５年５月２８日(火) ～ ６月２５日(火)の毎週火曜日・全５回 

     
３．会  場 

    大牟田市総合福祉センター 中会議室 

 

４．主  催 
(社福)大牟田市社会福祉協議会、大牟田市 

 
５．共  催 

大牟田市高齢者・障害者権利擁護連絡会 

 

６．後  援 
(公社)成年後見センター・リーガルサポート福岡支部 

 
７．受講対象者 

成年後見制度について詳しく知りたい人、ボランティアとして市民後見活動をして

みたい人(※)で、以下の要件を全て満たしている人を対象者とする。 

(1)大牟田市在住、又は大牟田市内に勤務している人 

(2)全５回の講座に参加できる人 

   ※留意事項 

①将来、後見人活動を見据えて受講される場合には、民法第 847 条｢後見人の欠格事

由｣に該当しないことが条件となる。 

  §後見人の欠格事由：(１)未成年者(２)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 

(３)破産者(４)被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び 

直系血族(５)行方の知れない者 

②本講座を修了しても、市民後見人として活動できるものではありません。 

 
８．定  員 

３０人程度 

    ※ 定員を超過した場合は、申込用紙の「受講希望理由」をもとに選考します。 

 
９．参 加 費 

 無料 (※講座全５回を通して) 

 

 

平成２５年度 成年後見活用講座 
開 催 要 項 
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10．プログラム  （※都合により、講師が一部変更となることがあります。） 

 【注1】受付は開始時間の３０分前からです。以下の時間割は若干前後することがあります。  
 時間 科目 内容 講師 

13:30～ 開講式 オリエンテーション 
大牟田市社会福祉協議会

社会福祉士 前田佳宏

13:40～ 

14:30 
権利擁護① 人権・権利擁護について 

大牟田市長寿社会推進課

梅本政隆 

14:40～ 

15:30 
成年後見制度① 成年後見制度の理念、役割 

ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 

司法書士・竹本安伸 

5月 28日 

(火) 

 
(1 日目) 

15:40～ 

16:30 
成年後見制度② 法定後見制度の概要 

ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 

司法書士・竹本安伸 

13:30～ 

14:30 
対象者の理解①

高齢者について 

認知症について 

大牟田市長寿社会推進課

梅本政隆 

14:40～ 

15:30 
対象者の理解② 精神障害について 

障害者相談支援事業所

精神保健福祉士･西慶輔 

6 月 4 日 

(火) 

 
(2 日目) 

15:40～ 

16:30 
対象者の理解③ 知的障害について 

あけぼの学園 

言語聴覚士・夏目尚 

13:30～ 

14:50 
成年後見制度③

後見活動の実際(1) 

‐報告書類等を交えて‐ 

ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 

司法書士・山本勝也 
6月 11日 

(火) 

 
(3 日目) 

15:00～ 

16:30 
成年後見制度④

後見活動の実際(2) 

‐事例を交えて‐ 

ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ 

司法書士・渡邉慎一郎

13:30～ 

15:00 
関連法① 契約について 弁護士・岡田武志 6月 18日 

(火) 

 
(4 日目) 

15:10～ 

16:30 
成年後見制度⑤

任意後見制度の概要 

公証役場について 

大牟田公証役場 

公証人・佐々木正光 

13:30～ 

14:20 
成年後見制度⑥

成年後見制度の現状と課題 

家庭裁判所について 

福岡家庭裁判所 

大牟田支部 

14:30～ 

15:30 
成年後見制度⑦ 申立て支援について 

地域包括支援センター

社会福祉士・加倉俊輔

15:30 ～

15:50 
社会資源① 

関係機関について 
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ、弁護士会、社

会福祉士会、リーガルサポート、

司法書士会、障害者相談支援事業

所 

支援機関・関連制度について 
・成年後見基金、日常生活自立支援

事業(社会福祉協議会)、成年後見

制度利用支援事業、市民後見人 

大牟田市社会福祉協議会

社会福祉士 前田佳宏

6月25日 

(火) 

 
(5 日目) 

16:00～ 

16:30 
修了式 

今後の展開について 

アンケート記入 
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１．研 修 の 目 的 

地域社会における権利擁護の推進を図る為に、「市民後見人」になり得る人材を養成する。 
 

２．開 催 期 日 

    平成23年12月7日（水）～ 平成24年3月7日（水）の全10日間（※実習期間は除く） 

     

３．会   場 

    大牟田市総合福祉センター 中会議室 (大牟田市瓦町9‐3) 

 

４．主   催 

大牟田市、（社福）大牟田市社会福祉協議会 

 

５．共   催 

大牟田市高齢者・障害者権利擁護連絡会 

 

６．後   援 

(社)成年後見センター・リーガルサポート福岡支部 

 

７．受 講 対 象 者 

以下の全ての条件を満たすものを受講対象者とする 
（１）大牟田市在住または在勤の方 
（２）年齢 25 歳以上 75 歳未満の方 

   （３）成年後見制度及び高齢者や障害者への理解と熱意のある方 
   （４）社会貢献に意欲をもち、講座修了後に後見人業務への従事を望む方 
   （５）大牟田市内を対象とした後見活動のできる見込みのある方 
   （６）本講座を全て受講できる方 

（７）大牟田市・大牟田市社会福祉協議会共催の成年後見活用講座(平成 21 年度もしくは

22 年度)を修了している方 
 

８．定   員 

○20 人程度 

     ※ 受講者は事前に提出された提出課題の内容をもとに選考します 

 

９．参  加  費 

 ○4,000円程度 

※ 講座全10回と実習を通しての金額です 

※ 参加費は研修１日目に受付でお支払いください 

 

10．修 了 要 件 
    ○全ての課程を受講された方、かつ実習課題を提出された方 

     ※ １講座でも欠席された方は修了できません 

     ※ 講座受講に際して、10 分以上遅刻した場合は欠席とみなします 

平成２３年度 市民後見人実務養成講座 
開 催 要 項 
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11．プ ロ グ ラ ム   

     ※ 受付は開始時間の30分前からです。以下の時間割は若干前後することがあります 
 

      

日 時間 講 座 名 概  要 講  師 

13：30～
13：50 

開講式 
オリエンテーション 

講座全体の流れや受講に際

する注意事項等の確認 

14：00～
15：20 

成年後見センターと市民

後見人 

センターと市民後見人の関

係性や役割、必要性につい

て学ぶ 
12 月 7 日

15：30～
16：30 意見交換(受講生同士) グループワークを実施し、

動機の明確化を行なう 

地域包括支援センター 
社会福祉士 梅本 政隆 

13：30～
14：30 

市民後見と家庭裁判所に

ついて 

法的監督者の視点で、市民

後見への期待や留意事項を

学ぶ 

福岡家庭裁判所 大牟田支部 
庶務課長 大嶋 道人 
裁判所書記官 松尾かおる

12 月 14 日 
14：40～
16：30 身上監護 

具体事例を通して、後見人

に必要な身上監護の概念・

理念を学ぶ 

地域包括支援センター 
社会福祉士 加倉 俊輔 
障害者相談支援事業所 
社会福祉士 坂田 理恵 

13：30～
14：40 財産管理 

具体事例を通して、後見人

に必要な財産管理の概念・

理念を学ぶ 
弁護士 岡田 武志 

12 月 21 日
14：50～
16：30 財産管理(演習) 演習を通して、財産管理の

視点や方法を学ぶ 
地域包括支援センター 
社会福祉士 佐藤 都 

1 月 11 日
13：30～
16：30 

市民後見における倫理 
(演習) 

不祥事例を通して、後見人

に必要な倫理観を学ぶ 

(社)リーガルサポート 
司法書士 竹本 安伸 
地域包括支援センター 
社会福祉士 佐藤 都 

1 月 1８日 13：30～
16：30 

後見人の業務の流れ 
-申立から終了迄の実務- 後見人の業務内容を学ぶ 

(社)リーガルサポート 
司法書士 渡邉 慎一郎 
司法書士 山本 勝也 

13：30～
14：50 介護保険制度・高齢者施策

具体事例を通して、対象者

が主に利用する制度を学ぶ 
地域包括支援センター 
社会福祉士 米田 直樹 

1 月 25 日 
15：00～
16：30 

コミュニケーション技術

(演習) 

グループワークを通して、

対象者を支援する上での留

意点を学ぶ 

地域包括支援センター 
主任ケアマネ 岡山 隆二 

13：30～
15：00 

自立支援法・障害者施策・

障害者関連機関について 
具体事例を通して、対象者

が主に利用する制度を学ぶ 
障害者相談支援事業所 
相談支援専門員 古賀 敬之 

2 月 1 日 
15：10～ 
16：30 

類型や診断書関係につい

て 
成年後見に関する医療的知

識を学ぶ 医師 田中 清貴 

13：30～
15：50 事例検討会(演習) グループワークで困難事例

を検討し支援方法を学ぶ 
(社)リーガルサポート 
司法書士 渡邉 慎一郎 2 月 8 日

16：00～
16：30 実習オリエンテーション 個人情報の取扱い等も含め

方法の説明 
地域包括支援センター 
社会福祉士 友添 奈津紀 

実習期間(3 週間) 

2 月 29 日 13：30～
16：30 実習発表会Ⅰ 

13：30～
16：00 実習発表会Ⅱ 

個人で聴き取り作成した後

見ノートを元に、その対象

者への支援計画を発表す

る。 

 

３月 7 日 16：10～ 

16：30 修了式・閉講式   
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１．研修の目的 

法人後見事業実施に伴い、受任にむけて職員が成年後見制度の理念及び実務について理解

し、住民の権利擁護に貢献する。 
 

２．開催期日 

    平成25年11月（全3日間） 

     

３．会  場 

    大牟田市総合福祉センター (大牟田市瓦町9‐3) 

 

４．主  催 

大牟田市社会福祉協議会 

 

５．受講対象者 

・本法人職員で法人後見業務に従事する予定の者 

・その他、本法人職員で必要と認める者 

・他の社会福祉協議会職員で法人後見事業に従事している者、またその予定の者 

 

６．プログラム   

   【注1】受付は開始時間の30分前からです。以下の時間割は若干前後することがあります。 
 

日 時間 講 座 名 概  要 講  師 
13：30～
13：40 
(10 分) 

開講式 
オリエンテーション 

講座全体の流れや受講に際

する注意事項等の確認 
大牟田市社会福祉協議会

事務局 

13：40～
14：40 
(60 分) 

社会福祉協議会と成年後

見制度 

なぜ社会福祉協議会が法人

後見に取り組むのか、社会

の背景と同時に社会福祉協

議会の役割を再認識する 
14：50～
15：20 
(30 分) 

人権・権利擁護について 
権利擁護の理念とその実現

のために成年後見制度がど

う貢献するのかを知る 

11 月 16 日 
（土曜日） 

15：30～
16：30 
(60 分) 

成年後見制度の概要 成年後見制度の概要につい

て知る 

日本福祉大学 
学園事業顧問 
柿本誠先生 

13：30～
14：50 
(80 分) 

相談・申立支援の実際 
実際に相談を受ける職員と

して必要な申立の実務を知

る 11 月 24 日 
（日曜日） 15：00～

16：30 
(90 分) 

後見人の業務の流れ① 具体事例を通して、受任か

ら終了までの実務を知る 

13：30～
15：00 
(90 分) 

後見人の業務の流れ② 具体事例を通して、受任か

ら終了までの実務を知る 11 月 30 日 
（土曜日） 15：10～

16：30 
(80 分) 

後見人に必要な倫理と問

題事例 

実際の事例を用いながら後

見人として備えるべき倫理

を学ぶ。 

公益社団法人 
リーガルサポート福岡支部 
司法書士 竹本安伸氏 

平成 25年度 法人後見事業職員研修 
開 催 要 項 
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１．研修の目的 

成年後見センター事業受任にむけて市民後見人実務講座修了生が実務について理解し、住

民の権利擁護に貢献する。 
 

２．開催期日 

    平成25年11月～平成26年1月（全3日間） 

     

３．会  場 

    大牟田市総合福祉センター (大牟田市瓦町9‐3) 

 

４．主  催 

大牟田市社会福祉協議会 

 

５．受講対象者 

・市民後見人実務養成講座修了生で今後市民後見人として活動できる者 

 

６．定  員 

○ 9 人程度 

 

７．参 加 費 

 ○ 無料 

 

平成 25年度 市民後見人フォローアップ研修 
開 催 要 項 
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８．プログラム   
   【注1】受付は開始時間の30分前からです。以下の時間割は若干前後することがあります。 

 

  

日 時間 講 座 名 概  要 講  師 

13：30～
13：50 
(20 分) 

開講式 
オリエンテーション 

講座全体の流れや受講に際

する注意事項等の確認 
大牟田市社会福祉協議会 
事務局 

13：50～
15：20 
(60 分) 

【講義】面接の技術と記録
判断能力の不十分な対象者

への面接とその記録の方法

について学ぶ 

11月22日

（金曜日） 

15：30～
16：30 
(90 分) 

【演習】面接の技術と記録
上の内容を演習形式で実践

する 

大牟田市役所 
長寿社会推進課 
坂田理恵 

13：30～
14：50 
(80 分) 

事例検討① 
家族からの侵害事例 

12月18日 
（水曜日） 15：00～

16：30 
(90 分) 

事例検討① 

実際の事例をグループワー

ク形式で検討しながら支援

の見立てを行う。 

大牟田市役所 
長寿社会推進課 
友添奈津紀 

13：30～
14：50 
(80 分) 

事例検討② 
精神障害の事例 

1 月 15 日 
（水曜日） 15：00～

16：30 
(90 分) 

事例検討② 

実際の事例をグループワー

ク形式で検討しながら支援

の見立てを行う。 

公益社団法人 
福岡県社会福祉士会 
池田将樹 
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5 報告会及び研修会 

 

(1)報告会及び研修会内容 

 

 

 

 

 

 

1. テーマ 

「地域の支え合いの中で育まれる成年後見支援を考える」 

 

2. ねらい 

近年、成年後見制度の担い手の不足が叫ばれている。また成年後見支援の必要性に止まらず、ニー

ズが多様化している。このような現状に対する社会福祉協議会の役割とは何か。取り組む具体的な方針と

方法について考えることを目的とする。 

 

3. 主催   社会福祉法人 大牟田市社会福祉協議会 

   

4. 後援   大牟田市、福岡県社会福祉協議会、佐賀県社会福祉協議会、長崎県社会福祉協議会、熊本

県社会福祉協議会、大分県社会福祉協議会、宮崎県社会福祉協議会、鹿児島県社会福

祉協議会、沖縄県社会福祉協議会 

 

5. 日時   平成 26 年 2 月 15 日（土） 

 

6. 定員   50 人 

 

7. 申込締切 平成 26 年 1 月 31 日（金） 

 

8. 会場   オームタガーデンホテル  

   （福岡県大牟田市旭町３丁目３･３） 

 

9. 参加対象 社会福祉協議会役職員、行政職員、研究者等 

 

10. 参加費  無料  

 

社協で支える成年後見研修会 

～法人後見実施社協調査報告及び連絡会～ 

５．報告会及び研修会
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11. プログラム 

 

10：30～10：40【開会・挨拶】 

        大牟田市社会福祉協議会 会長 西村 直 

        大牟田市長 古賀 道雄 

         

10：40～11：00【調査報告】 

        「法人後見実施社協調査結果の概要」 

        大牟田市社会福祉協議会 前田佳宏 

 

11：00～12：00【制度説明】 

        「社協における成年後見支援のあり方について」 

            日本福祉大学学園事業顧問 柿本 誠氏 

 

1３：00～1５：00【パネルディスカッション】 

        「社会福祉協議会が行う成年後見支援の実際」 

        コメンテーター 日本福祉大学学園事業顧問 柿本 誠氏 

        パネリスト    やまが成年後見センター 主任専門員 芥川智之氏 

                  南島原成年後見センター 専門員 氏原巧氏 

 

1５：15～1７：00【分科会】 

分科会①「成年後見事業に取り組んでいる社協の課題」 

         コメンテーター 日本福祉大学学園事業顧問 柿本 誠氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参加者：約 90 名 

①調査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②基調講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

③パネルディスカッション 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査報告】 

 事務局より、アンケート調査結果、特に

連携に関する結果及びインタビュー結果を

報告。 

 最後に社協の成年後見支援における他職

種他機関連携・近隣社協連携モデルを提示

した。 

【パネルディスカッション】 

 先進地 2 か所の市町村社協より実践報告、

社協における成年後見支援の実際を知る機

会とした。また参加者より活発な質問もあ

った。 

【基調講演】 

 成年後見学会制度改正委員である柿本誠

先生より、成年後見制度における社会福祉

協議会への期待及び政策動向、補助金の活

用等について講演いただいた。 
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④分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【閉会】 

 閉会式では第 1・2 分科会それぞれから報告があった。また基調講演でお話いただいた柿本

誠先生より近隣社協同士の連携の必要性の提案があり、拍手で締めくくられた。この報告及び

研修会により、調査結果の活用及び九州における今後のネットワーク構築につながった。 
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【分科会】 

 後見実施社協を 1 分科会、今後実施する

予定の社協を 2 分科会としてグループワー

ク形式での研修を実施した。 

 1 分科会は事例検討 

 2 分科会は事例や後見センター立ち上げ

のプロセスなどを通して意見交換を実施し

た。 



(2)報告会及び研修会アンケート結果

「社協で支える成年後見研修会」アンケート集計結果

アンケート対象者 70
回収数 56
回収率 80.0%

①調査報告
　　　満足度（％） 平均 83.7

最大値 120
最小値 60

　　　理由 ● 小樽・北しりべしのデータが見やすかった。参考にしたいです。
● 資料を持ち帰ってゆっくり見たい
● 時間状況等もう少し詳しく知りたい部分があった。
● 資料が不足していた
● 国庫事業をうまく活用しているところ。もう少しクロス集計結果が知りたかった。
● 具体的な事例を踏まえた内容で、分かりやすく勉強になった。
● 分かりやすかった
● これから活用できる内容であった
● 社協の中身が自身理解不足のため
● 楽しく勉強できました
● とても分かりやすく、今後活かせる情報が多かった
● 自身が成年後見の知識不足で難しかった
● 自分の勉強不足
● 調査質問の内容まで知りたい
● 大変勉強になりました
● 関係機関との連携の必要性、各団体の取組みはよく分かりました。

これらを参考に今後当法人はどう取り組むかが課題！
● 事例をたくさん聞く事ができた
● 貴重なお話しを聞かせて頂きました。
● もう少し色々と詳しく聞きたかったです。
● もう少し詳しく聞きたいと感じたため
● 参考になりました
● もう少し聞きたかったです。
● 自分自身の勉強不足
● 全社協職員に聞かせたかった
● 各地の取組みが分かって良かった
● 大変参考になった。ありがとうございます。
● 大牟田社協の取り組み内容が分かった
● 現状を知る機会となった
● これからの参考になりました
● 法人後見を進める手順が分かった。参考になった。
● 内容的に少し難しい部分もあったが、逆に個人的、組織的に勉強をしなければ

ならないと感じた。
● 慎重な取り組みが勉強になりました。
● 内容が解りやすかった
● 調査項目がもう少し多くても
● 社会福祉士の資格有り無しの比較についてもう少し説明してほしかったです。

資格のない方がどういう事に気を付けないといけないのかを考える事は
大切な事だとは思いますが…

● 「社会福祉士だから…」という分析の根拠が分からない
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②制度説明
　　　　満足度（％ 平均 78.2

最大値 100
最小値 0

　　　　理由 ● もう少し時間をかけて説明してほしかった
● 資料がないと難しい点があった。
● 厚労省職員が来なかった
● 社協が取り組むべきであることを再確認した。手元に資料がなくすべてをメモする

ことができなかった。
● 内容は90％だが、厚生労働省欠席が残念
● 自身が成年後見の知識不足で難しかった
● 勉強不足
● 勉強になりました
● 分かりやすかったが、もう少し具体的に聞きたい部分もあった。
● 事例をたくさん聞く事ができた
● 厚労省の方のお話しを伺いたかったです。
● 時間が足りなかった
● 内容が違ったので何とも言えません。柿本先生ありがとうございました。
● もう少し詳しく教わりたかった
● 厚労省から来られなかったのは残念でしたが、とても分かりやすくて良かったです。
● 自分自身の勉強不足
● 厚労省の方が欠席だったのが残念でした
● 勉強不足で難しかった
● 社協の果たすべき役割について再度考える事ができた
● 社協として何をすべきか見えました。
● 一度講演を拝聴していたので再確認できた。
● 内容的に少し難しい部分もあったが、逆に個人的、組織的に勉強をしなければ

ならないと感じた。
● 社協の指定管理や受託事業が民間との競争になり社協でなくてはならない

時代ではなくなった。激しい批判にさらされている。
社協だからできる分野として前向きに取り組みたい。

● 成年後見制度を理解できました
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③パネルディスカッション
　　　　満足度（％ 平均 86.4

最大値 120
最小値 40

　　　　理由 ● 島原市社協の説明が解り易かった
● 参考になる報告でした
● 実施社協の実状が知れてよかった
● 大変分かりやすかった
● パネリストが実施してきた経過を知ることができた。
● 学びたいと思っていたことが多く盛り込まれていた。
● 内容がとても具体的で実践に役立つ
● 山鹿市さん分が参考になった
● 説明が分かりやすかった
● 実際に取り組む際の流れ、課題、とても参考になった
● 自身が成年後見の知識不足で難しかった
● 勉強不足
● 南島原市さんの実際が聞けたこと
● 実例を聞けて参考になった
● 難しかったが参考になりました
● 他社協の取組みを聞く事ができ、勉強になりました。
● 私の勉強不足で、財源確保については難しかった。

しかし法人後見についてより興味を持てました。
● 事例をたくさん聞く事ができた
● 柿本先生の話が少し長かった
● 貴重なお話しを聞かせて頂きありがとうございました。
● 事例発表をもう少し聞きたかった
● 勉強になりました。
● 他の市町村の活動までの経緯を知れてよかった。
● 実際に携わっている方の話で勉強になりました。
● 実際の業務で分かりやすかった
● 先進地の話が聞けて良かった
● 成年後見業務の責任を強く感じました。
● 山鹿市と長崎市の後見センター設立の経緯、運営内容よく理解できた。
● それぞれの社協の取組みが分かり良かったです。
● 実際に取り組んでいる生の声を聞く事ができ理解しやすかった。
● 事例があり分かりやすかった。
● 自己研鑚と日々勉強は大事だと再確認できた。社協間のネットワークの重要性
● 2つの社協の取組みを分かりやすく説明して頂きよかった
● 高い資質の保持を心がけておられることに感心しました。
● もう少し詳しく
● とても分かりやすくて勉強になりました
● 先進地の事例は何よりも参考になる
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　④分科会
　　　　満足度（％） 平均 80.8

最大値 100
最小値 20

● 大変参考になりました
● 課題を知りたかった。事例検討も楽しかった。
● 事例検討できて共有できてよかった
● もう少し時間をかけてほしかった
● 事例検討で視点や視野が広がった。
● 事例を通して話し合い、楽しく分かりやすい勉強ができた。現在の実力試し

（模擬試験）となって良かった。
● 内容がとても具体的で実践に役立つ
● もっと時間があればよかったです。
● 他社協さんの現状がわかって参考になりました
● 気軽に話し合う事ができた。テーマが分かりやすかった。
● もう少しグループワークの時間がほしかった
● 自身が成年後見の知識不足で難しかった
● 勉強不足
● 事例もいいが、他社協さんの取組みをもっと知りたい。
● 事例検討が大変役に立った
● もう少し時間があればと思いました。
● 機会があればまた参加したいと思います
● 九州で集まったことが良かったと思います。また①②で分けて良かったと思います。
● 事例を通して学ぶことができました。
● 市民後見人の実務に関する事例検討で大変勉強になりました。
● 事例をたくさん聞く事ができた
● 事例検討の時間が足りなかった。
● 時間が足りなかったです。事例は一つでよいのでは…
● もう少し時間があれば深くなった気がします。
● 時間が足りなかった
● 簡単ではないと思いました。始めるにはしっかりとした準備が必要ですね。
● 法人後見を実施していない所にとっては難しい内容だった
● 事例を通してだったので、取り組みやすかった。
● 勉強になりました。自分自身よく分からず皆さんの意見を聞くばかりで

申し訳なかったです。
● 課題を知りたかったが、事例検討で完了したため
● 法人後見に詳しい人がいなかった。でも、情報交換できてよかった。
● 初めての事例検討で勉強になりました。
● 後見センターを立ち上げていないが後見人の業務内容がよく理解できた。
● 意見交換ができて良かったです。※実際にやっておられる所の課題について

聞けるのかと思っていたので残念でした。
● 事例に基づいた事務への理解が深まった。
● 実践している社協同士だったので少し難しかったです。
● 様々な意見が聞けて良かった
● 他の市町村の状況が把握できた
● 事例検討があり、グループ内で様々な考えが出て参考になった。
● 他社協の進んだ動きを知り、刺激を受けました。
● 実際の事例が勉強できて大変理解できた。
● 一番不安は財産管理だったので
● 事例検討することで、色々なむずかしさを感じました。
● 小グループで話し合えてよかった
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※

研
修

会
参

加
者

を
対

象
に

実
施

 

 
内

部
環

境
 

外
部

環
境

 

 
S

 
S

tr
e
n

g
th

 
強

み
 

O
 

O
p
p
o
rt

u
n

it
y 

機
会

 

プ ラ ス 

・
行

政
と

の
パ

イ
プ

 

・
権

利
擁

護
に

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
を

他
機

関
に

知
ら

れ
て

い
る

。
 

・
介

護
事

業
に

よ
る

利
益

が
あ

り
、

財
源

に
充

て
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

・
職

員
間

の
連

携
が

と
れ

て
い

る
 

・
有

資
格

者
が

い
る

。
・

社
会

福
祉

士
3

名
 

・
他

職
種

が
い

る
。

 

・
各

事
業

の
展

開
（

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

な
ど

）
 

・
連

携
す

る
社

会
資

源
が

充
実

 

・
他

の
機

関
と

の
連

携
 

・
専

門
職

 

・
介

護
事

業
所

と
連

携
が

と
り

や
す

い
 

・
人

脈
 

・
民

協
事

務
局

 

・
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
で

の
ノ

ウ
ハ

ウ
が

あ
る

 

・
職

員
全

員
で

あ
た

れ
る

体
制

 

・
地

域
・

行
政

と
の

連
携

と
れ

て
る

？
 

・
社

会
福

祉
士

の
資

格
を

持
つ

職
員

が
多

く
い

て
異

動
な

ど
で

良
い

職
員

が

い
る

 

・
地

域
と

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
入

り
や

す
い

、
情

報
集

ま
り

や
す

い
 

・
他

機
関

と
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

（
も

ら
い

や
す

い
）

 

・
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
で

の
経

験
 

・
行

政
・

法
律

家
と

の
連

携
が

で
き

る
（

法
律

相
談

セ
ン

タ
ー

）
 

・
各

関
係

機
関

と
の

連
携

 

・
組

織
力

 

・
他

機
関

と
の

連
携

が
と

り
や

す
い

・
関

係
機

関
と

の
連

携
 

・
人

材
確

保
⇒

様
々

な
研

修
の

実
施

に
よ

る
住

民
か

ら
の

信
頼

 

・
職

員
全

員
で

の
体

制
が

で
き

つ
つ

あ
る

。
 

・
継

続
性

・
公

益
性

 

・
意

識
・

情
報

の
共

有
化

が
早

い
 

・
少

人
数

な
の

で
ケ

ー
ス

に
対

し
、

複
数

の
意

見
を

集
約

し
や

す
い

 

・
関

係
機

関
と

の
連

携
が

と
り

や
す

い
 

・
社

協
の

存
在

意
義

を
ア

ピ
ー

ル
す

る
機

会
と

な
り

得
る

 

・
司

法
書

士
等

専
門

職
が

法
人

後
見

が
必

要
で

社
協

に
期

待
し

た
い

と
の

意

志
が

あ
る

。
 

・
地

域
福

祉
計

画
へ

の
位

置
づ

け
が

明
確

 

・
災

害
Ｖ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

等
の

他
機

関
と

連
携

が
と

れ
始

め
た

 

・
市

民
後

見
人

の
育

成
・

活
用

に
む

け
た

国
の

動
き

 

・
社

協
の

仕
事

を
ア

ピ
ー

ル
で

き
る

 

・
町

内
に

支
援

し
て

い
る

と
こ

ろ
が

少
な

い
（

包
括

は
町

内
に

1
か

所
）

 

・
ち

ょ
う

ど
N

P
O

も
立

ち
上

が
っ

た
と

こ
ろ

。
一

緒
に

協
力

で
き

る
の

で

は
？

 

・
近

隣
も

立
ち

上
げ

よ
う

と
し

て
い

る
の

で
相

談
で

き
る

。
 

・
「

み
る

と
」

と
協

力
し

て
仕

事
が

で
き

る
、

わ
か

ら
な

い
こ

と
を

教
え

て

も
ら

え
る

 

・
権

利
擁

護
で

関
わ

っ
て

い
る

専
門

職
と

の
協

力
が

得
ら

れ
る

 

・
所

長
が

弁
護

士
で

あ
る

 

・
認

識
し

て
も

ら
え

る
 

・
社

協
の

存
在

感
を

ア
ピ

ー
ル

で
き

る
 

・
全

国
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

よ
る

情
報

収
集

 

・
社

協
を

ア
ピ

ー
ル

す
る

い
い

場
 

 
W

 
W

e
a
k
n

e
s
s
 弱

み
 

T
 

T
h

re
a
t 

脅
威

 

マ イ ナ ス 

・
専

門
職

（
有

資
格

者
）

が
少

な
い

 

・
財

源
が

乏
し

い
・

人
材

・
予

算
の

不
足

 

・
十

分
な

職
員

数
を

確
保

す
る

こ
と

が
不

安
。

 

・
法

律
の

知
識

に
乏

し
い

 

・
ケ

ー
ス

ワ
ー

ク
の

事
例

が
少

な
い

 

・
相

談
者

が
来

に
く

い
環

境
（

場
所

）
 

・
財

源
確

保
不

足
・

財
政

面
・

財
源

が
乏

し
い

 

・
他

の
事

業
と

兼
務

・
人

材
不

足
・

人
員

、
財

政
面

 

・
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
に

つ
い

て
啓

発
不

足
 

・
少

な
い

職
員

体
制

・
職

員
（

人
材

）
不

足
・

財
源

の
確

保
 

・
行

政
と

の
つ

な
が

り
が

強
す

ぎ
て

自
由

な
発

想
が

出
来

に
く

い
 

・
専

門
職

の
育

成
 

・
自

主
事

業
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 

・
民

間
で

あ
る

が
半

官
半

民
と

い
う

イ
メ

ー
ジ

で
あ

り
、

内
部

に
も

危
機

感

は
あ

る
と

思
う

が
ど

こ
か

で
大

丈
夫

で
は

な
い

か
、

社
協

だ
か

ら
な

ん
と

か
な

る
の

で
は

な
い

か
と

い
う

空
気

感
は

あ
る

 

・
成

年
後

見
支

援
に

対
す

る
理

解
・

意
識

の
低

さ
 

・
日

常
生

活
自

立
支

援
事

業
美

実
施

社
協

の
存

在
 

・
職

員
数

が
少

な
い

（
緊

急
時

の
対

応
）

 

・
福

祉
的

側
面

に
特

化
し

す
ぎ

る
？

 

・
財

政
面

の
問

題
 

・
市

議
会

か
ら

の
不

要
論

が
出

て
い

る
 

・
市

民
活

動
団

体
の

地
域

福
祉

活
動

（
市

民
後

見
）

 

・
一

般
社

団
法

人
等

の
進

出
 

・
他

の
団

体
 

・
社

協
に

対
す

る
期

待
が

大
き

い
 

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

（
安

心
サ

ポ
ー

ト
ネ

ッ
ト

）
 

・
社

協
は

い
ら

な
い

？
N

P
O

で
よ

い
と

い
う

声
 

・
N

P
O

法
人

等
と

の
競

争
に

勝
て

る
か

？
 

・
N

P
O

が
す

ご
く

頑
張

っ
て

い
る

 

・
社

協
は

な
に

も
し

て
く

れ
な

い
と

こ
ろ

も
あ

る
と

思
っ

て
い

る
 

・
他

団
体

の
存

在
⇒

協
力

で
は

な
く

ラ
イ

バ
ル

と
な

る
？

 

・
連

携
機

関
が

近
く

に
あ

る
（

行
政

）
 

・
N

P
O

と
の

か
か

わ
り

（
市

民
後

見
グ

ル
ー

プ
等

）
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リーガルサポート福岡支部 

福岡県社会福祉士会 

障害者相談支援事業所 

地域包括支援センター 

 

(2)日程及び検討内容 

 

回数 開催日 検討内容 

第 1 回 平成 26 年 1 月 29 日 

第 2 回 平成 26 年 2 月 26 日 

第 3 回 平成 26 年 3 月 24 日 

・受任案件の基準について 

・運営管理委員会について 

・受任検討委員会について 

・市民後見人の登録について 

 （登録・選任・更新・禁止事項・末梢及び取消） 

・受任案件と市民後見人のマッチングについて 

・市民後見人と後見センターの業務内容について 

・後見センターとして市民後見人の将来的な理想像 

・活動費の基準について 

 （交通費・通信費・切手及び印紙代・雑費） 

・市民後見人の活動について 

・死後事務について 

・市民後見人活動時の相談支援体制について 

・苦情解決について 

・センター開所日時について 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．準備検討会開催状況及び検討内容

 

 

 市主催の成年後見センター準備委員会へ参加した。 

 

(1)参加委員一覧 

 

福岡県弁護士会 
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事務局 

大牟田市社会福祉協議会 

大戸誠興 常務理事兼事務局長 

池尻清美 総合生活支援担当主任 

前田佳宏 総合生活支援担当 

 

執筆協力者 

久津摩和弘（山口県共同募金会）・・・・・1 準備マニュアル「一口後見人プロジェクトの取組について」 

 

調査集計・分析協力者 

末永和也（久留米大学比較文化研究所・研究員） 
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